
兵
士
が
死
ん
だ
時
戦
死
者
公
葬
の
形
成

荒
川
章
二

司
庁
8
卜
u
D
o
］
法
2
司
滉
。
・
‥
□
庁
。
θ
『
雷
臥
8
θ
『
喝
呂
ま
壽
工
》
。
邑
国
6
日
o
ユ
品
§
誌
8
芦
国
⑫
⊂
こ
碧
§

卜
男
〉
量
u
D
，
毛

は
じ
め
に

0
日
清
戦
争
1
1
公
葬
の
登
場

②
日
露
戦
争
1
1
公
葬
の
確
立

お
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
本
研
究

は
、
日
清
戦
争
期
・
日
露
戦
争
期
を
通
じ
て
、
地
域
ぐ
る
み
の
戦
死
者
公
葬
が
い
か
に
形

成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
主
題
と
し
て
い
る
。
地
域
ぐ
る
み
の
戦
死
者
葬
儀
の
性
格
を
ど
う
と
ら
え
る

か

は
、
ま
だ
通
説
が
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
公
葬
」
の
定
義
に
関
し
て
も
論
者
毎
に
区
々
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
研
究
の
現
状
に
対
し
、
本
研
究
で
は
、
両
戦
争
期
の
個
別
の
葬
儀
事
例
を
い
く
つ
か
検

討
し
、
葬
儀
執
行
に
関
わ
る
地
方
団
体
の
規
程
の
成
立
、
葬
儀
の
主
要
な
参
加
者
（
知
事
、
郡
長
、

市
町
村
長
、
議
員
、
学
校
長
な
ど
）
、
葬
儀
費
用
の
徴
収
法
、
弔
慰
料
贈
与
規
程
の
設
定
、
葬
儀
執

行
の

会
場
（
小
学
校
校
庭
な
ど
）
な
ど
に
注
目
し
、
戦
死
者
葬
儀
が
、
両
戦
争
期
に
ど
の
よ
う
に
公

的
な
性
格
を
獲
得
し
て
い
く
か
を
跡
づ
け
た
。
後
の
日
中
戦
争
期
と
異
な
り
、
こ
の
時
期
の
戦
死
者

に
対
す
る
地
域
ぐ
る
み
の
葬
儀
に
対
し
て
は
、
公
費
支
出
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
葬
儀
費
用
も

準
公
費
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
執
行
の
内
実
も
公
葬
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
点
が
、

本
稿
の
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
何
よ
り
も
、
主
催
者
、
あ
る
い
は
葬
儀
の
記
録
者
自
身
が
、
「
村
葬
」

な
ど
と
称
し
、
公
葬
と
し
て
自
己
認
識
し
て
い
た
。

　
本
研
究
で

は
同
時
に
、
葬
儀
執
行
の
前
提
と
な
る
、
戦
死
者
の
遺
体
の
処
理
、
遺
骨
・
遺
髪
の
受

領
と
そ
の
際
の
駅
頭
な
ど
で
の
出
迎
え
、
遺
族
に
対
す
る
戦
死
の
通
報
の
パ
タ
ー
ン
と
通
報
文
の
内

容
、
葬
儀
の
際
の
弔
辞
の
文
面
な
ど
に
も
注
目
し
た
。
両
戦
争
期
の
こ
の
時
期
に
、
「
名
誉
の
戦
死
」

「
英
霊
」
「
軍
人
の
本
分
」
な
ど
の
国
家
的
・
軍
人
的
価
値
意
識
が
、
ど
の
よ
う
な
経
路
と
舞
台
装
置

を
介
し
て
地
域
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
か
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
戦
死
者
公
葬
の
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
葬
儀
は
何
れ
も
数
百
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
に
も
及
ぶ
地
域
未
曾
有
の
葬
儀
参
加

者
を
集
め
て
執
行
さ
れ
、
特
に
次
代
を
担
う
小
学
校
児
童
の
参
加
が
重
視
さ
れ
た
。
国
民
の
戦
争
・

軍
事
認
識
形
成
に
果
た
し
た
戦
死
者
葬
儀
の
役
割
を
、
よ
り
多
面
的
に
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
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は
じ
め
に

　
本
康
宏
史
「
慰
霊
碑
研
究
の
現
状
と
課
題
」
〔
『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
』
九
、
二
〇
〇
六

年
〕
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
戦
死
者
の
慰
霊
に
関
わ
る
研
究
は
、
近
年
多
く
の

成
果

を
排
出
し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
わ
っ
て
、
軍
用
墓
地
研
究
も
大
阪
真
田

山
墓
地
を
中
心
に
基
礎
的
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
〔
横
山
篤
夫
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓

地

変
遷
史
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
二
集
、
二
〇
〇
三
年
／
小
田
康

徳

ほ
か
編
著
『
陸
軍
墓
地
が
か
た
る
日
本
の
戦
争
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
〕
、

ま
た
原
田
敬
一
に
よ
っ
て
陸
海
軍
の
墓
地
制
度
の
変
遷
が
詳
細
に
整
理
さ
れ
た
〔
原

田
「
陸
海
軍
墓
地
制
度
史
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
二
集
／
同
『
国

民
軍
の
神
話
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
〕
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
、
戦
死
者
・
戦
病
死
者
に
対
す
る
地
域
の
「
公
葬
」
、
あ

る
い
は
戦
死
の
通
報
か
ら
始
ま
る
葬
儀
執
行
ま
で
の
過
程
な
ど
に
関
し
て
は
、
さ
ほ

ど
研
究
が
蓄
積
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
矢
野
敬
一

『慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
近
代
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
〕
が
、
「
公
葬
は
戦
死

者
の
出
身
市
町
村
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
そ
の
死
の

意
義
を
確
認
し
共
有
す
る
場
」
、
「
公
葬
の
場
に
参
加
し
そ
こ
で
の
儀
礼
行
為
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
の
思
惑
を
超
え
て
戦
死
と
い
う
事
態
の
意
義
・
正
当
性

が
、
確
認
・
強
化
さ
れ
て
い
く
」
「
戦
死
者
を
め
ぐ
る
感
情
の
共
同
体
が
作
り
上
げ

ら
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
」
、
儀
礼
行
為
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
政
治
性
を
通
し
て
、
「
戦
死
者
の
死
が
郷
土
の
名
誉
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
さ

ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
性
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
く
」
等
と
研
究
の
意
義
を
強
調
し

つ

つ
、
研
究
の
遅
れ
を
指
摘
し
て
い
る
事
に
同
感
で
あ
る
〔
九
七
～
九
九
頁
〕
。
慰
霊

の
体
系
は
地
域
の
戦
死
者
公
葬
の
下
支
え
抜
き
に
は
、
成
立
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
し
、
軍
用
墓
地
に
関
し
て
も
、
地
域
公
葬
の
中
で
建
て
ら
れ
る
個
々
の
地
域
の
軍

人
墓
と
の
関
係
性
の
中
で
そ
の
位
置
と
役
割
を
見
定
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
私
自
身
は
旧
著
『
軍
隊
と
地
域
』
〔
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
〕
で
、
地
域
ぐ
る
み

の

葬
送
と
地
域
の
戦
時
意
識
形
成
に
つ
き
時
代
毎
に
ふ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
日
清
・

日
露
の
時
期
に
関
し
て
は
、
公
葬
の
形
成
か
ら
成
立
の
時
期
と
し
て
位
置
付
け
、
「
地

域
の

公
葬

と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
『
名
誉
の
戦
死
』
は
国
家
に
捧
げ
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
国
家
意
識
形
成
と
の
関
係
に
注
目
し
た
〔
八
〇
頁
〕
。
こ
の
両
戦
争
の

う
ち
、
日
清
戦
争
に
つ
い
て
は
、
籠
谷
次
郎
「
死
者
た
ち
の
日
清
戦
争
」
『
日
清
戦

争
の
社
会
史
』
〔
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
A
、
一
九
九
四
年
〕
が
先
駆
的
業
績
で
あ
り
、
そ
の
後
、

檜
山
幸
夫
『
日
清
戦
争
』
〔
講
談
社
、
一
九
九
九
年
〕
が
「
葬
儀
に
参
列
し
香
典
を
供

し
た
民
衆
は
、
盛
大
な
式
典
と
戦
没
者
を
讃
え
る
弔
文
を
聴
き
な
が
ら
、
軍
人
を
特

殊
化

し
軍
隊
を
聖
域
化
さ
せ
、
国
家
と
軍
隊
と
戦
争
を
自
己
の
中
で
捉
え
、
『
国
民
』

と
し
て
の
意
識
を
形
成
し
て
い
く
」
〔
九
六
頁
〕
と
葬
儀
の
意
味
を
位
置
づ
け
つ
つ
、

遺
族

に
届
く
ま
で
の
戦
死
通
知
の
ル
ー
ト
、
中
隊
か
ら
の
戦
死
通
知
の
役
割
、
葬
儀

の
形
態
・
参
加
者
、
少
国
民
教
育
の
場
と
し
て
の
葬
儀
の
あ
り
方
を
解
明
し
、
戦
中

か

ら
戦
後
の
戦
死
者
供
養
を
展
開
し
た
仏
教
会
の
役
割
に
つ
き
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら

の

論
点
は
、
檜
山
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
〔
雄
山
閣
、
二
〇
〇
一
年
〕
で

更
に
詳
し
く
実
証
さ
れ
て
い
る
。
日
清
戦
争
期
の
葬
送
と
慰
霊
の
問
題
を
更
に
深
化

さ
せ
た
の
は
、
羽
賀
祥
二
「
戦
病
死
者
の
葬
送
と
招
魂
－
日
清
戦
争
を
事
例
と
し
て

ー
」
〔
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
　
史
学
』
四
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
〕
で
あ
る
。
羽

賀
論
文
は
、
原
田
が
規
則
の
レ
ベ
ル
で
明
ら
か
に
し
た
、
軍
に
よ
る
戦
場
で
の
戦
死

者
遺
体
処
理
・
追
悼
法
を
、
第
三
師
団
の
実
態
に
則
し
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
愛

知
県
下
の
町
村
「
葬
儀
報
告
書
」
を
用
い
て
「
公
葬
」
の
実
態
に
ふ
れ
た
。
こ
の
ほ

か
、
招
魂
祭
、
祭
文
の
分
析
等
を
含
め
、
戦
死
・
戦
病
死
者
の
遺
体
・
遺
骨
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

霊
魂
が
い
か

に
取
り
扱
わ
れ
た
か
に
つ
き
、
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
た
。

　

し
か
し
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
地
域
の
戦
死
者
葬
儀
の
個
別
研
究
は
、
京
都
の
三

つ
の

郡
を
紹
介
し
た
籠
谷
次
郎
「
戦
死
者
の
葬
儀
と
町
村
－
町
村
葬
の
推
移
に
つ
い

て

の
考
察
ー
」
〔
『
歴
史
評
論
』
六
二
八
号
、
二
〇
〇
二
年
八
月
〕
が
あ
る
の
み
で
、
日

清
戦
争
期
と
の
差
異
、
変
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
〔
仏
教
会
の
追
悼
行
事
の
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分
析

は
、
白
川
哲
夫
「
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
戦
死
者
追
弔
行
事
と
仏
教
界
」
『
洛
北
史
學
』

八
、
二
〇
〇
六
年
、
が
あ
る
〕
。
ま
た
、
第
一
次
大
戦
期
か
ら
、
満
州
事
変
ま
で
の
研

究
業
績
も
見
当
た
ら
ず
、
昭
和
期
に
関
し
て
、
前
掲
籠
谷
論
文
、
矢
野
前
掲
書
で
の

新
潟
の
分
析
、
兵
士
の
遺
体
の
処
理
に
関
わ
っ
て
、
波
平
恵
美
子
「
兵
士
の
『
遺
体
』

と
兵
士
の
『
慰
霊
』
」
〔
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
二
集
〕
な
ど
が
あ

る
が
、
日
清
・
日
露
期
の
戦
死
者
公
葬
研
究
の
遅
れ
も
あ
っ
て
、
満
州
事
変
、
と
り

わ
け
日
中
戦
争
以
降
の
戦
死
者
公
葬
の
特
質
・
固
有
の
意
義
を
解
明
し
切
れ
て
い
な

い
。

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
本
稿
は
、
檜
山
・
籠
谷
・
羽
賀
ら
が
先
鞭
を
つ
け

た
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
時
期
を
限
定
し
て
、
戦
死
者
公
葬
を
め
ぐ
る
事
実
の
確
定

を
進
め
る
作
業
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
確
定
の
作
業
が
必
要
な
の
は
、
特
に
日

露
戦
争
期
の
研
究
の
遅
れ
の
外
、
地
域
的
に
多
様
で
あ
っ
た
日
清
戦
争
期
に
つ
い
て

も
、
軍
の
戦
死
者
処
理
規
定
が
実
際
に
ど
う
運
用
さ
れ
た
の
か
、
実
態
は
ど
う
だ
つ

た
の
か
と
い
う
課
題
は
、
羽
賀
の
仕
事
を
更
に
引
き
継
ぐ
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
檜

山
・
籠
谷
・
羽
賀
ら
が
明
ら
か
に
し
た
以
外
の
地
域
の
事
例
を
も
検
討
し
（
い
ず

れ

も
フ
ィ
ー
ル
ド
は
主
と
し
て
愛
知
県
で
、
県
へ
の
報
告
文
書
を
主
要
史
料
と
し

て

い

る
）
、
日
清
戦
争
期
の
公
葬
成
立
経
緯
を
豊
富
化
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
た

め

で

あ
る
。
地
域
は
、
主
と
し
て
静
岡
県
を
中
心
に
、
他
県
の
事
例
で
一
部
を
補
う

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
小
幡
尚
「
高
知
市
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊
－
忠
霊
塔
の
建
設

（
一
九

四
一
年
）
を
中
心
に
ー
」
〔
『
海
南
史
学
』
四
四
、
二
〇
〇
六
年
〕
は
、
日
露
戦
争

期
の
一
九
〇
五
年
、
高
知
市
市
葬
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
死
亡
者
の
大
半
が
市
の
共

同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
、
軍
用
墓
地
と
遺
族
の
墓
地
の
中
間
形
態
の

墓
地
の

存
在
と
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。
地
域
公
葬
は
、
個
人
墓
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
地
域
戦
死
者
の
共
同
墓
地
の
設
立
の
動
き
と
も
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
解
明
さ
る
べ
き
、
事
実
が
確
定
で
き
な
い
問
題
・

課
題

は
な
お
多
く
、
本
稿
を
、
そ
う
し
た
研
究
状
況
を
少
し
で
も
進
め
る
一
助
と
し

た
い
。

0
日
清
戦
争
1
1
公
葬
の
登
場

（
1
）
遺
体
処
理
・
戦
死
通
知
と
遺
骨
・
遺
物
の
還
送

　

ま
ず
、
戦
死
（
あ
る
い
は
戦
病
死
）
か
ら
遺
体
の
処
理
、
死
亡
と
故
人
の
遺
体
処

理
を
遺
族
へ
伝
え
る
所
属
部
隊
か
ら
の
通
知
（
す
な
わ
ち
遺
族
や
郷
里
の
人
々
は
ど

の

よ
う
に
戦
死
を
知
り
、
そ
れ
を
信
じ
た
1
1
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
か
）
、
そ

の

後
、
遺
骨
や
遺
物
は
ど
の
よ
う
に
内
地
に
送
ら
れ
、
遺
族
の
も
と
に
届
い
た
の
か
、

に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
日
清
戦
争
に
際
し
て
の
死
者
取
扱
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
七
月
一
七
日
「
戦

時
陸
軍
埋
葬
規
則
」
第
二
条
で
「
死
体
は
陸
軍
埋
葬
地
共
同
墓
地
若
く
は
特
に
撰
定

し
た
る
土
地
に
埋
葬
す
。
但
場
合
に
依
り
火
葬
し
又
は
合
葬
す
る
こ
と
を
得
」
と
し

て
、
埋
葬
（
土
葬
）
を
主
と
し
つ
つ
も
、
火
葬
を
認
め
、
第
六
条
で
「
埋
葬
を
了
し

た
る
と
き
は
之
を
所
属
各
部
各
隊
よ
り
直
ち
に
其
遺
族
に
通
達
す
る
も
の
と
す
」
と

規
定
さ
れ
た
。
遺
族
と
の
関
係
で
は
第
五
条
に
、
「
戦
役
終
る
の
後
親
族
故
旧
よ
り

改
葬
を
願
ふ
と
き
は
之
を
許
す
こ
と
あ
る
へ
し
」
と
さ
れ
て
い
る
〔
原
田
「
陸
海
軍

墓
地
制
度
史
」
〕
。

　

こ
れ
に
対
し
、
一
八
九
四
年
九
月
一
五
日
、
平
壌
戦
で
戦
死
し
た
静
岡
県
沼
津
町

出
身
の
金
子
徳
次
郎
（
歩
兵
第
一
八
連
隊
第
一
二
中
隊
、
一
等
卒
）
に
関
す
る
同
中

隊
戦
友
か
ら
の
手
紙
（
九
月
二
〇
日
付
け
）
で
は
、
同
連
隊
の
こ
の
戦
闘
戦
死
者
の

多
く
は
「
土
葬
に
致
し
候
得
共
当
中
隊
に
て
は
中
隊
長
殿
の
尽
力
に
て
火
葬
」
し
、

「
小
生

と
市
道
の
儀
助
様
の
三
男
山
田
豊
吉
君
と
交
代
に
て
火
葬
を
持
ち
帰
国
致
す

故
其
積
り
に
御
承
知
有
之
度
」
と
あ
る
〔
『
沼
津
市
史
史
料
編
近
代
1
』
一
九
九
七
年
、

　
　
　
（
2
）

五
八

四
頁
〕
。
こ
の
金
子
に
つ
い
て
は
、
同
日
付
け
の
中
隊
か
ら
の
手
紙
も
遺
さ
れ

て

い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
然
し
て
死
体
は
規
則
に
依
れ
は
火
葬
す
る
事
は
出
来

さ
れ
と
も
、
戦
友
等
か
ら
の
申
出
も
有
之
、
是
非
々
々
遺
骸
を
送
り
度
旨
に
付
、
特
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別
に
隊
長
等
の
尽
力
を
以
て
火
葬
に
致
し
置
候
に
付
、
悉
く
送
る
訳
に
も
不
参
候
へ

共
、
只
本
人
の
遺
骨
或
る
部
分
丈
は
不
日
交
通
之
出
来
次
第
送
付
可
存
候
」
と
あ
る

〔沼
津
市
史
編
さ
ん
室
所
蔵
、
大
道
寺
家
「
職
務
録
」
〕
。
二
つ
の
手
紙
を
通
じ
て
、
「
戦

時
陸
軍
埋
葬
規
則
」
の
火
葬
許
可
規
程
に
関
わ
ら
ず
、
原
則
は
あ
く
ま
で
土
葬
、
な

い

し
、
こ
の
規
程
の
趣
旨
が
こ
の
時
点
で
は
現
地
部
隊
の
末
端
ま
で
徹
底
し
て
い
な

か

っ

た
事
が
読
み
取
れ
る
（
羽
賀
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
第
三
師
団
が
、
戦
場
掃
除
で
収

集
し
た
戦
死
者
死
体
の
火
葬
命
令
を
出
し
た
の
は
、
一
一
月
八
日
）
。
た
だ
し
、
火
葬
に

関
す
る
中
隊
長
の
尽
力
の
成
功
は
、
こ
の
但
し
書
き
が
生
か
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
火
葬
し
た
遺
骨
の
処
理
は
、
両
方
の
手
紙
の
内
容
が
、
片
や
同
郷
出
身

の
戦
友
が
持

ち
運
ん
で
帰
国
時
に
持
ち
帰
り
、
中
隊
の
手
紙
で
は
一
部
の
送
付
と
あ

り
、
い
ず
れ
も
現
地
の
墓
地
に
仮
に
埋
葬
す
る
軍
の
規
定
と
は
ず
れ
て
い
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
一
〇
月
七
日
の
遺
骨
到
着
を
受
け
て
葬
儀
が
執
行
さ
れ
、
遺
骨
が
埋

葬
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
中
隊
の
意
向
で
遺
骨
が
還
送
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
三
月
四
日
、
牛
荘
戦
で
戦
死
し
た
静
岡
県
駿
東
郡
楊

原
村
（
現
沼
津
市
）
出
身
の
歩
兵
上
等
兵
秋
山
浅
吉
（
歩
兵
第
一
八
連
隊
第
一
〇
中
隊
）

の
場
合

は
、
三
月
一
八
日
付
け
で
中
隊
長
よ
り
遺
族
に
戦
死
通
知
が
あ
っ
た
。
こ
の

場
合
は
、
三
月
四
日
、
牛
荘
戦
で
「
遺
骸
は
即
日
戦
死
の
地
に
於
て
火
葬
」
と
あ
り
、

こ
の
時
点
で
は
、
先
の
第
三
師
団
の
命
令
処
置
を
経
て
、
火
葬
が
例
外
視
さ
れ
な
く

な
っ
た
。
し
か
し
続
け
て
「
清
浄
の
地
に
厚
く
埋
葬
せ
ら
れ
其
遺
髪
井
に
遺
骨
は
小

官
よ
り
別
封
を
以
て
御
送
付
」
と
あ
り
、
遺
骨
の
一
部
は
恐
ら
く
直
接
遺
族
に
郵
送

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
沼
津
市
我
入
道
秋

山
亮
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
こ
こ
で
も
軍
の
規
則
は
厳
格
に
は
守
ら
れ

て

い

な
い
。
ま
た
、
規
則
に
は
な
い
遺
髪
の
送
付
が
な
さ
れ
て
い
る
。
遺
族
へ
の
遺

髪
の
送
付
は
、
日
清
戦
後
改
正
さ
れ
た
「
戦
時
海
軍
志
望
者
取
扱
規
則
」
（
一
八
九
五

年
五
月
二
四
日
）
で
初
め
て
明
文
化
さ
れ
た
が
、
陸
軍
の
明
文
規
定
は
な
か
っ
た
。

た

だ

し
、
先
述
第
三
師
団
の
一
八
九
四
年
一
一
月
八
日
の
死
体
処
理
命
令
で
は
、
戦

場
掃

除
隊
は
火
葬
す
べ
き
戦
死
者
の
頭
髪
を
所
属
部
隊
に
送
り
、
所
属
部
隊
は
、
遺

髪
を
軍
事
郵
便
で
内
地
の
留
守
部
隊
に
還
送
し
、
留
守
部
隊
は
「
郷
里
」
に
送
る
よ

う
に
指
示
さ
れ
て
お
り
〔
羽
賀
前
掲
論
文
〕
、
日
清
戦
争
の
派
遣
部
隊
で
は
火
葬
が
広

が

る
と
と
も
に
遺
髪
の
採
取
を
規
定
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
遺
髪
を
採
取
し
、
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

族
へ
送
付
す
る
行
為
が
広
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
火
葬
と
遺
髪
送
付
に
関
わ
る
特
殊
な
事
例
と
し
て
は
、
台
湾
派
遣
兵
士
の

病
死
を
遺
族
に
伝
え
る
後
備
歩
兵
第
一
連
隊
第
二
中
隊
長
の
書
状
（
一
八
九
五
年
五

月
）
の
中
に
、
膨
湖
島
で
悪
疫
が
流
行
し
同
兵
士
も
病
死
し
た
の
だ
が
、
「
初
め
死

者
は
皆
火
葬
し
て
遺
骨
を
親
戚
に
送
る
筈
に
て
東
西
両
本
願
寺
よ
り
僧
侶
四
人
迄
従

軍

し
洩
な
く
葬
儀
を
取
扱
居
候
得
共
」
、
病
死
者
激
増
し
「
従
軍
僧
侶
之
内
に
も
死

亡
者
有
之
、
遂
に
一
々
火
葬
す
る
こ
と
能
は
す
、
因
て
遺
憾
な
が
ら
頭
髪
の
み
送
る

こ
と
に
相
成
候
処
是
又
実
行
す
る
こ
と
能
は
さ
る
悲
境
に
陥
り
」
と
の
行
が
あ
る

〔
『都

史
資
料
集
成
』
第
1
巻
日
清
戦
争
と
東
京
②
、
一
九
九
八
年
、
四
九
一
頁
〕
。
伝
染

病

に
よ
る
死
亡
の
場
合
の
火
葬
規
程
が
現
れ
る
の
は
一
八
九
七
年
八
月
一
七
日
制
定

公
布
の
「
陸
軍
埋
葬
規
則
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
「
場
合
に
よ
り
火
葬
」
と

い
う
「
戦
時
陸
軍
埋
葬
規
則
」
を
用
い
、
既
に
日
清
戦
争
段
階
か
ら
衛
生
対
策
・
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

染
病
予
防
対
策
と
し
て
戦
病
死
者
の
火
葬
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
陸
軍
埋
葬
地
へ
の
埋
葬
を
原
則
と
し
た
「
戦
時
陸
軍
埋
葬

規

則
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
死
者
は
皆
火
葬
し
て
遺
骨
を
親
戚
に
送
る
筈
」
と
い
う

一
文

に
は
驚
く
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
後
備
歩
兵
部
隊
で
、
手
紙
の
戦
死
兵
も
後
備
兵
で

あ
っ
た
が
、
中
隊
長
自
身
が
、
現
役
兵
で
は
な
い
応
召
者
の
場
合
、
遺
骨
を
遺
族
へ

還
送
す
る
の
が
当
然
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
台
湾
派
遣
兵
（
膨
湖
島

含
む
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
事
例
の
翌
年
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
四
月
の
「
台

湾
埋
葬
規
程
」
に
よ
り
、
台
湾
の
陸
軍
埋
葬
地
に
埋
葬
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
内
地

に
送
還
せ
ず
」
と
さ
れ
た
〔
原
田
前
掲
論
文
〕
。

　
次

に
、
「
戦
時
陸
軍
埋
葬
規
則
」
（
一
八
九
四
年
七
月
）
第
六
条
「
埋
葬
を
了
し
た

る
と
き
は
之
を
所
属
各
部
各
隊
よ
り
直
ち
に
其
遺
族
に
通
達
す
る
も
の
と
す
」
の
規

定
と
こ
の
二
例
の
関
係
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
直
ち
に
遺
族
へ
通
達
と
い
う
指
示
通
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り
、
遺
族
へ
の
戦
死
通
知
は
、
日
露
戦
争
時
に
比
べ
迅
速
に
行
わ
れ
て
い
る
。
恐
ら

く
公
式
の
戦
死
通
知
の
ル
ー
ト
で
あ
る
留
守
師
団
ー
大
隊
（
連
隊
）
区
司
令
部
ー
行

政
ル

ー
ト
の
戦
死
通
知
（
戦
死
公
報
）
よ
り
か
な
り
早
く
遺
族
へ
の
連
絡
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
が
守
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
上
記
の
二
事
例
の
よ

う
な
各
部
隊
（
申
隊
）
か
ら
遺
族
へ
の
戦
死
通
知
は
、
日
清
戦
争
の
時
期
に
あ
っ
て

も
、
特
別
な
例
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
八
九
四
年
九
月
、
平
壌
戦
で
戦

死

し
た
静
岡
県
田
方
郡
西
浦
村
出
身
の
歩
兵
一
等
卒
相
磯
松
吉
の
場
合
も
、
「
同
氏

の
死
体
は
平
壌
西
北
の
砲
台
に
葬
り
た
り
と
陸
軍
歩
兵
中
尉
大
橋
核
三
郎
氏
よ
り
報

知
あ
り
た
る
」
と
葬
儀
直
後
に
記
さ
れ
た
村
の
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
〔
沼
津
市

明
治
史
料
館
所
蔵
、
大
和
瀬
千
秋
遺
物
「
諸
綴
」
〕
。
ま
た
、
秋
山
と
同
じ
一
八
九
五
年

三

月
四
日
牛
荘
戦
で
戦
死
し
た
静
岡
県
清
水
町
（
現
静
岡
市
）
出
身
の
陸
軍
歩
兵
上

等
兵
堀
場
倉
吉
の
場
合
も
、
そ
の
葬
儀
記
録
か
ら
、
四
月
二
二
日
、
中
隊
長
よ
り
父

兄

に
郵
書
で
戦
死
通
知
、
「
之
れ
よ
り
先
き
已
に
他
兵
士
の
私
信
中
に
堀
場
戦
死
の

こ
と
あ
る
」
と
し
て
、
部
隊
兵
士
か
ら
の
戦
死
の
知
ら
せ
と
、
中
隊
と
し
て
の
正
規

の
戦
死
通
達
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
〔
『
静
岡
県
史
資
料
編
一
七
近
現
代
二
』

一
九
九

〇
年
、
二
七
七
頁
〕
。

　
そ

れ

と
と
も
に
、
遺
族
へ
の
中
隊
か
ら
の
戦
死
の
知
ら
せ
や
「
通
達
」
が
、
遺
族

と
郷
里
に
何
を
届
け
た
の
か
に
注
目
す
る
と
、
金
子
の
戦
友
か
ら
の
手
紙
で
は
、
「
弾

丸
は
雨
あ
ら
れ
」
「
大
砲
は
雷
の
如
く
」
と
い
う
戦
場
の
緊
迫
が
描
か
れ
、
そ
の
中

を
「
前
進
」
す
る
な
か
で
「
敵
弾
の
為
め
死
し
た
る
」
と
い
う
戦
死
の
状
況
が
描
写

さ
れ
る
。
続
い
て
、
親
の
無
念
を
推
察
し
、
自
身
の
戦
友
（
あ
る
い
は
親
友
）
と
の

別
れ
の
つ
ら
さ
に
ふ
れ
た
後
、
そ
の
死
は
「
国
家
の
為
め
、
又
国
民
の
為
め
」
で
あ

る
故
「
残
り
お
し
き
事
な
し
」
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
か

　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

た
き
と
思
ひ
皆
重
分
に
敵
兵
を
殺
し
」
と
勝
利
へ
の
敵
憶
心
が
表
明
さ
れ
た
〔
前
掲

『沼
津
市
史
史
料
編
近
代
1
』
五
八
四
頁
〕
。
中
隊
の
手
紙
で
も
、
親
族
の
心
境
を
「
其

許

に
取
り
て
は
誠
に
気
の
毒
千
万
」
と
思
い
や
り
つ
つ
、
「
国
家
の
為
め
に
身
命
を

致
せ

し
事
な
れ
は
誠
に
此
上
も
無
き
立
派
な
る
事
な
り
」
と
い
う
死
の
意
義
付
け
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
前
掲
、
大
道
寺
家
「
職
務
録
」
〕
。
歩
兵
上
等
兵
秋
山

浅
吉
の
戦
死
を
伝
え
る
中
隊
長
の
手
紙
も
、
牛
荘
戦
で
の
「
頑
強
の
敵
線
に
突
入
」

と
い
う
銃
剣
突
撃
の
最
中
に
「
弾
雨
の
中
に
襲
れ
」
た
模
様
が
描
か
れ
、
遺
族
の
嘆

き
に
ふ
れ
つ
つ
、
「
国
家
軍
人
の
本
分
を
尽
し
名
誉
の
死
を
遂
げ
」
と
「
軍
人
の
本
分
」
・

「名
誉
の
戦
死
」
の
中
に
そ
の
死
を
意
義
付
け
た
〔
前
掲
、
沼
津
市
我
入
道
秋
山
亮
氏

所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
こ
れ
ら
の
戦
場
か
ら
の
軍
人
・
軍
隊
の
立
場
か
ら

の
戦
死
通
達

は
、
遺
族
に
届
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
村
の
行
政
当
局
に
も
回
覧
さ

れ
て

い

る
。
こ
う
し
て
、
ま
ず
、
戦
場
か
ら
の
戦
死
通
達
を
通
じ
て
、
遺
族
は
、
そ

し
て
郷
里
の
行
政
当
局
は
、
そ
の
死
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
、
と
い
う
方
向
付

け
を
受
け
、
後
述
の
よ
う
に
公
的
な
戦
死
者
葬
儀
の
執
行
、
弔
詞
に
よ
り
、
そ
の
よ

う
な
戦
死
の
意
義
付
け
が
、
地
域
の
共
同
観
念
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
事
前
に
こ
の
よ
う
な
社
会
的
影
響
を
期
待
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

「
埋
葬
を
了
し
た
る
と
き
は
之
を
所
属
各
部
各
隊
よ
り
直
ち
に
其
遺
族
に
通
達
す
る

も
の
と
す
」
と
い
う
条
項
が
果
た
し
た
社
会
的
機
能
は
、
結
果
か
ら
判
断
し
て
極
め

て

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
出
征
部
隊
ー
留
守
師
団
ー
大
隊
（
連
隊
）
区
司
令
部
ー
行
政
ル
ー
ト
（
郡
役
所
－

町
村
役
場
）
の
戦
死
通
報
に
関
し
て
は
、
「
戦
死
公
報
」
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、

上
記
西
浦
村
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
相
磯
松
吉
に
つ
い
て
は
、
同
村
葬
儀
決
議
書
中
に
「
其

筋
よ
り
の
通
牒
有
之
候
間
其
旨
本
人
遺
族
へ
通
達
を
な
し
た
り
」
と
あ
り
、
同
じ
く

西
浦
村
出
身
兵
士
で
明
治
二
八
年
一
月
に
病
死
し
た
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
潮
崎
伊
之
助

の

場
合
も
、
同
村
葬
儀
決
議
書
に
「
清
国
に
於
て
病
に
罹
り
本
年
一
月
三
日
広
島
陸

軍
予
備
病
院

に
て
不
幸
に
も
病
死
候
旨
通
牒
有
之
候
間
、
其
旨
遺
族
へ
通
達
候
処
」

と
あ
る
〔
沼
津
市
役
所
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
『
明
治
廿
二
年
四
月
起
決
議
書
綴
』
〕
。
町

村
行
政
側

は
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
ル
ー
ト
で
の
「
戦
死
公
報
」
を
も
っ
て
戦
死
を

正
式
に
確
認
し
、
「
公
的
」
な
葬
儀
を
執
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
清
戦
争
で
の
遺
体
処
理
の
基
本
形
は
、
現
地
で
の
埋
葬
、
戦
後
の
発
掘
・
火
葬

し
た
上
で
の
内
地
還
送
、
陸
軍
埋
葬
地
へ
の
改
葬
、
な
い
し
遺
族
へ
の
遺
骨
の
下
付
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で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
火
葬
を
認
め
始
め
た
こ

と
で
遺
族
へ
の
遺
骨
・
遺
髪
送
付
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
方
法
は
、
遺
族
へ
の

手
紙
の
例
か
ら
郵
送
（
小
荷
物
）
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
遺
族
へ
の
遺
骨
送
還

方
法
と
し
て
、
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
従
軍
僧
侶
に
よ
る
遺
骨
の
内
地
還
送

（帰
国
時
の
携
帯
）
と
そ
の
後
の
郵
便
網
を
通
じ
た
各
地
郡
役
所
ー
町
村
役
場
経
由

の
遺
族
へ
の
伝
達
で
あ
る
。

　
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
1
巻
日
清
戦
争
と
東
京
①
〕
は
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）

年
九
月
に
お
け
る
多
摩
地
域
の
遺
骨
伝
達
関
係
文
書
を
収
録
し
て
い
る
〔
四
四
五

頁
〕
。
遺
骨
と
な
っ
て
還
送
さ
れ
た
の
は
、
先
に
見
た
膨
湖
島
で
病
死
し
た
兵
士
た

ち
で
あ
る
。
「
右
は
今
般
征
清
従
軍
中
膨
湖
島
に
於
て
病
死
の
際
当
山
特
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

親

く
葬
儀
執
行
の
上
遺
骨
携
帯
帰
着
候
に
付
混
成
枝
隊
司
令
部
の
指
示
も
有
之
本
日

小
包

を
以
て
貴
所
宛
発
送
致
候
条
到
達
の
上
は
遺
族
へ
伝
達
方
可
然
御
取
計
相
成

度
」
と
い
う
文
書
は
、
先
の
「
死
者
は
皆
火
葬
し
て
遺
骨
を
親
戚
に
送
る
筈
」
と
い

う
文
と
照
応
し
、
現
地
軍
司
令
部
は
「
親
戚
」
に
送
る
手
段
と
し
て
、
布
教
使
と
そ

の

布
教
使
を
派
遣
し
た
本
願
寺
（
大
谷
派
）
を
用
い
た
。
当
時
、
本
願
寺
に
は
「
奨

義
局
」
が
設
置
さ
れ
、
遺
骨
処
理
を
依
頼
さ
れ
た
同
局
は
、
「
客
月
中
小
荷
物
郵
便

を
以
御
発
送
相
成
候
膨
湖
島
病
死
者
三
名
の
遺
骨
本
月
二
日
八
王
子
郵
便
局
へ
到
着

候
処
」
と
い
う
よ
う
に
、
小
荷
物
郵
便
で
兵
士
の
出
身
町
村
を
管
轄
す
る
各
郡
役
所

に
送
付
し
た
（
こ
の
場
合
の
受
取
は
西
多
摩
郡
役
所
）
。
そ
の
過
程
で
、
小
荷
物
を

中
継
し
た
地
域
の
郵
便
電
信
局
は
、
「
先
般
通
知
書
発
送
及
候
貴
所
へ
到
達
す
べ
き

遺
骨
続
々
当
所
へ
到
達
致
居
り
候
へ
共
処
理
上
差
支
候
条
留
置
証
携
帯
受
取
方
至
急

出
局
相
成
度
」
（
八
王
子
郵
便
電
信
局
か
ら
青
梅
郡
役
所
へ
）
と
い
う
具
合
に
郡
役

所
の
受
取
を
促
し
、
受
け
取
っ
た
郡
役
所
は
「
右
之
者
征
清
従
軍
中
病
死
之
際
本
願

寺
特
派
布
教
使
親
く
葬
儀
執
行
の
上
遺
骨
携
帯
帰
朝
の
旨
を
以
当
庁
へ
送
越
候
条
至

急
受
取
と
し
て
出
頭
候
様
遺
族
へ
通
達
可
被
致
」
（
西
多
摩
郡
役
所
か
ら
村
役
場
へ
）

と
、
各
町
村
当
局
に
対
し
遺
族
に
引
き
取
り
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
通
達
し
た
。
そ
し

て
、
遺
骨
引
渡
を
完
了
し
た
郡
役
所
は
、
「
本
文
と
同
時
に
御
回
送
相
也
候
…

遺
骨
は
各
家
族
へ
下
渡
済
に
有
之
」
（
西
多
摩
郡
役
所
）
と
本
願
寺
社
務
所
奨
義
局

に
一
報
し
た
。
ま
た
、
送
付
先
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
「
本
郡
出
身
の
兵
員
中

征
清
従
軍
中
膨
湖
島
に
於
て
病
死
せ
し
左
記
の
も
の
葬
儀
御
執
行
の
上
遺
骨
御
回
付

遺
族
へ
伝
達
方
可
取
計
様
御
申
越
之
処
内
一
名
…
同
村
は
勿
論
郡
内
に
無
之
遺

骨
引
渡
方
差
支
候
」
（
西
多
摩
郡
役
所
）
と
大
谷
派
本
願
寺
奨
義
局
に
問
合
せ
を
行
っ

て

い

る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
留
守
師
団
ー
大
隊
（
連
隊
）
区
司
令
部
と
い
う
「
其
筋
」

の
介
在
は
全
く
な
い
ま
ま
に
、
遺
族
へ
の
遺
骨
の
伝
達
が
多
摩
地
域
一
帯
の
郡
役
所

ー
町
村
役
場
と
い
う
行
政
ル
ー
ト
を
利
用
し
て
、
か
つ
遺
族
か
ら
軍
へ
の
遺
骨
引
き

受
け
申
請
も
な
く
、
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
遺
族
・
親
族
お
よ
び
故
人
の
知
友

な
ど
か
ら
葬
儀
実
施
の
意
向
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
公
的
に
執
行
す
る
形
で
現
れ
た
地

域
ぐ
る
み
の
葬
儀
は
、
こ
の
よ
う
に
遺
族
へ
の
遺
骨
・
遺
髪
の
伝
達
と
い
う
事
態
が

広
く
み
ら
れ
た
こ
と
を
抜
き
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
、
故
人
の
遺
物
は
、
戦
争
終
了
に
よ
る
部
隊
の
帰
還
後
、
遺
族
に
引
き
渡
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
－
巻
日
清
戦
争
と
東
京
②
〕
は
日
清
戦
争

講
和
後
の
台
湾
に
派
遣
さ
れ
病
死
（
一
八
九
六
年
一
一
月
二
日
）
し
た
兵
士
（
岩
田

民
蔵
）
の
「
遺
物
覚
」
を
収
録
し
て
い
る
〔
四
八
八
頁
〕
。
遺
物
の
主
な
も
の
は
、
衣
類
、

茶
碗
、
軍
用
剣
、
軍
隊
手
帳
・
日
誌
な
ど
で
あ
っ
た
。

（
2
）
戦
病
死
者
葬
儀
執
行
の
決
定

　
日
清
戦
争
期
の
戦
死
者
（
お
よ
び
戦
病
死
者
）
葬
儀
の
特
徴
に
つ
い
て
、
前
掲
檜

山
幸
夫
『
近
代
日
本
の
形
成
と
日
清
戦
争
』
は
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
〇

月
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
広
島
県
芦
田
郡
広
谷
村
出
身
歩
兵
二
等
卒
の
葬
儀
を
事
例

に
、
「
村
葬
な
い
し
村
の
有
志
者
発
起
に
よ
っ
て
①
村
民
が
総
出
で
会
葬
し
て
い
る

こ
と
、
②
村
長
以
下
村
役
場
吏
員
や
村
会
議
員
が
会
葬
し
て
い
る
こ
と
、
③
村
を
代

表
し
て
広
谷
区
の
人
で
一
級
村
会
議
員
の
有
馬
定
人
や
小
学
校
生
徒
が
弔
詞
を
読
ん

で

い

る
こ
と
、
④
葬
儀
は
一
般
的
に
仏
式
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
会
葬
す

る
僧
侶
は
村
内
の
す
べ
て
の
寺
院
か
ら
出
て
合
同
で
行
っ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
い
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荒川章二［兵士が死んだ時ユ

る
〔
二
四
九
頁
〕
。
籠
谷
次
郎
「
死
者
た
ち
の
日
清
戦
争
」
〔
『
日
清
戦
争
の
社
会
史
』
〕
は
、

愛
知
県
の
葬
儀
事
例
か
ら
、
①
「
葬
儀
は
、
発
起
、
計
画
か
ら
す
べ
て
遺
族
の
手
を

は

な
れ
町
村
会
議
員
、
町
村
吏
員
、
町
内
の
有
志
者
、
軍
人
援
護
団
体
等
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
」
、
②
経
費
の
支
出
は
、
ほ
と
ん
ど
が
寄
付
金
・
義
絹
金
等
に
よ
っ

て

い

る
、
③
会
葬
者
は
何
れ
も
多
く
、
多
数
の
小
学
校
児
童
・
生
徒
が
必
ず
参
会
し

て

い

る
と
し
、
併
せ
て
葬
儀
の
社
会
的
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
が
同
時
に
、
「
公
費
」

で
営

む
葬
儀
を
「
公
葬
」
と
い
う
な
ら
ば
、
日
清
戦
争
期
に
は
公
葬
は
な
か
っ
た
、

と
し
て
い
る
〔
一
三
七
頁
〕
。
拙
著
で
は
、
「
日
清
戦
争
中
の
戦
死
者
葬
儀
は
、
生
前

の

死
者
を
知
る
町
内
・
部
落
関
係
者
を
実
行
事
務
主
体
と
し
町
村
の
公
葬
的
性
格
を

と
つ
て
い
た
の
が
、
戦
争
末
期
に
は
葬
儀
の
執
行
主
体
に
お
い
て
行
政
と
議
会
が
中

心

と
な
る
町
村
公
葬
（
た
だ
し
公
費
の
支
出
は
行
わ
な
い
）
に
転
換
し
」
と
し
て
〔
前

掲
拙
著
、
五
三
頁
〕
、
日
中
戦
争
期
の
公
費
支
出
形
態
の
葬
儀
を
「
公
葬
」
の
メ
ル
ク

マ

ー
ル
と
す
る
籠
谷
に
対
し
、
葬
儀
執
行
主
体
を
重
視
し
て
、
公
葬
の
端
緒
的
形
成

を
強
調
し
た
（
羽
賀
前
掲
論
文
も
「
公
葬
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
）
。
勿
論
、
籠
谷
の
指

摘
は

重
要
で
あ
る
が
、
日
清
戦
争
段
階
の
葬
儀
の
性
格
を
み
る
と
き
、
こ
の
面
を
重

視

し
す
ぎ
る
と
、
こ
の
戦
争
で
の
地
域
ぐ
る
み
の
葬
儀
の
意
義
を
十
分
に
評
価
で
き

な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
で

は
、
公
葬
性
に
関
す
る
見
解
の
相
違
を
考
慮
し
、
実
施
さ
れ
た
葬
儀
の
形

態
を
み
る
前
に
、
ま
ず
各
町
村
が
戦
死
者
葬
儀
を
ど
の
よ
う
に
行
お
う
と
し
た
の
か
、

若
干
の
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
先

に
紹
介
し
た
一
八
九
四
年
九
月
一
五
日
の
平
壌
戦
で
戦
死
し
た
静
岡
県
田
方
郡

西

浦
村
出
身
の
歩
兵
一
等
卒
相
磯
松
吉
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、
一
〇
月
一
六
日
、
西

浦
村
村
会
で
次
の
内
容
の
葬
儀
施
行
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
〔
前
掲
『
沼
津
市
史
史

料
編
近

代
1
』
五
八
六
頁
〕
、
村
会
で
は
、
戦
死
に
つ
き
「
其
筋
よ
り
通
牒
有
之
候
間

其
旨
本
人
遺
族
へ
通
達
を
な
し
た
り
。
然
る
に
同
人
遺
族
に
於
て
は
来
廿
日
葬
儀
施

行
致
度
旨
届
出
有
之
候
」
と
し
て
、
遺
族
の
葬
儀
実
施
の
意
向
や
希
望
日
を
確
認
し

た
上
で
、
葬
儀
執
行
法
に
つ
き
協
議
し
、

　
①
葬
儀
執
行
の
際
は
、
役
場
員
・
村
会
議
員
・
各
区
長
は
「
万
端
差
繰
必
す
立
会

　
　

可
申
事
」
、
あ
わ
せ
て
各
部
落
有
志
者
な
る
べ
く
多
く
の
立
ち
会
い
を
誘
導
す

　
　
る

　
②
地
元
木
負
尋
常
小
学
校
は
生
徒
全
員
、
村
内
の
古
宇
・
江
梨
両
小
学
校
も
総
代

　
　

と
し
て
一
〇
名
以
上
の
生
徒
を
引
き
連
れ
立
ち
会
い
の
事

　
③
村
内
居
住
の
僧
侶
に
は
残
ら
ず
立
ち
会
い
を
請
求
す
る

　
④
郡
長
・
警
察
署
長
に
は
葬
儀
執
行
を
通
牒
す
る

　
⑤
葬
儀
当
日
世
話
係
は
、
役
場
員
・
木
負
区
長
・
同
区
出
の
村
会
議
員
・
同
区
「
非

　
　

常
組
」
に
委
任

　
⑥
各
区
よ
り
当
日
費
用
と
し
て
金
一
円
つ
つ
寄
付
、
寄
付
金
募
集
の
方
法
は
各
区

　
　

ご

と
に
決
定

　
⑦
祭
祀
料
と
し
て
一
五
円
を
贈
与
（
当
面
家
族
保
護
金
を
以
て
支
出
）

を
決
定
し
た
。
葬
儀
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
遺
族
の
意
向
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
上

で
公
的
性
格
を
持
っ
た
葬
儀
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
は
じ
め
に
「
村
葬
」

あ
り
き
で
は
な
く
、
日
清
戦
争
初
期
の
葬
儀
で
は
、
遺
族
・
親
族
の
葬
儀
執
行
に
対

す
る
意
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
公
葬
と
い
う
形
で
実
現
し
て
い
く
方
向
を
と
っ
た
と
思

わ

れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
公
」
的
と
は
、
村
会
協
議
会
の
議
決
を
経
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
を
根
拠
に
役
場
員
以
下
が
葬
儀
の
世
話
係
と
な
り
、
各
区
に
葬
儀
費

用
の
寄
付
の
寄
付
「
割
当
」
が
行
わ
れ
、
村
内
全
僧
侶
の
動
員
が
要
求
さ
れ
た
、
な

ど
の
内
容
で
あ
る
（
従
っ
て
仏
式
）
。
村
会
決
議
や
役
場
員
の
関
与
、
全
村
的
費
用

負
担
（
寄
付
）
等
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
行
政
村
的
「
公
」
が
現
れ
て
い
る
が
、

同
時
に
、
戦
死
者
の
出
身
区
（
旧
村
）
の
負
担
や
動
員
（
世
話
役
と
学
校
生
徒
動
員
）

も
大
き
か
っ
た
所
に
、
町
村
制
実
施
後
間
も
な
い
日
清
戦
争
期
の
葬
儀
執
行
の
特
徴

が
あ
っ
た
。
地
元
区
は
、
こ
の
ほ
か
に
兵
士
自
宅
か
ら
葬
儀
会
場
に
至
る
葬
儀
行
列

の
た

め

の

道
路
修
工
も
実
施
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
の
戦
死
者
葬
儀

は
、
旧
村
ぐ
る
み
の
連
帯
を
確
認
す
る
行
事
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
政
村
ぐ
る
み
の

戦
時
行
事
を
通
じ
て
、
新
設
の
村
と
し
て
の
一
体
感
を
拡
げ
て
い
く
場
で
も
あ
っ
た
。
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葬
儀
に
関
す
る
金
銭
負
担
と
し
て
は
、
当
日
の
葬
儀
費
用
の
負
担
と
遺
族
へ
の
「
葬

祭
料
」
（
こ
こ
で
は
一
五
円
）
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

　
日
清
戦
争
で
の
西
浦
村
の
死
者
は
相
磯
松
吉
と
、
戦
場
で
「
病
に
罹
り
」
一
八
九
五

年
一
月
三
日
広
島
陸
軍
予
備
病
院
で
死
亡
し
た
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
潮
崎
伊
之
助
の
二

名
だ
が
、
後
者
の
潮
崎
に
関
し
て
も
、
二
月
三
日
、
西
浦
村
会
は
葬
儀
実
施
を
決
議

し
た
。
葬
儀
費
用
は
各
区
よ
り
計
二
七
円
徴
収
（
各
区
ご
と
割
り
当
て
）
、
う
ち
一

五

円
は
遺
族
へ
の
弔
祭
料
、
一
二
円
で
葬
儀
当
日
の
費
用
を
支
弁
、
其
の
他
寄
付
金

募
集
や
葬
儀
執
行
法
は
「
故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
相
磯
松
吉
氏
葬
儀
の
例
に
準
す
」
と

い
う
趣
旨
の
内
容
で
あ
る
〔
前
掲
、
西
浦
村
役
場
『
明
治
廿
二
年
四
月
起
　
決
議
書
綴
』
〕
。

村
会
決
議
に
見
る
限
り
、
病
死
者
と
先
の
戦
死
者
と
の
差
異
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。

　
同
じ
く
、
村
会
が
戦
死
者
葬
儀
の
施
行
形
態
を
決
め
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
例

と
し
て
、
一
八
九
五
年
四
月
二
一
二
日
、
静
岡
県
磐
田
郡
下
阿
多
古
村
が
歩
兵
第
一
八

聯
隊
第
九
中
隊
歩
兵
一
等
卒
の
葬
儀
実
施
を
決
定
し
た
文
書
が
あ
る
〔
『
天
竜
市
史

史
料
編
七
』
一
九
八
四
年
、
三
四
八
頁
〕
。
同
兵
士
は
、
三
月
四
日
、
牛
荘
に
て
戦
死
し
、

四

月
二
八
日
、
村
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
協
議
で
は
、
①
葬
儀
委
員
二
〇
人
の
設
置
（
村

内
各
区
に
割
り
当
て
）
、
②
戦
死
者
自
宅
か
ら
式
場
・
墓
地
ま
で
の
道
整
備
、
③
知
事
・

郡
長
・
町
村
長
の
弔
詞
、
④
参
列
は
知
事
郡
長
・
町
村
吏
員
・
村
会
議
員
・
区
長
・

赤
十
字
社
員
・
学
校
職
員
生
徒
・
神
職
住
職
（
僧
侶
五
〇
人
）
、
⑤
葬
儀
費
用
三
二

円
、
う
ち
一
〇
円
は
遺
族
へ
の
弔
祭
料
、
費
用
は
兵
員
家
族
保
護
会
の
徴
収
方
法
と

同
じ
、
⑥
葬
儀
会
場
は
確
認
で
き
な
い
が
、
「
振
武
会
場
及
休
憩
所
は
渡
ヶ
島
学
校

と
す
」
と
あ
る
、
⑦
「
当
村
葬
確
定
の
上
は
区
長
に
対
し
葬
式
に
は
毎
戸
必
ず
袴
羽

織
に

て

会
葬
す
べ
き
旨
達
」
、
⑧
「
葬
式
施
行
迄
は
凧
揚
げ
止
め
る
事
」
、
⑨
「
葬
式

当
日
は
学
校
生
徒
会
葬
す
べ
き
を
達
す
る
事
」
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
西
浦
村
の
場

合
以
上

に
、
行
政
村
を
核
に
、
郡
－
県
を
含
む
行
事
と
し
て
計
画
さ
れ
た
こ
と
が
分

か

る
。
費
用
も
、
兵
員
家
族
保
護
会
の
徴
収
方
法
で
あ
れ
ば
、
額
の
差
は
あ
れ
ど
全

戸
軒
並
み

の

負
担
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
⑦
の
事
項
は
、
葬
儀
を
荘
重
静
粛

に
演
出
し
感
銘
深
く
す
る
た
め
の
配
慮
で
あ
り
、
⑧
も
同
じ
配
慮
で
あ
っ
た
（
四
月

末
は
、
遠
州
地
域
の
大
凧
揚
げ
の
ピ
ー
ク
時
）
。
こ
う
し
た
演
出
が
計
画
さ
れ
た
場
に
、

⑨
の
小
学
校
児
童
の
会
葬
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
町
村
・
郡
行
政
と
戦
死
者
葬
儀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
静
岡
県
引
佐
郡
誌
　
上
』

（
一
九
二
二
年
）
の
次
の
記
載
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　
　
戦
役
開
始
せ
ら
る
・
や
本
郡
は
郡
尚
兵
会
の
趣
旨
に
基
き
、
各
町
村
に
軍
人
家

　
　
族
保
護
会
を
設
け
て
、
軍
人
家
族
の
慰
籍
並
に
保
護
に
当
ら
し
め
…
。

　
　
戦
死
者
遺
族
へ
は
弔
祭
料
と
し
て
、
金
参
円
以
上
拾
円
以
下
を
贈
り
、
又
戦
病

　
　
死
者
に
対
す
る
一
般
個
人
の
香
華
料
は
家
族
保
護
会
に
於
て
取
纏
め
、
此
内
に

　
　
て

葬
儀
の
費
用
を
支
弁
し
其
残
額
を
遺
族
へ
交
付
せ
り
。

　
　
戦
病
死
者
の
葬
儀
は
、
各
町
村
軍
人
家
族
保
護
会
に
於
て
之
を
担
当
し
（
軍
人

　
　
家
族
保
護
会
長
は
町
村
長
な
る
を
以
て
町
村
役
場
に
於
て
担
任
す
る
こ
と
一
般

　
　

な
り
）
、
親
族
等
に
協
議
上
執
行
日
時
を
定
め
、
親
戚
以
外
へ
は
町
村
長
よ
り

　
　
之
を
報
告
す
る
を
例
と
せ
り
。
〔
二
一
二
八
～
二
四
二
頁
〕

　
　
当
該
町
村
民
は
少
く
も
一
戸
一
名
は
必
ず
会
葬
し
て
葬
儀
の
盛
大
を
期
せ
り
。

　
郡
は
各
町
村
に
軍
人
家
族
保
護
会
設
置
を
求
め
（
事
業
内
容
は
一
様
で
は
な
い
）
、

こ
の
家
族
保
護
会
が
戦
死
の
場
合
の
弔
祭
料
を
支
出
し
、
葬
儀
費
用
も
、
家
族
保
護

会
が
と
り
ま
と
め
役
に
な
り
（
こ
の
場
合
は
少
な
く
と
も
建
前
上
は
任
意
負
担
）
徴

収

し
支
弁
し
た
。
葬
儀
執
行
の
中
心
は
、
家
族
保
護
会
に
実
務
を
担
う
町
村
役
場
で

あ
る
。
そ
し
て
、
町
民
は
一
戸
一
名
以
上
の
会
葬
を
求
め
ら
れ
、
「
葬
儀
の
盛
大
」

が
演
出
さ
れ
た
。

　

引
佐
郡
と
同
様
の
葬
儀
の
執
行
は
静
岡
県
浜
名
郡
新
居
町
で
も
見
ら
れ
た
。
『
新

居

町
史
　
第
十
巻
』
（
一
九
八
五
年
）
所
掲
文
書
に
は
、
「
日
清
戦
役
出
征
軍
人
家

族
保
護
会
な
る
も
の
を
設
立
す
へ
き
旨
其
筋
よ
り
通
達
の
次
第
も
あ
り
、
依
て
明
治

二
十
七
年
九
月
七
日
新
井
隣
海
院
に
於
て
町
名
誉
職
を
集
め
本
会
を
設
置
す
。
：
一
、

町
協
議
費
と
し
て
家
族
保
護
金
を
徴
収
し
、
長
上
敷
知
浜
名
三
郡
徴
兵
慰
労
会
費
及

ひ

出
征
軍
人
保
護
に
充
て
た
り
。
・
・
一
、
出
征
軍
人
が
戦
死
又
は
病
死
し
之
れ
が
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葬
儀
を
執
行
す
る
時
は
必
す
毎
戸
よ
り
壱
銭
以
上
五
拾
銭
迄
の
香
料
を
贈
り
、
葬
祭

料
其
他
の
諸
費
に
充
て
、
葬
儀
は
其
の
字
の
人
民
に
於
て
式
場
其
の
他
の
装
飾
に
従

事
し
、
式
場
へ
は
必
す
全
町
千
有
余
戸
の
人
民
会
葬
し
忠
霊
を
弔
へ
り
」
と
あ
る

〔
四
二
五
頁
〕
。
葬
儀
費
用
で
あ
る
「
香
料
」
は
、
最
低
負
担
額
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。

先
の

引
佐
郡
の
「
香
華
料
」
も
同
様
の
徴
収
の
仕
組
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
全

町
一
体
の
会
葬
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
引
佐
郡
と
同
様
で
あ
る
。
「
字
の
人
民
」
の

労
役
が
期
待
さ
れ
た
の
は
、
西
浦
村
に
類
似
す
る
。

　

日
清
戦
時
に
結
成
さ
れ
た
軍
事
援
護
団
体
が
葬
儀
執
行
を
行
い
、
そ
こ
に
町
村
役

場
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
、
愛
知
県
南
設
楽
郡
出
身
兵
士
の
葬
儀
事
例
（
一
八
九
四
年

一
二
月
二
日
執
行
）
で
も
確
認
で
き
る
。
同
歩
兵
二
等
卒
の
葬
儀
で
は
、
「
新
城
皿

兵
会
は
之
れ
か
祭
主
と
な
り
、
庶
務
、
式
場
、
記
録
、
接
待
の
各
係
を
設
け
、
皿
兵

会
委

員
井
に
町
役
場
員
の
受
け
持
ち
事
務
を
定
め
、
…
。
葬
儀
に
関
す
る
諸
費

は
悉
皆
新
城
皿
兵
会
に
於
て
負
担
せ
り
」
〔
『
愛
知
県
史
資
料
編
三
二
　
近
代
九
　
社

会
・
社
会
運
動
こ
二
〇
〇
二
年
、
三
六
六
頁
〕
。

　

な
お
、
日
清
戦
争
時
に
結
成
さ
れ
た
家
族
保
護
会
や
皿
兵
会
な
ど
軍
人
保
護
団
体

の
規
約
に
は
、
戦
死
・
戦
病
死
家
族
へ
の
弔
祭
料
贈
与
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
、
規
定

が

な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
に
あ
る
よ
う
に
葬
祭
料
が
贈
与
さ
れ
る
例
が

増
え
た
。
静
岡
県
磐
田
郡
袖
浦
村
の
「
出
兵
に
関
す
る
家
族
保
護
其
他
規
約
」
（
明

治
二
七
年
）
中
に
も
戦
死
者
へ
は
二
〇
円
、
病
死
者
へ
は
一
五
円
と
い
う
戦
病
死
者

遺
族
へ
の
弔
祭
料
贈
与
が
規
定
さ
れ
、
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
〇
月
二
四
日

付
け
の
袖
浦
村
役
場
庶
務
課
よ
り
中
平
松
区
長
宛
の
臨
席
案
内
を
見
る
と
、
同
村

の
葬
儀
で
は
弔
祭
料
の
授
与
式
が
組
み
込
ま
れ
た
〔
『
竜
洋
町
史
資
料
編
n
近
現
代
』

二
〇

〇

六

年
、
一
四
三
頁
〕
。
弔
祭
料
の
支
給
も
「
公
的
」
な
行
事
と
し
て
扱
わ
れ
た

の

で

あ
る
。
な
お
、
既
に
み
た
よ
う
に
葬
儀
形
態
で
は
戦
死
・
病
死
の
差
異
は
み
ら

れ
な
い
が
、
弔
祭
料
の
差
別
は
一
般
的
で
あ
る
。

　
葬
儀
と
地
方
行
政
の
関
係
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
1
巻
日

清
戦

争
と
東
京
①
〕
か
ら
東
京
府
多
摩
地
域
の
事
例
を
見
て
お
こ
う
。
同
書
中
の

一
八
九
四

（明
治
二
七
）
年
一
二
月
、
戦
死
し
た
歩
兵
一
等
卒
の
葬
儀
、
埋
葬
に
つ

き
大
久
野
村
役
場
か
ら
西
多
摩
郡
役
所
宛
報
告
に
は
「
埋
葬
の
義
、
村
葬
を
以
て
：
・

本

村
・
・
西
徳
寺
に
於
て
施
行
」
と
あ
る
〔
四
二
一
頁
〕
。
葬
儀
の
執
行
は
事
前
に

村
役
場
か

ら
郡
役
所
に
報
告
さ
れ
て
い
た
。
埋
葬
と
あ
る
か
ら
、
遺
骨
あ
る
い
は
遺

髪
が
遺
族
に
伝
達
さ
れ
て
お
り
、
村
側
の
認
識
と
し
て
も
「
村
葬
」
と
し
て
埋
葬
儀

式
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
以
下
の
事
例
は
、
日
清
戦

争
中
、
台
湾
で
戦
病
死
し
た
事
例
で
あ
る
が
葬
儀
執
行
は
何
れ
も
講
和
後
で
あ
る
〔
同

前
、
四
二
九
～
四
三
二
頁
〕
。

　
①
（
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
、
膨
湖
島
に
て
コ
レ
ラ
罹
患
、
一
八
九
五
年
三
月
三
〇
日
、

　
同
島
避
病
院
で
病
死
）
同
年
七
月
一
四
日
に
葬
儀
執
行
（
村
内
寺
院
）
の
旨
村
長

　
か

ら
郡
役
所
に
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
郡
役
所
よ
り
郡
内
へ
そ
の
旨
の
通
知
。

　
②

（
一
八
九
五
年
、
台
湾
で
病
死
し
た
後
備
歩
兵
一
等
卒
）
同
年
七
月
］
○
日
、

　
村
長
よ
り
西
多
摩
郡
長
に
対
し
、
一
五
日
に
自
宅
で
葬
儀
を
執
行
、
埋
葬
の
予
定

　

と
報
告
。
郡
役
所
よ
り
郡
内
各
役
場
に
、
同
兵
士
の
「
遺
骨
第
一
師
団
兵
姑
基
地

　

よ
り
送
致
有
之
」
一
五
日
氷
川
村
自
宅
で
「
神
葬
式
執
行
」
の
連
絡
が
あ
っ
た
と

　
し
て
、
通
知
。

　
③

（後
備
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
お
よ
び
後
備
歩
兵
二
等
卒
、
両
名
と
も
一
八
九
五
年

　
三

月
、
台
湾
で
病
死
）
同
年
七
月
＝
日
、
村
長
よ
り
郡
長
に
対
し
、
一
七
日
に

　
両
名
の
葬
儀
を
村
内
慈
勝
寺
に
て
執
行
す
る
旨
報
告
。
七
月
一
三
日
、
郡
長
よ
り

　
郡
内
各
役
場
に
対
し
、
同
葬
儀
執
行
の
通
知
。

以
上
三

例

は
、
何
れ
も
、
村
役
場
か
ら
郡
役
所
に
対
し
葬
儀
執
行
の
事
前
通
知
が
あ

り
、
郡
役
所
は
そ
れ
を
郡
内
に
周
知
さ
せ
、
町
村
長
以
下
の
会
葬
を
求
め
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
②
の
例
は
現
地
部
隊
か
ら
遺
骨
が
送
付
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
葬
儀

が
執
り
行
わ
れ
た
。
類
似
の
事
例
は
、
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
三
点
ほ
ど
あ
げ
る
と
、

　
④

（陸
軍
後
備
歩
兵
一
等
卒
、
一
八
九
五
年
五
月
二
五
日
、
膨
湖
島
避
病
院
で
病

　
死
）
同
年
七
月
二
三
日
付
け
で
、
二
八
日
「
村
葬
執
行
」
（
村
内
寺
院
）
の
旨
村
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長
か

ら
郡
役
所
に
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
郡
役
所
よ
り
郡
内
へ
そ
の
旨
の
通
知
。

　
⑤

（後
備

陸
軍
歩
兵
上
等
兵
お
よ
び
後
備
歩
兵
一
等
卒
、
一
八
九
五
年
五
月
お
よ

　
び
六

月
、
台
湾
膨
湖
島
で
病
死
）
同
年
七
月
、
村
長
よ
り
郡
長
に
対
し
、
二
八
日

　
に

両
名
の
葬
儀
を
村
内
保
泉
院
に
て
執
行
す
る
旨
報
告
。
七
月
二
四
日
、
郡
長
よ

　
り
郡
内
各
役
場
に
対
し
、
同
葬
儀
執
行
の
通
知
。

　
⑥
（
輻
重
兵
一
等
卒
お
よ
び
歩
兵
二
等
卒
、
一
八
九
五
年
六
月
お
よ
び
八
月
、
と

　
も
に
コ
レ
ラ
に
て
病
死
）
同
年
＝
月
一
七
日
、
村
長
よ
り
郡
長
に
対
し
、
二
入

　

日
に
「
村
葬
式
」
を
村
内
徳
雲
院
に
て
執
行
す
る
旨
報
告
。
一
一
月
一
九
、
郡
長

　

よ
り
郡
内
各
役
場
に
対
し
、
同
葬
儀
執
行
の
通
知
。

④
は
先
の
例
と
同
じ
く
「
村
葬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
⑤
と
⑥
は
戦

病
死
者
二
名
の
葬
儀
を
同
時
に
執
行
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
〔
同
前
、
四
三
四
、

四

三
五
頁
、
四
五
七
頁
〕
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
遺
族
の
意
向
が
一
層
後
景
に
退
き
、

「
公
葬
」
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
強
く
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
⑥
で
は
「
村

葬
式
執
行
」
と
あ
る
。

　
な
お
、
軍
夫
の
葬
儀
に
町
村
が
ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
は
ほ
と
ん
ど
事
例
が
な
い

が
、
同
書
中
に
、
台
湾
従
軍
中
の
一
八
九
五
年
九
月
一
六
日
に
コ
レ
ラ
で
死
亡
し
た

軍
夫
の
葬
儀
を
一
一
月
二
〇
日
に
執
行
す
る
旨
、
青
梅
町
長
か
ら
西
多
摩
郡
役
所
へ

報
告

し
た
一
一
月
一
六
日
付
け
文
書
が
あ
る
〔
四
五
六
頁
〕
。
し
か
し
、
町
の
関
わ

り
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
郡
役
所
の
郡
内
回
報
の
添
付
も
な
く
、
執
行
予
定
の

報
告
日
か
ら
葬
儀
迄
の
日
程
も
極
め
て
短
い
。

（
3
）
葬
儀
の
執
行

　
次

に
葬
儀
の
実
態
を
記
録
し
た
文
書
類
を
時
期
の
早
い
順
に
並
べ
て
検
討
し
て
い

こ
う
。

　
最
初

は
、
第
一
節
の
最
初
に
み
た
陸
軍
一
等
卒
金
子
徳
次
郎
で
あ
る
。
一
八
九
四

年
九
月
一
五
日
平
壌
戦
で
戦
死
し
、
一
〇
月
一
五
日
に
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
。
葬
儀

場
は

遺
族
の
菩
提
寺
と
思
わ
れ
る
沼
津
町
下
河
原
の
妙
覚
寺
で
、
「
遺
骨
」
も
「
妙

覚
寺
に
葬
む
」
ら
れ
た
〔
前
掲
『
沼
津
市
史
史
料
編
近
代
1
』
五
八
五
頁
〕
。
葬
儀
執

行
の
発
端
は
、
「
十
月
七
日
遺
骨
の
到
着
す
る
や
市
中
の
有
志
者
及
青
年
輩
大
に
其

忠
死
を
哀
み
盛
大
な
る
葬
儀
を
挙
行
せ
ん
と
し
」
と
い
う
地
元
町
内
の
発
意
で
、
水

産
業
‖
魚
河
岸
に
関
わ
る
青
年
集
団
の
追
悼
の
念
か
ら
発
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

葬
儀
事
務
は
、
「
宮
町
々
総
代
伍
長
等
之
か
事
務
を
担
当
し
」
と
地
元
町
が
中
心
で

あ
る
。
当
日
の
葬
儀
は
金
子
の
自
宅
か
ら
の
出
棺
か
ら
始
ま
る
が
、
「
当
日
は
前
日

よ
り
の
雨
天
続
き
な
り
し
も
拘
は
ら
ず
会
葬
者
本
郡
長
・
町
長
・
町
区
会
議
員
、
各

町
伍
長
総
代
有
志
者
、
高
等
尋
常
小
学
校
教
員
生
徒
、
郡
町
役
場
吏
員
、
赤
十
字
社
員
、

陸
軍
駐
在
官
非
職
軍
人
、
各
町
青
年
輩
（
凡
そ
二
百
五
十
人
）
、
各
魚
仲
間
・
魚
河
岸
・

消
防
組
・
沼
津
町
立
消
防
組
等
凡
そ
二
千
人
」
と
い
う
大
葬
列
と
な
っ
た
。
「
僧
侶

は
本
市
十
一
ヶ
寺
、
導
師
は
妙
覚
寺
上
人
」
で
、
「
町
区
会
議
員
及
青
年
輩
よ
り
の

大
旗
に

は
忠
死
報
国
、
報
国
尽
忠
、
大
掲
団
光
、
神
州
男
児
」
、
「
九
寸
角
の
長
さ
一

丈
な
る
墓
標
を
は
車
に
載
せ
」
、
「
沼
津
未
曾
有
の
葬
式
」
行
列
と
な
っ
た
。
弔
祭
文

を
読
ん
だ
の
は
、
各
宗
寺
院
総
代
、
妙
覚
寺
住
職
、
教
導
職
総
代
、
知
事
代
読
、
郡

長
、
町
長
、
町
会
議
員
総
代
、
赤
十
字
社
員
総
代
、
本
町
各
小
字
総
代
、
通
横
総
代
、

下
本
町
総
代
、
沼
津
高
等
小
学
校
生
徒
総
代
、
青
年
輩
総
代
二
人
、
宮
町
総
代
、
親

戚
総
代
で
あ
る
。
葬
祭
料
は
、
沼
津
出
兵
遺
族
保
護
会
か
ら
二
五
円
、
駿
東
郡
徴
丘
ハ

慰
労
会
よ
り
一
一
円
、
上
本
及
一
七
ヶ
の
小
字
＝
円
、
青
年
団
体
一
五
円
、
魚
仲

間
五
円
で
あ
っ
た
。

　
葬
儀
の
執
行
主
体
は
、
西
浦
村
の
同
時
期
葬
儀
で
の
旧
村
の
役
割
同
様
、
こ
の
場

合
も
地
元
宮
町
が
事
務
を
担
っ
た
。
ま
た
、
葬
儀
は
、
行
政
体
と
し
て
の
沼
津
町
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
よ
り
、
宿
場
町
・
城
下
町
時
代
の
「
宿
」
を
構
成
し
た
各
「
町
」

の

協
力
に
よ
る
葬
儀
と
い
う
色
彩
が
強
い
。
そ
し
て
歴
史
的
な
各
町
の
連
携
を
補
強

し
た
の
が
、
魚
河
岸
集
団
、
青
年
集
団
（
若
者
組
）
、
あ
る
い
は
消
防
組
と
し
て
繋

が

る
青
年
集
団
で
あ
っ
た
。
宮
町
の
戦
死
者
自
宅
と
葬
儀
場
の
妙
覚
寺
は
、
南
へ
下

れ
ば

き
わ
め
て
間
近
な
距
離
で
あ
る
が
、
こ
の
日
の
葬
儀
行
列
は
、
い
っ
た
ん
宿
場

町
時
代
の
中
心
ま
で
北
上
し
、
西
に
折
れ
、
南
下
し
て
葬
儀
場
に
至
る
と
い
う
沼
津
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町

中
心
部
へ
の
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
沼
津
町
の
人

口

は
一
万
一
千
人
で
あ
る
か
ら
、
町
民
五
人
に
一
人
が
葬
列
に
参
加
す
る
ま
さ
に
「
沼

津
未
曾
有
」
の
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
葬
列
の
過
程
で
、
「
忠
死
報
国
、
報
国
尽
忠
」

と
い
う
戦
死
の
意
義
付
け
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
。
沼
津
町
の
日
清
戦
争
死
者
は
三
人
、

内
二
名
が
戦
死
、
一
名
は
台
湾
で
の
病
死
で
あ
る
。
金
子
以
外
の
葬
儀
の
模
様
は
不

明
だ
が
、
沼
津
町
に
と
っ
て
戦
争
初
期
の
こ
の
葬
儀
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
。
そ
し

て

葬
儀
は
、
公
葬
形
成
へ
の
過
渡
的
な
形
態
を
示
し
て
い
た
。

　
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
一
〇
月
一
六
日
に
西
浦
村
村
会
に
て
前
出
の
内
容
の

葬
儀
施
行
決
議
が
行
わ
れ
た
歩
兵
一
等
卒
相
磯
松
吉
の
葬
儀
も
、
金
子
の
葬
儀
後
間

も
な
い
同
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
た
。
翌
二
一
日
に
記
さ
れ
た
「
相
磯
松
吉
氏
の
葬
儀
」

記
録
に
よ
れ
ば
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
大
和
瀬
千
秋
遺
物
「
諸
綴
」
〕
、

　
　
松
吉
氏

は
第
三
師
団
に
属
し
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
に
し
て
彼
の
平
壌
の
役
に
於
て

　
　
勇
奮
以
て
忠
死
を
遂
け
た
り
。
同
氏
の
死
体
は
平
壌
西
北
の
砲
台
に
葬
り
た
り

　
　

と
陸
軍
歩
兵
中
尉
大
橋
菰
三
郎
氏
よ
り
報
知
あ
り
た
る
を
以
て
同
村
会
議
員
、

　
　
有
志
家
は
遺
族
に
諮
り
昨
廿
日
盛
ん
な
る
葬
儀
を
挙
行
せ
り
。
曾
て
前
日
来
同

　
　
区
民
一
同
は
大
に
道
路
を
修
工
し
行
列
の
便
宜
を
計
れ
り
。
墓
地
は
同
区
日
蓮

　
　
宗
長
福
寺
の
南
方
小
高
き
所
に
て
数
百
坪
の
畑
地
を
式
場
に
充
て
其
準
備
全
く

　
　
整

ひ
、
同
日
午
後
一
時
発
葬
枢
の
着
す
る
や
僧
侶
数
十
名
読
経
し
、
僧
侶
の
退

　
　

場
後
会
葬
諸
氏
交
々
弔
祭
文
を
朗
読
し
…
。
当
日
の
会
葬
者
郡
長
代
理
、

　
　
三
島
監
視
区
長
、
三
島
警
察
署
長
、
各
駐
在
所
巡
査
、
西
浦
村
内
浦
村
役
場
員
、

　
　
村
会
議
員
、
各
区
長
、
学
校
教
員
生
徒
、
有
志
者
、
青
年
会
等
無
慮
一
千
有
余

　
　
名
に
し
て
、
其
行
列
は
十
町
余
の
墓
地
に
続
き
各
一
列
ご
と
に
大
旗
国
旗
高
張

　
　
造
花
供
物
等
其
数
最
も
多
く
墓
標
は
檜
九
寸
角
長
壱
丈
二
尺
あ
り
。
此
の
盛
葬

　
　
を
見
ん
と
各
区
よ
り
群
集
せ
し
者
老
若
男
女
数
百
名
あ
り
。
本
村
未
曾
有
の
人

　
　
出
な
り
し

と
あ
る
。

　
弔

詞
は
、
知
事
・
郡
長
（
何
れ
も
郡
書
記
代
読
）
、
西
浦
村
長
、
助
役
、
村
会
議

員
総
代
、
内
浦
村
助
役
、
内
浦
村
尋
常
小
学
校
教
員
総
代
、
西
浦
村
尋
常
小
学
校
教

員
総
代
、
同
生
徒
総
代
、
青
年
会
総
代
、
有
志
家
、
親
戚
総
代
よ
り
、
祭
祀
料
は
、

君
澤
田
方
徴
兵
慰
労
会
よ
り
一
二
円
、
西
浦
村
よ
り
一
五
円
、
各
区
及
有
志
者
青
年

会
等
よ
り
数
十
円
が
贈
呈
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
「
埋
葬
」
し
た
が
、
有
志
者
は

「
埋
葬
全
く
終
を
告
く
る
ま
て
墓
地
に
居
残
」
っ
た
。

　
以
上

の
僧
侶
や
会
葬
者
の
動
員
か
ら
み
て
、
全
体
と
し
て
村
葬
執
行
決
議
は
実
現

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
西
浦
村
の
人
口
は
二
五
〇
〇
名
程
度
と
推
定
さ
れ
る

が
、
会
葬
者
が
「
無
慮
一
千
有
余
名
」
、
群
衆
「
男
女
数
百
名
」
と
あ
れ
ば
、
人
口

の
半
数
を
は
る
か
に
上
回
る
「
本
村
未
曾
有
」
の
動
員
率
で
あ
っ
た
。
村
中
を
巻
き

込
ん

だ

戦
争
初
期
の
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
会
葬
者
の
範
囲
で
は
、

後
の
よ
う
に
、
周
辺
各
町
村
長
の
出
席
は
み
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
田
方
郡
の
隣
接
村

で

あ
っ
た
内
浦
村
か
ら
は
、
助
役
と
内
浦
村
尋
常
小
学
校
教
員
総
代
が
出
席
し
て
い

る
。
内
浦
村
で
は
日
清
戦
争
で
の
死
者
は
出
な
か
っ
た
が
、
隣
村
で
の
大
葬
儀
の
模

様

（そ
し
て
葬
儀
で
語
ら
れ
た
戦
死
の
模
様
）
は
学
校
教
員
を
通
じ
て
内
浦
村
の
小

学
校
生
徒
へ
伝
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
葬
儀
の
「
公
」
性
に
注
目
す
る
と
、
村
会
議
決
か
ら
始
ま
っ
た
西
浦
村
の
葬
儀
は
、

沼
津
町
の
場
合
よ
り
、
そ
の
参
加
者
、
弔
祭
文
朗
読
者
か
ら
み
て
、
行
政
主
体
の
「
公

葬
」
化
が
進
ん
で
い
る
。
学
校
生
徒
も
、
沼
津
で
は
高
等
小
学
校
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た

が
、
ま
だ
高
等
小
学
校
設
置
前
の
西
浦
村
で
は
尋
常
小
学
校
生
徒
の
出
席
が
求
め
ら

れ

た
。
弔
詞
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
葬
儀
記
録
文
に
見
る
「
勇
奮
以
て
忠
死
」
が
基

調
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
葬
列
で
は
「
国
旗
」
が
掲
げ
ら
れ
た
。
祭
祀
料
は
、
村
会

議
決

の
一
五
円
の
外
、
郡
徴
兵
慰
労
会
（
君
澤
・
田
方
郡
）
か
ら
も
贈
ら
れ
た
。
郡

の

徴
兵
慰
労
会
か

ら
の
祭
祀
料
贈
呈
は
、
沼
津
町
葬
儀
に
対
す
る
駿
東
郡
徴
兵
会
の

場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
贈
呈
「
数
十
円
」
は
葬
儀
費
負
担
と
重
な
る
の

か

否
か
不
明
だ
が
、
額
か
ら
み
て
村
会
議
決
の
割
り
当
て
以
外
に
相
当
額
の
寄
付
金

が
集
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
注

目
さ
れ
る
の
は
墓
地
へ
の
「
埋
葬
」
と
い
う
記
載
で
あ
る
。
現
地
部
隊
は
「
同
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氏
の
死
体
は
平
壌
西
北
の
砲
台
に
葬
り
た
り
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
埋
葬
は
何

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
遺
髪
か
、
あ
る
い
は
、
現
地
で
火
葬
が
行
わ
れ
た
と
し

て

遺
骨
の
一
部
が
、
遺
族
に
送
付
さ
れ
た
結
果
の
葬
儀
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
次

も
遺
骨
の
有
無
が
分
か
ら
な
い
事
例
で
あ
る
が
、
葬
儀
執
行
は
一
八
九
五
（
明

治
二
八
）
年
四
月
二
八
日
、
戦
争
末
期
の
牛
荘
戦
で
戦
死
し
た
静
岡
県
安
倍
郡
清
水

町

出
身
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
堀
場
倉
吉
の
場
合
で
あ
る
〔
前
掲
『
静
岡
県
史
　
資
料
編

一
七
近
現
代
二
』
二
七
七
頁
〕
。
同
兵
士
の
戦
死
の
知
ら
せ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
先
に

ふ
れ

た
が
、
葬
儀
は
、
「
已
に
他
兵
士
の
私
信
中
に
堀
場
戦
死
の
こ
と
あ
る
を
聞
き
、

上
壱
町
目
青
年
有
志
者
よ
り
望
月
町
長
へ
葬
儀
準
備
の
談
あ
り
て
」
と
い
う
形
で
、

沼
津
の
事
例
と
同
様
に
青
年
層
の
発
案
か
ら
始
ま
り
、
「
父
兄
よ
り
本
人
在
郷
の
時

禅
宗
を
信
し
た
る
に
由
り
、
式
は
仏
式
を
以
て
執
行
あ
ら
れ
度
旨
、
予
し
め
望
め
り
」

と
い
う
遺
族
の
希
望
を
入
れ
つ
つ
、
清
水
町
は
町
と
し
て
葬
儀
に
取
り
組
ん
だ
。

　
四

月
二
三
日
、
清
水
町
町
会
議
員
が
招
集
さ
れ
葬
儀
に
つ
き
協
議
、
五
人
の
委
員

を
選
出
し
、
葬
儀
委
員
長
は
町
長
に
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
町
議
会

の

関
与
、
葬
儀
委
員
長
に
町
長
を
当
て
る
形
で
執
行
計
画
を
進
め
た
の
が
、
前
年
の

沼
津
町
の
葬
儀
と
の
重
要
な
相
違
で
あ
る
。
従
っ
て
葬
儀
の
案
内
状
は
、
町
長
名
で

発
せ

ら
れ
て
い
る
。
同
日
の
協
議
で
は
、
「
葬
儀
費
と
し
て
壱
戸
金
五
銭
以
上
を
各

有
志
者
よ
り
醸
金
す
る
こ
と
と
し
、
其
各
部
内
を
各
用
係
に
於
て
集
金
す
る
」
と
し

て

葬
儀
費
用
を
全
町
か
ら
の
寄
付
で
賄
い
、
そ
れ
を
集
金
す
る
態
勢
を
敷
い
た
。

　
四

月
二
八
日
の
葬
儀
は
、
町
内
禅
叢
寺
で
執
行
さ
れ
た
。
主
な
参
列
者
は
、
郡
長

（知
事
代
理
兼
任
）
、
郡
第
二
課
長
、
静
岡
監
視
区
長
、
江
尻
警
察
署
長
、
清
水
分
署

長
、
周
辺
各
村
長
、
周
辺
学
校
長
、
新
聞
記
者
、
有
渡
・
安
倍
郡
徴
兵
慰
労
会
幹
事
、

士
族
同
胞
会
会
長
、
赤
十
字
社
員
、
そ
の
他
有
志
で
あ
る
。
僧
侶
の
会
葬
者
は
、
恐

ら
く
有
渡
郡
単
位
の
「
百
数
名
」
と
い
う
規
模
で
、
「
関
係
青
年
者
は
、
入
江
町
よ

り
百
数
十
人
、
江
尻
町
よ
り
七
十
名
、
辻
村
よ
り
十
数
名
、
清
水
町
二
百
数
十
名
、

清
水
消
防
夫
九
十
余
名
な
り
。
各
小
学
校
生
徒
は
、
東
有
度
高
等
小
学
校
務
員
八
名
、

生
徒
三
百
余
名
、
入
江
町
小
学
校
務
員
三
名
、
生
徒
八
十
余
名
、
清
水
町
小
学
校
務

員
七
名
、
生
徒
百
五
十
余
名
、
其
他
清
水
町
有
志
者
数
百
名
な
り
」
と
い
う
よ
う
に

町
内
の
小
学
校
生
徒
、
青
年
集
団
総
動
員
の
町
の
威
信
を
か
け
た
大
葬
儀
が
演
出
さ

れ

た
。
「
以
上
合
計
三
千
余
名
…
本
町
絶
無
の
盛
式
な
り
し
」
と
い
う
記
録
が

そ
れ
を
物
語
る
。
郡
の
関
わ
り
方
が
厚
く
な
り
、
周
辺
各
村
長
の
列
席
が
求
め
ら
れ

て

い

る
の
も
、
戦
争
終
盤
の
葬
儀
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
新
聞
記
者
の
存
在
は
、

演
出
さ
れ
た
大
葬
儀
の
感
銘
を
、
会
葬
者
の
み
な
ら
ず
、
新
聞
読
者
層
ま
で
拡
げ
よ

う
と
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
の
有
力
地
方
紙
に
成
長
す
る
『
静
岡

民
友
新
聞
』
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
一
〇
月
で
あ
っ
た
。

　
清
水
町
堀
場
倉
吉
と
同
じ
く
一
八
九
五
年
三
月
四
日
、
牛
荘
戦
で
戦
死
し
た
静
岡

県
駿
東
郡
楊
原
村
出
身
の
歩
兵
上
等
兵
秋
山
浅
吉
の
葬
儀
は
、
四
月
二
一
日
に
行
わ

れ

た
。
葬
儀
の
模
様
を
示
す
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
沼

津
町
の
医
師
槙
豊
作
は
同
日
の
日
記
に
「
午
後
一
時
よ
り
碇
氏
と
同
道
、
上
香
貫
山

霊

山
寺
に
挙
行
す
る
清
国
牛
荘
城
攻
撃
の
際
戦
死
せ
ら
れ
し
故
陸
軍
歩
兵
上
等
兵
秋

山
浅
吉
氏
の
葬
儀
に
列
る
。
本
日
会
葬
者
無
慮
二
千
人
、
知
事
郡
長
以
下
数
名
の
弔

詞
あ
り
き
、
五
時
帰
る
」
〔
槙
日
記
刊
行
会
『
槙
日
記
』
一
九
八
四
年
〕
と
あ
る
。
同

村
の
人
口

は

当
時
六
〇
〇
〇
人
前
後
で
あ
る
か
ら
、
村
民
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
が
会
葬

し
た
こ
と
に
な
る
。
同
村
の
日
清
戦
争
死
者
は
二
名
、
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
に
関

し
て
村
を
挙
げ
て
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。

　
秋

山
に
関
し
て
は
、
静
岡
県
知
事
、
駿
東
郡
長
、
沼
津
高
等
小
学
校
総
代
、
楊
原

村
長
、
楊
原
村
我
入
道
人
民
総
代
、
徴
兵
参
事
員
、
日
本
赤
十
字
社
員
の
弔
詞
が
残

さ
れ
て
い
る
〔
前
掲
、
沼
津
市
我
入
道
秋
山
亮
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
我

入

道
は
戦
死
者
の
出
身
字
で
あ
ろ
う
。
弔
詞
の
文
面
を
拾
う
と
、
「
不
幸
敵
弾
に
中

り
」
・
「
悲
哀
の
情
に
堪
へ
す
」
（
村
長
）
、
「
哀
惜
に
堪
へ
ず
」
（
楊
原
村
我
入
道
人
民

総
代
）
と
い
う
死
者
へ
の
追
悼
、
遺
族
へ
の
思
い
が
、
村
の
中
か
ら
主
に
発
せ
ら
れ

て

い

る
。
し
か
し
、
戦
死
を
知
ら
せ
る
現
地
中
隊
か
ら
の
手
紙
を
通
じ
「
軍
人
の
本

分
を
尽
し
た
名
誉
の
死
」
（
三
月
一
八
日
付
け
、
中
隊
よ
り
秋
山
の
家
族
宛
）
と
い

う
戦
場
の
軍
隊
の
立
場
か
ら
の
公
的
な
戦
死
の
捉
え
方
が
届
き
、
か
つ
「
軍
籍
に
在
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る
者
一
死
以
て
国
に
報
ゆ
る
」
（
郡
長
）
、
「
軍
人
の
亀
鑑
」
（
郡
長
）
、
忠
節
（
知
事
）

な
ど
の
言
辞
が
上
位
行
政
か
ら
発
せ
ら
れ
、
加
え
て
徴
兵
・
召
集
事
務
を
監
督
す
る

武
官
で
あ
る
徴
兵
参
事
員
か
ら
「
愛
国
忠
君
」
・
「
尽
忠
報
国
」
な
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に

国
家
・
天
皇
へ
の
「
奉
公
」
が
説
か
れ
る
中
で
、
村
の
中
か
ら
の
弔
詞
に
も
「
男
児

の

本
懐
」
・
「
名
誉
」
（
村
長
）
、
「
英
霊
」
（
楊
原
村
我
入
道
人
民
総
代
）
と
い
う
言
辞

が
盛
り
込
ま
れ
た
。
田
中
丸
勝
彦
『
さ
ま
よ
え
る
英
霊
た
ち
』
〔
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
〕

は
「
英
霊
」
は
日
露
戦
争
か
ら
登
場
す
る
と
い
う
が
、
意
味
す
る
内
容
は
別
と
し
て
、

言
葉
と
し
て
は
こ
の
時
期
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
。
「
戦
死
を
見
る
に
至
る
こ
と
を
夫

れ
一
家
の
名
誉
は
一
村
の
名
誉
に
し
て
、
一
村
の
名
誉
は
一
国
の
名
誉
た
り
」
（
沼

津
高
等
小
学
校
生
徒
総
代
）
と
い
う
一
文
は
、
戦
死
を
家
ー
村
（
郷
土
）
ー
国
家
を

つ

な
げ
て
位
置
づ
け
る
論
理
を
極
め
て
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
説
が
学
校

教
育
の
中
か
ら
、
国
家
の
公
的
論
理
を
代
弁
さ
せ
る
形
で
、
地
域
に
向
か
っ
て
説
か

れ
て

い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

日
清
戦
争
当
時
の
葬
儀
の
全
体
像
は
、
前
述
の
『
静
岡
県
引
佐
郡
誌
　
上
』
の
「
会

葬
者
は
各
町
村
概
ね
同
一
に
し
て
、
郡
長
・
吏
員
・
警
察
官
・
町
村
長
・
徴
兵
参
事

員
・
学
校
職
員
生
徒
・
赤
十
字
社
員
・
尚
武
会
員
・
青
年
会
員
其
他
・
諸
団
体
代
表

者
・
当
該
町
民
及
び
親
族
等
な
り
。
其
の
数
は
地
方
に
よ
り
て
は
一
定
せ
ざ
れ
ど
も
、

五
百
名
以
上
二
千
五
百
名
に
達
す
る
の
有
様
な
り
き
。
葬
祭
は
神
式
仏
式
二
様
あ
り

し
が
多
く
は
仏
式
に
よ
れ
り
。
神
葬
祭
に
あ
り
て
は
、
神
官
七
八
名
、
仏
葬
に
あ
り

て

は
僧
侶
拾
名
乃
至
弐
拾
名
斑
列
す
。
葬
送
途
中
は
国
旗
・
弔
旗
・
吹
流
し
・
枢
幡

等
十
数
流
を
翻
し
て
行
列
極
め
て
静
粛
に
し
て
、
式
場
に
於
て
は
祭
文
読
経
・
弔
詞
・

学
校
生
徒
の
弔
歌
・
親
族
の
謝
辞
等
あ
る
を
例
と
せ
り
」
と
い
う
ま
と
め
が
参
列
者

の

範
囲
・
葬
儀
形
式
な
ど
の
概
要
を
的
確
に
語
っ
て
い
よ
う
〔
二
四
一
頁
〕
。
「
当
該

町
村
民
は
少
く
も
一
戸
一
名
は
必
ず
会
葬
し
て
葬
儀
の
盛
大
を
期
せ
り
」
と
い
う
よ

う
に
、
葬
儀
の
未
曾
有
の
盛
大
さ
を
誇
示
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
極
め
て
静
粛
」

と
い
う
厳
か
さ
を
演
出
す
る
こ
と
が
会
葬
者
に
感
銘
を
与
え
る
鍵
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で

も
国
旗
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
な
お
、
学
校
生
徒
の
弔
歌

は
さ
ほ
ど
事
例
を
見
ず
、
ど
の
程
度
の
範
囲
で
う
た
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
戦
死
者
遺
族
の
遺
体
・
遺
骨
引
き
取
り
に
よ
り
郷
里
で
公
葬
が
行
わ

れ
、
墓
地
が
建
て
ら
れ
る
例
が
増
え
れ
ば
、
兵
士
の
遺
体
は
陸
軍
が
埋
葬
し
管
理
す

る
（
国
家
に
捧
げ
た
命
を
国
家
が
追
悼
し
続
け
る
）
と
い
う
軍
の
原
則
は
空
洞
化
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
た
め
、
日
清
戦
争
講
和
後
の
一
八
九
五
年
五
月
一
三
日
、
陸

軍
は
、
遺
骸
を
下
付
し
て
も
墓
標
だ
け
は
建
て
る
こ
と
に
し
た
。
原
田
に
よ
れ
ば
、
「
戦

没
者

を
ま
と
め
て
葬
っ
た
形
を
遺
す
た
め
に
、
戦
死
者
の
墓
標
が
林
立
す
る
形
が
必

要
と
な
っ
た
」
た
め
で
あ
る
〔
「
陸
海
軍
墓
地
制
度
史
」
〕
。
実
際
、
『
都
史
資
料
集
成
』

〔第
－
巻
日
清
戦
争
と
東
京
①
〕
に
よ
れ
ば
、
一
入
九
六
年
一
月
、
歩
兵
第
一
連
隊
は
、

小
石

川
陸
軍
墓
地
へ
の
戦
死
者
墓
標
の
建
立
（
及
び
赤
坂
営
内
へ
の
追
悼
碑
建
立
）

の

旨
を
戦
死
者
遺
族
に
連
絡
し
て
い
る
が
〔
四
六
七
頁
〕
、
そ
の
墓
標
建
設
名
簿
に

は

明
ら
か
に
既
に
地
域
的
葬
儀
が
行
わ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
方
針
は
、

日
露
戦
争
開
戦
後
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
七
月
一
六
日
に
「
畢
寛
無
益
の
処

置
」
と
し
て
撤
回
さ
れ
る
が
、
日
清
戦
争
段
階
で
は
戦
死
者
の
国
家
1
1
軍
に
よ
る
追

悼
を
、
遺
族
が
眼
に
見
え
る
形
で
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
神
式
葬
儀
に
関
わ
る
所
で
は
、
前
掲
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
三
二
　
近
代

九
　
社
会
・
社
会
運
動
一
』
に
、
日
清
戦
争
従
軍
者
の
葬
儀
を
神
社
で
行
い
、
そ
の

場

に
遺
骨
を
埋
め
墓
地
を
建
設
す
る
こ
と
へ
の
一
八
九
五
年
四
月
二
五
日
付
け
取
締

通
達
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〔
三
三
五
頁
〕
。

　

葬
儀
事
例
を
静
岡
県
内
ば
か
り
に
求
め
て
き
た
が
、
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
1
巻

日
清
戦
争
と
東
京
②
〕
に
は
東
京
府
多
摩
地
域
の
葬
儀
事
例
と
し
て
、
一
八
九
五
年

五
月
二
九
日
に
執
行
さ
れ
た
後
備
歩
兵
一
等
卒
中
村
広
助
（
戦
病
死
）
の
葬
儀
場
と

葬
列
見
取
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〔
四
九
二
頁
〕
。
葬
儀
行
列
か
ら
み
て
、
葬
儀
参

加
者
や
自
宅
か
ら
出
棺
し
葬
儀
場
に
至
る
葬
列
を
組
む
葬
儀
様
式
は
、
静
岡
県
の
事

例

と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
弔
詞
に
は
「
狭
山
村
は
特
に
村
会
の
決
議
を
以
て
本

日
村
葬
の
儀
を
行
ふ
」
と
あ
る
が
、
村
会
議
決
で
葬
儀
施
行
順
序
を
決
め
る
の
も
静

岡
県
内
の
事
例
で
確
認
し
た
。
こ
の
中
村
広
助
の
葬
儀
の
弔
辞
で
は
、
「
義
は
山
嶽
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よ
り
も
重
く
、
死
は
鴻
毛
よ
り
も
軽
し
」
と
の
『
軍
人
勅
諭
』
や
、
「
義
勇
公
に
奉
し
」

と
い
う
『
教
育
勅
語
』
の
一
節
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
勅
諭
や
勅
語
の

一
文

の

活
用
は
日
露
戦
時
に
更
に
一
般
に
広
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
「
死
す
へ
き
の

時
に
死
せ
ざ
れ
は
死
に
勝
る
の
塊
有
り
と
」
と
い
う
死
を
称
揚
す
る
言
説
も
眼
を
引

き
、
さ
ら
に
「
英
霊
」
も
複
数
の
弔
詞
に
登
場
す
る
。

　
『
都
史
資
料
集
成
』
（
同
前
）
に
は
、
日
清
戦
争
に
現
役
兵
と
し
て
従
軍
し
た
後

さ
ら
に
台
湾
に
派
兵
さ
れ
、
満
期
除
隊
直
後
、
一
八
九
六
年
一
一
月
二
日
に
東
京
陸

軍
衛
戌
病
院
で
病
死
し
た
歩
兵
一
等
卒
岩
田
民
蔵
の
葬
儀
行
列
も
掲
載
さ
れ
て
い
る

〔四
八
八

頁
〕
。
こ
の
葬
儀
も
、
徴
兵
参
事
官
の
弔
詞
に
、
「
村
会
の
議
決
を
経
て
特

に
村
葬
の
儀
を
行
ふ
」
と
あ
り
、
葬
儀
へ
の
村
の
関
わ
り
方
や
葬
儀
行
列
と
葬
儀
場

の

様
式
は
、
そ
の
ま
ま
日
清
戦
後
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
体

は
、
陸
軍
病
院
か
ら
遺
族
に
引
き
取
ら
れ
、
こ
の
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
。
葬
儀
費
用

は
、
特
別
寄
付
、
当
日
の
香
典
料
、
村
内
戸
別
割
に
沿
っ
た
賦
課
金
で
賄
わ
れ
て
い

る
が
、
村
内
一
律
の
戸
別
割
等
級
に
準
拠
し
た
賦
課
方
式
登
場
の
初
期
の
事
例
と
思

わ

れ

る
。
戦
死
（
戦
病
死
）
者
の
葬
儀
費
が
税
の
徴
収
方
式
に
準
じ
て
徴
収
さ
れ
る

と
い
う
意
味
で
、
「
公
葬
」
に
更
に
一
歩
近
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
4
）
法
会
と
追
悼
碑

　

こ
の
節
の
標
題
の
事
項
に
関
し
、
私
は
ほ
と
ん
ど
語
る
能
力
を
持
た
な
い
が
、
日

清
戦
争
期
の
戦
役
紀
念
碑
が
戦
死
者
を
特
に
区
分
す
る
も
の
が
比
較
的
少
な
く
、
戦

死
者
を
「
特
別
視
し
て
英
霊
化
」
す
る
傾
向
も
弱
い
と
い
う
檜
山
の
見
解
に
関
わ
っ

て
、
若
干
の
議
論
を
提
出
し
て
お
こ
う
。

　
檜

山
の
統
計
的
な
分
析
の
結
論
は
む
ろ
ん
首
肯
で
き
る
が
、
や
や
気
に
な
る
の
は

仏
教
諸
派
の
動
向
で
あ
る
。

　
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
1
巻
日
清
戦
争
と
東
京
①
〕
か
ら
仏
教
諸
派
の
戦
死
者
法
会

の
主
な
資
料
を
引
き
抜
く
と
〔
四
五
〇
～
四
七
四
頁
〕

　
一
八
九
五
年
七
月
二
四
日
、
小
石
川
善
光
寺
で
信
州
善
光
寺
大
本
願
上
人
を
招
待

　
し
、
戦
死
者
遺
族
を
呼
び
大
法
会
執
行

　
同
年
一
〇
月
六
日
、
荏
原
郡
戦
死
者
大
法
会
（
郡
内
各
宗
合
同
執
行
）

　
同
年
一
〇
月
二
二
日
、
北
多
摩
郡
立
川
村
普
済
寺
で
戦
病
死
者
大
法
会
、
郡
役
所

　
ル
ー
ト
で
も
遺
族
へ
通
知
。

　
同
年
＝
月
二
一
二
日
、
西
多
摩
郡
青
梅
町
乗
願
寺
で
戦
病
死
者
大
施
餓
鬼
執
行
（
例

　
年
の
法
会
を
追
弔
に
）
、
郡
役
所
ル
ー
ト
で
も
通
知
。

　
同
年
一
二
月
二
〇
日
、
芝
公
園
で
近
衛
師
団
関
係
者
の
曹
洞
宗
追
弔
大
法
会

　
同
年
六
月
一
九
日
よ
り
浅
草
本
願
寺
で
戦
病
死
者
追
悼
会
、
「
英
霊
」
へ
の
弔
意

の

如
く
で
あ
る
。
前
掲
白
川
哲
夫
「
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
戦
死
者
追
弔
行
事
と
仏

教
界
」
が
詳
細
に
跡
づ
け
た
よ
う
に
、
日
清
戦
争
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
仏
教
諸

派
は
極
め
て
活
発
に
戦
死
者
追
悼
行
事
を
展
開
し
て
い
た
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
行

事
は
、
そ
の
も
の
自
体
が
社
会
的
影
響
を
も
つ
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
み
た
地
域
の

戦
死
者
葬
儀
へ
の
多
数
の
仏
教
徒
の
葬
儀
参
加
を
通
じ
て
、
戦
死
者
観
に
影
響
を
与

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
あ
わ
せ
て
、
前
記
の
論
点
と
関
わ
っ
て
み
て
お
き
た
い
の
は
、
以
下
の
追
悼
碑
建

立

と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
都
史
資
料
集
成
』
〔
第
1
巻
日
清
戦
争
と
東
京
②
〕

か

ら
抜
き
出
し
た
も
の
だ
が
、
紀
念
碑
・
追
弔
碑
な
ど
を
建
設
順
に
並
べ
る
と
、
以

下
の

よ
う
に
な
る
〔
四
九
七
～
五
二
〇
頁
〕
。
（
仏
は
仏
教
系
、
神
は
神
道
系
）

　
一
八
九
五
年
二
月
二
五
日
、
麻
布
長
谷
寺
境
内
へ
戦
死
者
追
弔
銅
塔
建
立
願
（
仏
）

　
同
年
九
月
二
日
、
荏
原
郡
駒
沢
村
日
蓮
宗
常
在
寺
境
内
へ
の
戦
病
死
者
追
弔
碑
文

　
建
設
願
（
仏
）

　

同
年
一
〇
月
一
〇
日
、
東
多
摩
郡
和
田
堀
之
内
村
日
蓮
宗
妙
法
寺
境
内
へ
の
戦
病

　
死
者
追
弔
碑
文
落
成
届
（
仏
）

　

同
年
一
〇
月
二
八
日
、
荏
原
郡
目
黒
村
祐
天
寺
境
内
へ
の
戦
病
死
者
追
弔
碑
文
建

　
設
願

（仏
）

　
一
八
九
六
年
三
月
一
八
日
、
北
多
摩
郡
内
三
十
か
町
村
有
志
よ
り
、
郡
内
大
国
魂

　
神
社
境
内
へ
の
従
軍
彰
功
碑
建
設
願
（
戦
病
死
者
の
招
魂
碑
）
（
神
）
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同
年
三
月
二
六
日
、
深
川
公
園
へ
の
深
川
区
出
身
従
軍
戦
死
病
死
者
の
追
悼
紀
念

　

碑
建
設
願

　

同
年
四
月
一
三
日
、
北
多
摩
郡
神
代
村
内
神
社
の
氏
子
よ
り
境
内
官
有
地
へ
の
従

　

軍
碑
建
設
願
（
神
）

　

同
年
八
月
二
二
日
、
北
多
摩
郡
立
川
村
内
諏
訪
神
社
境
内
へ
の
戦
捷
紀
念
碑
建
設

　

願

（神
）

　

同
年
一
一
月
二
五
日
、
北
多
摩
郡
砧
村
氷
川
神
社
境
内
へ
の
従
軍
紀
念
碑
建
設
願

　
（
神
）

　

同
年
＝
月
三
〇
日
、
南
葛
飾
郡
砂
村
八
幡
神
社
境
内
へ
の
従
軍
紀
念
碑
建
設
願

　
（
目
的
は
「
従
軍
せ
し
兵
士
」
の
名
誉
を
伝
え
、
「
死
傷
兵
士
の
父
兄
を
慰
め
」
る

　
た
め
）
（
神
）

　
一
八
九
七
年
一
月
二
七
日
、
西
多
摩
郡
東
秋
留
村
二
宮
神
社
境
内
へ
の
凱
旋
紀
念

　
碑
建
設
願
（
「
長
く
殉
国
の
忠
魂
を
祭
り
、
親
く
遺
族
者
の
心
情
を
も
慰
候
様
致

　
度
」
）
（
神
）

　
見
て

の

と
お
り
乏
し
い
事
例
で
、
こ
こ
か
ら
議
論
を
進
め
る
の
は
危
険
だ
が
、
仏

教
系
は
追
弔
法
会
の
展
開
と
併
行
し
て
比
較
的
早
期
に
戦
病
死
者
追
弔
碑
の
建
設
を

各
地
で
進
め
て
い
る
。
こ
れ
に
遅
れ
て
、
神
社
境
内
へ
の
従
軍
紀
念
碑
・
戦
捷
紀
念

碑
の
建
設
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
後
者
の
傾
向
の
分
析
は
，
檜
山
の
指
摘
通
り
で
あ

ろ
う
こ
と
は
こ
れ
ら
の
僅
か
な
事
例
か
ら
も
伺
え
る
が
、
総
合
す
れ
ば
、
日
清
戦
争

当
時
、
仏
教
諸
派
が
戦
死
者
追
弔
行
事
を
旺
盛
に
展
開
し
、
戦
病
死
者
追
弔
碑
建
設

と
い
う
両
輪
で
、
民
衆
の
戦
死
者
追
弔
の
期
待
に
沿
い
、
神
社
は
文
字
通
り
戦
捷
祈

願
、
健
勝
祈
願
の
た
め
に
祈
念
す
べ
き
場
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
日
露
戦
争
で
膨
大
な
戦
死
者
が
生
ま
れ
、
靖
国
神
社
の
戦
没
者
慰
霊

が

よ
り
大
き
な
社
会
的
機
能
を
発
揮
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
地
域
の
神
社
は
忠
魂
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

設
置
の
場
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

②
日
露
戦
争
1
1
公
葬
の
確
立

（
1
）
戦
死
通
知
1
1
「
名
誉
の
戦
死
」
の
一
般
化

　

日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
陸
軍
は
一
九
〇
五
（
明
治
三
七
）
年
五
月
三
〇
日
付
け
で

新
た
な
戦
死
者
取
扱
規
程
と
し
て
「
戦
場
掃
除
及
戦
死
者
埋
葬
規
則
」
を
制
定
し
た
。

本
稿

に
関
係
す
る
範
囲
で
の
主
な
規
定
は
、
以
下
の
通
り
〔
原
田
「
陸
海
軍
墓
地
制

度
史
」
〕
。

　
①
戦
闘
が
終
わ
る
毎
に
「
掃
除
隊
」
を
編
成
し
て
戦
死
者
を
捜
索
し
、
遺
留
品
を

　
処
理
す
る
等
の
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
。

②
「
帝
国
軍
隊
所
属
者
の
死
体
は
火
葬
し
」
と
火
葬
が
原
則
と
な
っ
た
。
第
九
条

　
で
、
そ
の
火
葬
は
「
各
別
に
火
葬
し
其
の
遺
骨
を
内
地
に
還
送
す
へ
し
」
と
あ
る
。

　
た
だ
し
九
条
の
但
し
書
き
は
、
「
場
合
に
依
り
遺
髪
を
還
送
し
、
遺
骨
は
之
を
戦

　
場
に
仮
葬
す
る
こ
と
を
得
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
下
士
兵
卒
に
在
り
て
は
事
情
の

　
許

さ
さ
る
と
き
は
遺
髪
を
還
送
し
、
死
体
は
取
纏
め
火
葬
す
る
こ
と
を
得
」
と
さ

　
れ
た
。

③
仮
葬
は
、
「
各
別
に
埋
葬
」
す
べ
き
だ
が
「
若
し
之
を
為
す
能
は
さ
る
場
合
に

於
て
は
合
葬
す
る
」
と
し
た
。

④
内
地
還
送
の
遺
骨
、
ま
た
は
仮
葬
さ
れ
た
遺
骨
は
、
最
終
的
に
は
「
内
地
の
陸

　
軍
埋
葬
地
に
葬
る
を
例
と
す
」
と
し
、
「
遺
族
よ
り
其
の
引
受
を
願
ふ
と
き
は
之

を
許
す
こ
と
を
得
」
と
し
た
。

⑤
埋
葬
の
場
合
の
階
級
相
応
の
儀
式
を
規
定
し
「
其
の
地
所
在
の
部
隊
に
従
軍
の

神
官
僧
侶
教
師
又
は
他
の
教
法
家
あ
る
と
き
は
之
に
会
葬
せ
し
む
」
と
し
た
。

⑥
戦
死
者
の
遺
留
品
中
私
有
物
は
「
本
人
の
遺
骨
又
は
遺
髪
と
共
に
一
包
と
為

し
」
氏
名
な
ど
を
表
記
し
、
留
守
部
隊
に
送
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
こ
の
規
定
に

関
し
て
は
、
原
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
軍
の
指
示
文
書
か
ら
判
断
し
て
、
現
地
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部
隊
か

ら
本
籍
地
の
遺
族
に
遺
骨
を
直
接
送
付
し
て
い
る
例
が
あ
っ
た
と
推
察
さ

　
れ
る
。

　
以
上

を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
規
程
と
の
対
比
で
以
下
の
戦
死
者
に
対
す
る
具
体

的
扱
い
・
通
報
の
事
例
を
戦
死
（
戦
病
死
）
時
期
の
早
い
順
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　
事
例
一
：
戦
死
者
名
榊
原
丈
次
郎
／
静
岡
県
駿
東
郡
浮
島
村
出
身
／
陸
軍
歩
兵

上
等
兵
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
八
中
隊
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
榊
原
弘
氏
所
蔵

文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕

　
戦
死

は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
六
月
一
五
日
。
戦
死
通
報
の
第
一
報
は
そ

の
翌

日
、
六
月
一
六
日
付
け
で
、
所
属
の
同
小
隊
か
ら
父
親
宛
に
発
信
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
遼
東
半
島
得
利
寺
の
「
大
激
戦
」
で
「
砲
弾
小
銃
弾
夕
立
雨
の
如
き
」

戦

闘
中
「
遂
に
敵
弾
に
中
り
て
名
誉
な
る
戦
死
を
遂
げ
ら
れ
」
、
御
両
親
は
落
胆
の

こ
と
だ
ろ
う
が
「
今
回
は
日
清
の
役
と
は
違
ひ
紀
元
以
来
の
世
界
に
希
な
る
戦
闘
な

れ

ば
、
国
家
の
為
、
皆
死
す
る
者
と
思
召
ん
、
何
卒
御
明
ら
め
な
ら
れ
度
」
と
あ
り
、

最
後
に
「
君
の
御
死
体
は
中
隊
長
以
下
一
般
集
ら
れ
従
軍
僧
侶
の
経
を
本
に
最
も
御

手
厚
く
御
葬
儀
の
上
後
世
迄
も
残
る
様
に
大
碑
を
建
立
せ
ら
れ
候
」
と
遺
体
処
理
の

模
様

を
記
し
た
後
、
「
死
残
り
」
し
た
自
分
と
し
て
は
戦
死
し
た
「
榊
原
君
の
仇
は

必
ず
討
ち
升
す
覚
悟
致
し
居
り
候
間
、
何
卒
御
明
め
の
程
」
と
結
ん
で
い
る
。
遺
体

処
理
は
上
記
⑤
の
規
定
通
り
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
に
次
い
で
、
六
月
二
三
日
付
け
で
、

同
中
隊
同
分
隊
の
兵
士
よ
り
、
遺
族
に
戦
死
の
知
ら
せ
が
届
い
た
。
手
紙
の
最
後
に

は
戦
死
の
正
確
な
日
時
が
記
録
さ
れ
、
「
名
誉
の
戦
死
者
榊
原
丈
次
郎
君
」
と
記
さ

れ
て

い

る
。
中
隊
か
ら
の
正
式
な
戦
死
の
知
ら
せ
は
、
七
月
二
日
付
け
で
届
い
た
。

し
か
し
、
⑥
の
内
、
遺
髪
は
、
遺
族
の
引
き
受
け
要
望
に
も
関
わ
ら
ず
、
留
守
部
隊

に
も
（
予
定
通
り
に
は
）
届
か
な
か
っ
た
。
戦
死
者
の
父
親
は
浮
島
村
長
に
依
頼
し

て
、
静
岡
の
留
守
部
隊
に
対
し
遺
髪
到
着
に
付
き
問
合
せ
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
す
る
一
〇
月
二
〇
日
付
け
の
回
答
に
は
、
得
利
寺
戦
死
将
校
の
荷
物
と
と
も
に
遺

髪
を
送
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
「
該
荷
物
未
着
に
て
」
、
現
地
に
照
会
中
で
あ
り
、
「
紛

失
等
の
確
否
は
二
週
間
後
位
に
は
判
明
候
間
御
承
知
被
下
度
候
」
と
あ
る
。

　
事
例
二
：
静
岡
県
榛
原
郡
中
川
根
村
で
の
、
一
九
〇
四
年
六
月
三
〇
日
付
、
村

内
組
頭
か
ら
村
役
場
へ
の
戦
死
者
弔
い
執
行
に
つ
い
て
の
問
合
せ
文
に
は
、
「
私
組

内
の
樫
下
浜
一
氏
は
、
去
る
十
五
日
得
利
寺
役
の
激
戦
に
於
て
肺
の
箇
所
を
貫
通
さ

れ
即
死
致

さ
る
こ
と
、
小
林
作
次
君
の
書
面
に
接
し
、
私
も
軍
の
委
細
拝
見
承
り
候
。

樫
下

家
の
母
は
非
常
に
悲
み
居
候
。
其
筋
よ
り
公
報
な
き
ま
で
は
如
何
致
置
候
て
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
マ
　
マ
　
）

敷

や
、
前
途
の
方
針
御
伺
申
上
候
」
、
「
二
伸
　
樫
下
君
を
浜
松
の
を
し
ょ
う
（
和

尚
）
が
弔
い
た
る
よ
し
」
と
あ
る
〔
『
中
川
根
町
史
　
近
現
代
資
料
編
上
巻
』
二
〇
〇
四

年
、
三
一
二
四
頁
〕
。
事
例
一
と
同
じ
く
、
ま
ず
は
近
し
い
戦
友
か
ら
遺
族
に
戦
死
が
通

報
さ
れ
て
お
り
、
遺
体
処
理
の
模
様
も
そ
の
手
紙
か
ら
遺
族
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
こ

で
も
遺
体
の
弔
い
は
、
⑤
の
通
り
に
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
事
例
三

：
戦
死
者
名
鈴
木
常
次
郎
／
静
岡
県
駿
東
郡
鷹
根
村
出
身
／
陸
軍
歩
兵

二
等
卒
（
死
後
一
等
卒
へ
）
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
一
二
中
隊
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館

所
蔵
、
沼
津
市
青
野
鈴
木
作
蔵
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
お
よ
び
鷹
根
村
役
場
『
明

治
三
拾
七
年
二
月
　
出
征
軍
人
名
簿
』
沼
津
市
役
所
蔵
〕

　
戦
死

は
一
九
〇
四
年
八
月
三
〇
日
。
九
月
二
五
日
付
け
で
父
親
か
ら
消
息
確
認
の

依
頼
文
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
村
長
宛
か
？
）
、
九
月
二
七
日
に
中
隊
長
代
理
か

ら
戦
死
の
報
告
が
遺
族
に
届
い
た
。
そ
れ
は
、
「
名
誉
の
戦
死
」
か
ら
始
ま
り
、
「
勇

敢
」
な
突
撃
中
の
被
弾
、
「
忠
烈
」
な
兵
士
の
損
失
、
「
軍
人
の
本
分
」
「
後
世
の
亀
鑑
」
、

霊

は
「
靖
国
社
」
に
万
世
に
渡
り
祭
ら
れ
る
こ
と
、
等
の
簡
単
な
文
章
で
あ
り
、
遺

体
処
理
法
の
記
載
は
な
い
。

　

事
例
四
：
戦
死
者
名
木
村
猪
三
郎
／
静
岡
県
駿
東
郡
片
浜
村
出
身
／
陸
軍
歩
兵

上
等
兵
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
一
二
中
隊
／
現
役
入
営
は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）

年
一
二
月
、
一
九
〇
一
年
一
〇
月
末
除
隊
、
一
九
〇
四
年
三
月
六
日
充
員
下
令
、
召

集
。
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
沼
津
市
西
間
門
木
村
弘
一
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
〕

　

戦
死
は
前
記
事
例
と
同
じ
遼
陽
戦
で
一
九
〇
四
年
八
月
三
一
日
。
戦
死
通
知
の
第

一
報

は
、
九
月
七
日
付
け
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
一
〇
中
隊
秋
山
徳
次
郎
よ
り
遺
族
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宛
手
紙
で
、
文
面
は
、
「
名
誉
の
御
戦
死
」
等
と
始
ま
り
、
「
実
に
痛
嘆
」
、
ご
愁
傷

様

と
自
身
と
遺
族
を
察
す
る
気
持
ち
を
記
し
、
「
遺
髪
封
入
差
送
り
候
間
御
受
納
被

下

度
候
。
何
れ
遺
骨
は
連
隊
よ
り
御
送
付
有
之
可
し
。
死
体
は
委
員
あ
り
て
極
め
て

町
嘩
に
取
扱
ひ
候
間
御
報
申
上
候
」
と
遺
体
処
理
を
報
告
し
て
い
る
。
遺
体
処
理
は

や
は

り
⑤
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
遺
髪
は
直
接
遺
族
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点

は
、
九
月
一
二
日
付
け
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
七
中
隊
歩
兵
一
等
卒
椙
山
松
次
郎
よ

り
遺
族
宛
手
紙
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
同
手
紙
に
は
、
「
敵
陣
に
突
撃
致
候
直
最
中
」

「名
誉
な
る
戦
死
」
と
死
亡
状
況
を
書
き
つ
づ
っ
た
後
、
中
隊
の
戦
友
丁
寧
に
埋
葬

致

し
、
実
家
に
頭
髪
を
送
っ
た
と
の
こ
と
で
安
心
、
遺
物
は
中
隊
よ
り
送
ら
れ
る
筈
、

と
あ
る
。
遺
骨
に
つ
い
て
は
最
初
の
手
紙
の
文
面
よ
り
後
者
の
手
紙
の
方
が
信
懸
性

が
高
い
だ
ろ
う
。
現
地
に
埋
葬
さ
れ
、
上
記
規
定
⑥
に
沿
っ
て
、
遺
物
は
留
守
部
隊

に
送
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
、
九
月
付
け
で
第
一
二
中
隊
長
代
理
よ
り
遺

族
宛
に

正
式
に
戦
死
を
報
じ
る
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
。
中
隊
通
報
は
、
敵
へ
の
強
襲
、

突
撃
、
率
先
し
て
突
撃
、
最
も
勇
敢
な
る
動
作
、
被
弾
、
忠
烈
な
る
勇
士
、
天
晴
軍

人

の
本
分
、
後
世
の
亀
鑑
、
そ
の
名
を
永
く
伝
え
、
霊
は
靖
国
へ
、
と
い
う
決
ま
り

文
句
を
つ
な
い
だ
文
面
で
、
遺
体
処
理
の
模
様
は
、
事
例
三
同
様
に
記
さ
れ
て
い
な

い
。

事
例
五

：
戦
死
者
名
原
松
吉
／
静
岡
県
駿
東
郡
大
平
村
出
身
／
歩
兵
一
等
卒
、
歩

兵
第
三
四
連
隊
第
＝
中
隊
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
沼
津
市
大
平
　
原
靖
彦
氏

所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕

　
戦
死

は
一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
四
日
。
一
〇
月
二
四
日
付
け
で
中
隊
長
代
理
よ
り

原
松
吉
戦
死
の
通
知
、
文
面
に
は
、
出
征
以
来
模
範
的
な
兵
士
で
あ
り
、
十
里
河
の

戦
い

（沙
河
会
戦
）
で
も
「
泰
然
自
若
と
し
て
勇
戦
奮
闘
」
目
覚
ま
し
い
動
作
で
あ
っ

た
が
、
遂
に
敵
弾
に
よ
り
「
名
誉
の
戦
死
を
遂
げ
」
た
。
「
遺
髪
及
び
遺
物
は
近
日

の
内
御
送
付
」
と
あ
る
。
や
は
り
、
遺
体
処
理
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
遺
髪
と
遺
物
は
、

留
守
部
隊
経
由
だ
ろ
う
が
、
遺
族
に
送
付
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
一
一

月
二
七
日
付
け
の
恐
ら
く
は
同
郷
の
兵
士
（
第
三
師
団
第
＝
補
助
輸
卒
隊
第
一
小

隊
第
一
分
隊
）
の
遺
族
へ
の
見
舞
い
の
軍
事
郵
便
（
葉
書
）
も
残
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
「
敵
弾
の
た
め
に
名
誉
の
戦
死
を
遂
げ
さ
せ
ら
れ
候
由
、
天
晴
勇
士
の
本
分

を
尽
さ
せ
ら
れ
候
」
と
あ
る
。

　

事
例
六
：
戦
死
者
名
原
田
吉
助
／
静
岡
県
田
方
郡
西
浦
村
出
身
／
歩
兵
軍
曹
、

歩
兵
第
三
四
連
隊
第
三
中
隊
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
文
書
〕

　

戦
死

は
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
三
月
二
日
。
戦
死
の
第
一
報
は
、
三
月
一
〇

日
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
第
三
中
隊
第
三
小
隊
第
四
分
隊
一
同
よ
り
軍
事
郵
便
は
が
き

に
よ
る
遺
族
へ
の
通
知
で
、
「
二
日
午
後
二
時
頃
・
・
前
進
中
に
敵
之
砲
弾
之
為
め

名
誉
の
負
傷
致
し
早
々
纐
帯
所
へ
至
り
紬
帯
致
し
候
得
共
遂
に
三
日
午
前
四
時
頃
に

死
去
仕
候
に
付
一
寸
御
報
知
申
上
候
」
と
極
め
て
具
体
的
に
戦
死
の
模
様
が
つ
づ
ら

れ
て

い

る
。
葉
書
の
差
出
人
は
、
静
浦
村
出
身
で
「
当
地
に
着
以
来
同
分
隊
に
て
原

田
軍
曹
と
は
兄
弟
同
様
」
の
上
等
兵
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
写
し
が
西
浦
村
役
場
か

ら
、
村
内
各
区
長
に
回
覧
さ
れ
、
戦
死
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
三
月
二
五
日
、

中
隊
長
か
ら
妻
宛
に
戦
死
の
正
式
部
隊
通
知
が
届
い
た
（
手
紙
日
付
け
は
三
月
一
四

日
）
。
文
面
に
は
、
「
前
略
　
奉
天
付
近
の
大
戦
勝
の
吉
慶
に
伴
ひ
こ
こ
に
悲
衷
な
る

通
報

す
る
の
不
得
止
に
至
り
候
。
貴
殿
方
歩
兵
軍
曹
原
田
吉
助
殿
に
は
…
奉
天

省
金
山
台
に
頑
守
す
る
敵
を
攻
撃
す
る
に
際
し
、
君
は
特
別
任
務
を
以
て
中
隊
の
左

側

に
出
で
弾
丸
雨
下
の
間
に
部
下
を
督
励
し
て
其
の
任
務
を
果
せ
り
。
以
て
少
か
ら

ざ
る
武
功
を
樹
て
た
る
に
無
情
な
る
哉
、
敵
の
砲
弾
は
君
が
前
額
部
を
貫
通
し
頗
る

重
傷

を
蒙
り
直
ち
に
衛
生
隊
に
収
容
せ
ら
れ
周
到
な
る
医
官
の
施
療
を
受
け
し
も
遂

に
其
の
切
な
く
、
翌
参
日
午
前
五
時
仮
揃
帯
所
に
於
て
傷
死
す
る
に
至
れ
り
。
鳴
呼

惜
し
む
可
し
、
一
同
衷
涙
に
咽
ひ
同
情
の
念
禁
ず
る
能
は
す
。
こ
こ
に
弔
意
を
表
し

及
御
通
知
候
也
」
、
「
追
て
遺
髪
遺
物
等
は
不
日
補
充
大
隊
に
送
付
可
致
候
間
御
受
取

方
御
承
知
相
成
度
候
」
と
あ
る
。
中
隊
の
通
報
文
と
し
て
は
極
め
て
リ
ア
ル
だ
が
、

最
初
の
戦
友
の
知
ら
せ
と
比
べ
る
と
脚
色
文
が
多
く
盛
ら
れ
て
い
る
。
遺
髪
、
遺
物

に
つ
い
て
は
、
留
守
部
隊
を
通
じ
て
受
け
取
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
戦
死
者
が
軍

曹
で
あ
っ
た
事
が
こ
う
し
た
丁
寧
な
中
隊
か
ら
の
文
面
と
し
て
現
れ
た
の
だ
ろ
う
。
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事
例
七
：
戦
死
者
名
吉
田
平
治
郎
／
静
岡
県
田
方
郡
西
浦
村
出
身
／
歩
兵
第

三
四

連
隊
第
五
中
隊
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
文
書
〕

　
戦
死

は
、
一
九
〇
五
年
三
月
四
日
。
三
月
二
六
日
に
中
隊
長
よ
り
遺
族
宛
手
紙
が

届
け
ら
れ
た
。
そ
の
文
面
は
、
「
拝
啓
　
御
令
息
故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
吉
田
平
治
郎

氏

は
出
征
以
来
当
中
隊
に
属
し
為
君
国
孜
々
軍
務
に
尽
痒
罷
在
候
処
、
本
月
三
日
よ

り
奉
天
付
近
の
会
戦
中
同
四
日
当
隊
か
小
牙
嶺
子
攻
撃
の
際
敵
弾
雨
注
の
間
に
在
り

て

衆

と
共
に
進
撃
中
不
幸
敵
弾
の
為
め
に
遂
に
名
誉
の
戦
死
を
遂
ぐ
る
に
至
れ
り
。

其
動
作
頗
る
勇
敢
に
し
て
軍
人
の
面
目
之
に
過
き
す
候
。
小
官
に
於
て
も
斯
の
如
き

忠
勇
な
る
部
下
を
失
ひ
し
は
実
に
痛
惜
の
念
に
堪
へ
す
。
御
遺
族
方
に
於
て
も
定
め

し
御
愁
傷
の
御
事
と
遥
か
に
同
情
を
表
し
候
。
先
は
不
敢
取
御
通
知
に
及
び
候
。
追

て

遺
物

品
等
も
可
有
之
候
得
共
夫
れ
く
手
続
を
経
て
還
送
可
致
候
」
と
い
う
内
容

で
、
事
例
六
ほ
ど
の
リ
ア
ル
さ
は
な
い
。
な
お
、
事
例
六
、
七
と
も
に
、
西
浦
村
役

場
文
書

に
残
さ
れ
た
「
手
紙
の
写
し
」
で
あ
り
、
村
内
に
紹
介
な
い
し
、
凱
旋
慰
労

会

を
兼
ね
た
招
魂
祭
で
朗
読
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
の
遺
族
は
、
歩
兵
第

三
四

連
隊
補
充
大
隊
か
ら
遺
髪
を
受
領
、
そ
の
後
、
「
依
願
遺
骨
を
親
族
へ
下
付
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
に
よ
り
」
、
埋
葬
料
と
し
て
同
隊
よ
り
一
八
円
が
支
給
さ
れ
た
。

　
事
例
八
：
戦
死
日
時
は
特
定
で
き
な
い
が
、
遺
骨
と
遺
髪
の
伝
達
に
関
し
留
守

部
隊

と
遺
族
の
関
係
が
分
か
る
史
料
で
あ
る
。
「
戦
死
者
遺
骨
伝
達
　
貴
村
出
身
故

陸
軍
工
兵
上
等
兵
橋
本
卯
太
郎
君
兼
て
遺
髪
御
交
付
致
置
候
処
、
今
回
更
に
遺
骨
到

着
致
候
に
付
て
は
前
回
に
準
じ
遺
族
へ
御
引
取
可
有
之
候
や
、
亦
は
既
に
葬
儀
執
行

済
の

為
め
御
引
取
無
之
候
は
ば
、
当
隊
に
於
て
埋
葬
可
致
候
に
付
、
此
旨
遺
族
へ

御
伝
達

の
上
何
分
の

御
回
答
相
煩
度
此
段
及
御
照
会
候
也
。
明
治
三
十
八
年
二
月

七

日
　
工
兵
第
三
大
隊
補
充
大
隊
　
磐
田
郡
下
阿
多
古
村
役
場
御
中
」
。
な
お
、
二

月
一
六
日
、
遺
族
（
養
父
）
が
「
遺
骨
　
壱
個
」
を
受
領
し
た
〔
前
掲
『
天
竜
市
史

　
史
料
編
七
』
三
六
二
頁
〕
。
本
史
料
は
既
に
遺
族
に
遺
髪
が
伝
達
さ
れ
た
後
、
遺
骨

が
留
守
部
隊
に
届
い
た
の
で
、
遺
骨
も
併
せ
て
引
き
取
る
か
否
か
を
遺
族
に
確
認
し

た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
も
、
遺
族
へ
の
遺
骨
引
き
取
り
確
認
が

行
わ
れ
て
お
り
、
引
き
取
り
意
志
が
な
い
場
合
、
陸
軍
埋
葬
地
に
葬
る
と
い
う
「
戦

場
掃
除
及
戦
死
者
埋
葬
規
則
」
第
一
〇
条
の
実
際
が
見
て
と
れ
る
文
書
で
あ
る
。
同

条
は
還
送
さ
れ
た
遺
骨
・
遺
髪
は
「
陸
軍
埋
葬
地
に
葬
る
を
例
と
す
」
と
し
て
、
但

し
書
き
に
よ
り
遺
族
の
引
受
願
へ
の
許
可
条
項
を
記
し
て
い
る
が
、
実
際
の
運
用
に

当
っ
て
は
、
遺
族
の
意
思
の
確
認
が
前
提
と
さ
れ
、
引
き
取
る
意
向
が
示
さ
れ
な
い

場
合
、
陸
軍
埋
葬
地
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
事
例
を
通
じ
て
、
全
体
と
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
遺
骨
は
、
少
な
く
と
も
戦
争
中
は
、
遺
族
の
も
と
に
ほ
と
ん
ど
届
け
ら

れ
て

い

な
い
。
届
け
ら
れ
た
の
は
遺
髪
、
遺
物
で
あ
り
、
日
清
戦
争
時
と
の
違
い
で

あ
る
。
葬
儀
は
、
主
と
し
て
遺
髪
引
き
取
り
を
受
け
て
営
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
戦
死
の
知
ら
せ
は
、
戦
友
や
戦
場
の
同
郷
者
か
ら
、
そ
し
て
後
に
中
隊

か

ら
「
公
」
的
な
戦
死
の
知
ら
せ
が
送
ら
れ
た
。
中
隊
か
ら
の
戦
死
の
通
報
分
は
、

基
本
的
な
文
章
の
展
開
パ
タ
ー
ン
は
日
清
戦
争
と
同
様
で
あ
る
が
、
日
清
戦
争
時
以

上

に
ど
れ
も
非
常
に
似
通
っ
た
内
容
で
あ
り
、
戦
死
通
報
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
た

の

で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
文
面
の
同
類
型
化
は
、
戦
友
た
ち
の
手
紙
に
つ
い
て

も
進
ん
で
お
り
、
「
名
誉
の
戦
死
」
以
下
の
決
ま
っ
た
文
言
が
ど
の
手
紙
に
も
頻
出

す
る
。
靖
国
の
記
載
も
広
が
っ
た
。

　

こ
う
し
た
戦
場
か
ら
の
戦
死
を
知
ら
せ
る
手
紙
は
、
行
政
網
を
通
じ
て
町
村
内
に

戦
死
を
通
報
し
た
際
に
、
あ
る
い
は
葬
儀
を
通
じ
て
流
布
さ
れ
た
の
で
、
戦
場
の
戦

死
観

は
、
日
清
戦
争
期
よ
り
は
る
か
に
巨
大
な
規
模
で
銃
後
世
界
に
影
響
を
与
え
た

と
思
わ
れ
る
（
こ
の
論
文
が
主
た
る
対
象
と
す
る
静
岡
県
の
場
合
、
日
露
戦
争
の
死

亡

者
数
は
日
清
戦
争
の
八
倍
に
達
す
る
）
。
一
九
〇
五
年
三
月
三
〇
日
、
西
浦
村
役

場

は
、
同
村
出
身
の
戦
場
の
兵
士
た
ち
に
銃
後
の
村
の
状
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
を
発

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
記
載
さ
れ
た
村
の
戦
死
者
情
報
に
は
、
「
二
日
弦
に
悲
む

べ
き
遺
憾
骨
髄
に
徹
し
語
る
も
鳴
咽
涙
堪
へ
兼
候
。
奉
天
付
近
戦
闘
に
於
て
本
村
出

征
軍
人
の
安
否

は
左
に
御
報
知
申
候
。
歩
兵
軍
曹
原
田
吉
助
君
は
三
月
三
日
奉
天
省

金
山
台
の
敵
を
攻
撃
の
際
、
敵
の
砲
弾
頭
部
に
中
り
名
誉
の
戦
死
。
（
以
下
同
様
に
、

52



荒川章二［兵士が死んだ時工

二
人
の

「名
誉
の
戦
死
」
者
を
記
載
）
。
此
の
三
氏
は
残
念
な
が
ら
名
誉
の
戦
死
を

遂
け
奉
天
省
朔
北
の
野
の
露
と
な
る
も
芳
名
あ
る
英
霊
は
長
く
久
し
く
靖
国
神
社
に

奉
祀
せ

ら
る
。
鳴
呼
君
等
死
す
と
も
尚
余
栄
あ
り
」
と
い
う
具
合
に
、
名
誉
の
戦
死

は

常
套
句
と
し
て
登
場
し
、
英
霊
、
靖
国
も
ご
く
「
自
然
」
に
記
さ
れ
た
〔
「
明
治

三

八
年
五
月
～
明
治
三
九
年
　
出
征
軍
人
家
族
保
護
と
し
て
出
金
方
（
他
綴
）
」
沼
津
市
明

治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
文
書
〕
。

　
な
お
、
前
掲
『
中
川
根
町
史
　
近
現
代
資
料
編
上
巻
』
に
は
、
一
九
〇
四
年
六
月

二
八

日
付
の
村
役
場
か
ら
郡
役
所
に
対
す
る
「
其
筋
」
へ
の
出
征
兵
士
生
死
の
照
会

依
頼

に
関
す
る
文
書
に
続
け
て
、
「
右
者
・
・
近
衛
補
充
大
隊
長
よ
り
行
方
不
明
に

付
合
葬
し
た
き
に
依
り
写
真
を
送
付
せ
ら
れ
度
旨
実
家
に
申
越
し
あ
り
。
・
・
先
つ

十
中
の
九
分
九
厘
戦
死
せ
し
も
の
と
存
候
」
と
、
七
月
三
日
付
け
続
報
が
掲
載
さ
れ

て

い

る
〔
三
三
四
～
三
三
六
頁
〕
。
行
方
不
明
の
兵
士
が
ど
う
扱
わ
れ
た
か
を
示
す
遣

り
取
り
で
あ
る
。

（
2
）
葬
儀
規
定
と
遺
族
出
迎
え
法
の
確
立

　

日
露
戦
争
で
は
、
開
戦
初
期
よ
り
戦
死
（
戦
病
死
）
者
の
発
生
を
予
想
し
て
予
め

地
方
団
体
の
葬
儀
規
程
を
制
定
す
る
動
き
が
現
れ
た
。
日
清
戦
時
に
は
な
か
っ
た
事

態
で
あ
る
。

　
静
岡
県
駿
東
郡
沼
津
町
で
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
七
月
六
日
、
「
沼
津

町
征
露
軍
人
戦
病
死
者
葬
儀
規
程
」
を
町
議
会
で
議
決
し
た
〔
前
掲
『
沼
津
市
史

史
料
編
近
代
1
』
六
八
三
頁
〕
。
内
容
は
、
戦
病
没
者
に
つ
き
、
本
籍
・
寄
留
に
か
か

わ
り
な
く
「
遺
族
か
当
町
に
現
住
す
る
も
の
は
凡
て
町
葬
と
な
す
」
と
日
露
戦
時
の

国
民
的
一
体
感
を
強
く
表
現
し
、
町
葬
費
用
は
、
戦
病
死
者
一
人
に
つ
き
三
〇
円
以

内
と
し
て
出
征
軍
人
家
族
保
護
金
か
ら
支
出
す
る
、
町
葬
事
務
の
処
理
の
た
め
葬
儀

委
員
二
七
名
を
置
き
「
葬
儀
に
関
す
る
一
切
の
諸
件
を
協
議
決
定
」
す
る
、
葬
儀
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

行
の
日
時
な
ど
は
新
聞
で
一
般
に
告
知
す
る
、
会
葬
者
へ
の
飲
食
物
は
一
切
差
し
出

さ
な
い
、
な
ど
で
あ
る
。
以
上
の
要
領
で
、
戦
時
の
戦
死
者
葬
儀
は
、
町
が
主
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
っ
て
行
う
こ
と
を
、
町
議
会
と
町
当
局
が
予
め
確
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
清

戦
争
時
に
比
べ
る
と
、
地
元
「
町
」
（
字
）
の
役
割
は
見
え
て
は
来
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
町
の
葬
儀
規
定
制
定
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
「
町
葬
」
を
標
榜
し

た

と
し
て
も
、
町
村
の
公
費
を
支
出
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
沼
津
町
長
は
、
公
費
支
出
の
可
否
に
つ
き
、
郡
長
に
伺
を
立
て
た
が
、

そ
の
結
果
は
、
「
戦
病
死
者
の
葬
儀
を
町
村
葬
と
な
す
か
如
き
軍
人
の
待
遇
上
甚
だ

美
挙

に
は
候
得
共
、
右
等
の
費
用
は
素
よ
り
町
村
行
政
以
外
に
属
す
る
を
以
て
町
村

の

公
費
を
以
て
支
弁
す
べ
き
限
り
に
無
之
候
条
右
に
御
了
知
有
之
度
」
と
い
う
否
定

的
な
も
の
で
あ
っ
た
〔
同
前
『
沼
津
市
史
』
六
八
四
頁
〕
。
回
答
日
は
、
上
記
規
程
制

定

日
か
ら
三
日
後
の
七
月
九
日
付
け
で
あ
る
が
、
郡
役
所
の
意
向
を
事
前
に
受
け
て
、

「
出
征
軍
人
家
族
保
護
金
か
ら
支
出
」
が
確
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
町

村
葬
へ
の
公
費
支
出
へ
の
駿
東
郡
の
考
え
方
は
、
郡
内
他
町
村
へ
も
通
牒
さ
れ
て
い

る
〔
鷹
根
村
役
場
『
自
明
治
舟
六
年
十
一
月
　
至
同
四
十
三
年
十
二
月
普
通
議
事
関
係
書
類
』

沼
津
市
立
図
書
館
蔵
、
愛
鷹
村
役
場
文
書
〕
。
な
お
、
家
族
保
護
金
は
、
日
露
戦
争
当

時
の
近
隣
他
町
村
の
徴
収
方
法
か
ら
見
て
、
額
の
差
は
あ
る
が
、
全
戸
か
ら
徴
収
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
付
加
的
な
戦
時
税
に
近
い
。

　
静
岡
市
で
も
、
制
定
日
が
不
明
だ
が
、
日
露
戦
時
葬
儀
規
約
が
制
定
さ
れ
た
〔
『
静

岡
県
史
資
料
編
十
八
近
現
代
三
』
一
九
九
二
年
、
一
四
一
頁
〕
。
そ
の
内
容
は
、
遺
族

の
葬
儀
実
施
意
思
が
前
提
、
市
は
花
等
の
増
品
を
送
り
、
市
長
・
市
参
事
会
員
・
市

会
議
員
・
名
誉
職
員
・
各
町
総
代
・
値
兵
団
・
奨
兵
会
等
団
体
役
員
は
葬
送
に
参
列

し
市
長
は
弔
詞
を
贈
る
、
葬
送
事
務
の
た
め
市
内
五
部
か
ら
一
〇
名
ず
つ
計
五
〇
名

の

葬
儀
委
員
を
選
び
他
に
市
吏
員
中
か
ら
も
葬
儀
係
を
設
け
る
、
葬
儀
委
員
は
新
聞

広
告
・
各
方
面
へ
の
葬
儀
執
行
通
知
等
遺
族
の
葬
儀
執
行
を
援
助
す
る
、
費
用
は
市

内
各
戸
が
戦
病
死
者
一
名
に
つ
き
一
銭
の
割
で
負
担
し
（
出
征
軍
人
家
族
は
外
す
）
、

葬
儀
委
員
が
取
り
ま
と
め
て
市
収
入
役
に
送
付
す
る
、
集
金
の
残
額
は
、
弔
慰
料
・

墓
碑
料
と
し
て
遺
族
に
贈
る
、
な
ど
で
あ
る
。
葬
儀
が
行
政
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、

葬
儀
費
用
も
全
市
的
に
行
政
網
を
利
用
し
て
徴
収
し
て
い
る
こ
と
は
、
沼
津
町
の
場
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合
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。

　
葬
儀
の
執
行
法
に
関
し
、
事
前
の
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
郡
レ
ベ
ル

で

も
確
認
で
き
る
。
『
静
岡
県
田
方
郡
誌
』
（
一
九
一
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
明
治

三

十
七
年
六
月
十
日
田
方
郡
奨
兵
会
は
戦
病
死
軍
人
の
葬
儀
に
関
し
左
の
通
り
決
定

し
た
り
。
一
、
戦
病
死
軍
人
の
葬
儀
は
奨
兵
会
各
町
村
支
部
之
が
催
主
た
る
べ
き
こ

と
、
一
、
葬
儀
の
費
用
は
死
者
一
名
分
、
将
校
な
れ
ば
金
五
拾
円
、
下
士
な
れ
ば
金

四

拾
円
、
兵
卒
な
れ
ば
金
参
拾
円
を
程
度
と
す
べ
き
こ
と
、
一
、
奨
兵
会
本
部
は
代

表
者
一
名
を
し
て
会
葬
せ
し
め
香
花
料
は
将
校
金
弐
拾
五
円
、
下
士
な
れ
ば
金
弐
拾

円
、
兵
卒
な
れ
ば
金
拾
五
円
と
し
て
之
を
催
主
た
る
支
部
へ
交
付
す
る
こ
と
、
一
、

各
町
村
支
部
は
神
官
及
僧
侶
に
交
渉
し
無
報
酬
に
て
司
祭
者
た
ら
し
む
べ
き
こ
と
、

一

、
会
葬
者
よ
り
玉
串
料
若
く
は
香
花
料
を
受
け
ず
又
酒
飯
等
を
供
せ
ざ
る
こ
と
、

一
、

会
葬
す
べ
き
も
の
は
左
の
通
り
と
す
　
神
官
僧
侶
、
奨
兵
会
支
部
役
員
、
在
郷

軍

人
、
町
村
会
議
員
、
各
区
長
、
区
内
住
民
、
小
学
校
職
員
、
小
学
校
生
徒
、
赤
十

字
社

員
、
右
の
外
各
種
団
体
員
其
他
有
力
者
」
、
「
葬
儀
の
際
静
岡
県
知
事
は
弔
詞

を
贈
り
又
は
代
理
官
を
派
遺
し
、
田
方
郡
長
は
必
ず
自
ら
会
葬
す
る
を
例
と
し
、
甲

乙

両
地

同
時
に
施
行
す
る
場
合
に
限
り
其
の
一
方
は
代
理
官
を
出
張
せ
し
め
ら
れ
た

り
。
以
上
の
方
法
に
依
り
て
施
行
し
た
る
葬
儀
を
観
る
者
嘆
息
し
て
謂
ふ
、
斯
人

死

し
て
余
栄
あ
り
と
、
以
て
士
気
の
振
作
興
起
を
知
る
に
足
れ
り
。
本
郡
内
の
戦

病
死
軍
人
の
総
数
は
二
百
四
人
、
（
外
七
人
は
居
留
者
等
）
に
し
て
葬
儀
の
回
数
は

百
三
十
回
な
り
」
と
記
す
〔
二
〇
一
頁
〕
。

　

田
方
郡
奨
兵
会
は
、
一
九
〇
四
年
二
月
二
二
日
、
「
徴
丘
ハ
慰
労
会
の
後
継
」
と
し

て
再
編
組
織

さ
れ
、
規
則
に
よ
れ
ば
、
事
務
所
を
郡
役
所
、
会
長
を
郡
長
、
評
議
員

は
各
町
村
長
、
こ
の
評
議
員
の
互
選
で
幹
事
を
選
出
、
各
町
村
に
は
町
村
支
部
を

設

置
、
町
村
役
場
内
に
置
く
、
支
部
長
は
町
村
長
、
支
部
評
議
員
は
町
村
議
員
、
支

部
幹
事
は
評
議
員
の
互
選
、
と
い
う
行
政
の
別
名
組
織
で
あ
っ
た
。
施
行
行
事
項
目

の

一
つ

に
、
「
戦
役
其
の
他
公
務
の
為
め
死
亡
し
た
る
軍
人
の
遺
族
に
弔
意
且
つ
救

護
す
る
事
」
と
あ
る
。
実
質
的
な
郡
行
政
ー
町
村
行
政
ル
ー
ト
で
の
公
葬
の
基
本
形

の
規
定
で
あ
り
、
「
公
葬
」
た
る
実
質
は
、
「
葬
儀
は
奨
兵
会
各
町
村
支
部
之
が
催
主

た
る
べ
き
こ
と
」
と
い
う
規
定
に
担
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
郡
統
一
の
「
公

葬
」
規
定
は
、
日
清
戦
争
時
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ね
ら
い
は
、
長
期

戦
が
予
想

さ
れ
る
「
銃
後
」
の
士
気
の
振
興
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い

る
。
郡
内
二
二
〇
回
の
葬
儀
で
二
〇
四
人
が
弔
慰
さ
れ
た
が
、
田
方
郡
下
の
戦
死
・

戦
病
死
軍
人

総
数
は

二

＝
人
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
対
し
、
県
あ
る
い
は
郡

か
ら
の
会
葬
者
が
派
遣
さ
れ
る
葬
儀
が
行
わ
れ
、
「
公
」
的
葬
儀
の
繰
り
返
し
の
中
で
、

銃
後
の
士
気
の
維
持
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ほ
と
ん
ど
の
戦
死
・
戦
病
死
者
に
つ
い
て
、
田
方
郡
の
様
に
公
的
な
葬

儀
が
行
わ
れ
た
が
ど
う
か
は
な
お
不
明
で
あ
る
。
一
九
〇
四
年
六
月
制
定
の
静
岡
県

磐

田
郡
十
東
村
振
武
会
出
征
軍
人
待
遇
法
に
よ
れ
ば
、
戦
死
・
負
傷
に
よ
る
死
亡
者

に
対
し
二
〇
円
、
戦
地
で
の
病
死
者
一
五
円
、
戦
地
以
外
で
の
死
亡
一
〇
円
な
ど
の

祭
祀
料

（慰
問
料
）
規
程
の
ほ
か
、
葬
儀
に
つ
い
て
は
「
出
征
者
の
遺
骨
遺
髪
等
の

引
渡
を
受
け
た
る
と
き
は
村
葬
と
し
之
を
行
ひ
其
会
葬
者
は
本
村
毎
戸
一
名
以
上
の

こ
と
」
と
あ
る
〔
『
竜
洋
町
史
資
料
編
H
近
現
代
』
二
〇
〇
六
年
、
一
五
四
頁
〕
。
遺

骨
遺
髪
等
の
遺
族
受
領
が
「
村
葬
」
執
行
の
前
提
で
あ
っ
た
。
葬
儀
執
行
上
、
遺
骨
・

遺
髪
等
の
到
着
が
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
駿
東
郡
鷹
根
村
の
事
例
か
ら
も
伺
え
る
。

一
九

〇
四
年
一
〇
月
三
一
日
、
鷹
根
村
長
よ
り
常
設
委
員
宛
通
牒
に
よ
れ
ば
、
「
本

村
出
身
兵
士
の
内
遼
陽
戦
死
者
の
鈴
木
常
次
郎
、
石
川
吉
五
郎
、
鈴
木
源
作
右
三
氏

に
対
す
る
遺
骨
も
近
日
到
着
に
可
相
成
、
到
着
の
上
は
、
前
例
に
倣
ひ
村
葬
に
て
葬

儀
執
行
可
致
に
付
」
と
あ
る
〔
鷹
根
村
役
場
『
自
明
治
三
四
年
拾
弐
月
　
至
同
四
十
三

年
十
二
月
常
設
委
員
関
係
綴
込
』
沼
津
市
立
図
書
館
蔵
、
愛
鷹
村
役
場
文
書
〕

　

田
方
郡
の
外
、
『
静
岡
県
安
倍
郡
誌
』
（
一
九
一
四
年
）
も
簡
単
に
町
村
葬
の
形
式

を
記
し
て
い
る
〔
三
四
四
頁
〕
。
「
戦
病
死
者
町
村
葬
　
従
軍
せ
る
軍
人
に
し
て
戦
死

ま
た
は
病
死
せ
る
も
の
に
つ
き
て
は
其
葬
儀
は
町
村
葬
と
し
、
総
て
の
失
費
は
町
村

費
を
以
て
支
弁
し
、
別
に
戦
死
者
に
は
五
拾
円
乃
至
参
拾
円
、
病
死
者
に
は
参
拾
円

乃
至
弐
拾
円
の
弔
慰
金
を
贈
り
、
ま
た
葬
儀
執
行
の
際
は
県
知
事
若
く
は
代
理
官
、
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本
郡
長
、
付
近
町
村
長
、
近
隣
各
学
校
長
、
県
郡
町
村
会
議
員
、
学
校
生
徒
、
各
種

団
体
代
表
者
、
官
民
有
志
等
参
列
し
頗
る
盛
儀
を
極
め
た
り
き
」
と
あ
る
が
、
「
町

村
費
」
は
字
句
通
り
の
も
の
で
は
な
く
、
税
と
は
別
途
に
徴
収
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
「
町
村
費
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
公
費
同
等
と
い

う
意
識
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
葬
儀
の
列
席
者
で
は
、
付
近
町
村
長
、
近

隣
各
学
校
長
、
県
郡
町
村
会
議
員
、
各
種
団
体
代
表
者
な
ど
が
、
日
露
戦
争
段
階
の

主
要
な
会
葬
者
の
拡
大
を
示
し
て
い
る
。
付
近
町
村
長
の
会
葬
は
半
ば
義
務
化
さ
れ
、

日
清
戦
後
整
備
さ
れ
た
農
会
等
各
種
団
体
の
代
表
の
出
席
も
日
常
的
な
戦
死
者
葬
儀

風
景
に
組
み
込
ま
れ
た
。

　

こ
う
し
た
事
前
の
葬
儀
一
般
規
程
の
外
、
個
々
の
葬
儀
に
関
し
て
、
日
清
戦
時
の

い

く
つ
か
の
事
例
の
よ
う
に
、
個
別
に
実
施
体
制
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
駿
東
郡
金

岡
村
文
書
中
に
は
、
一
九
〇
四
年
＝
月
二
日
付
け
で
、
「
戦
死
者
村
葬
に
関
し
篤

と
御
協
議
致
し
度
に
付
、
明
三
日
午
前
十
一
時
迄
に
無
遅
滞
大
中
寺
に
御
参
集
相
成

度
」
と
い
う
村
長
か
ら
、
評
議
員
・
常
設
委
員
・
戦
死
者
遺
族
へ
の
通
知
文
書
が
残

さ
れ
て
い
る
〔
金
岡
村
『
村
葬
関
係
書
類
綴
込
』
沼
津
市
立
図
書
館
所
蔵
、
金
岡
村
役
場

文
書
〕
。
評
議
員
は
、
奨
兵
会
支
部
の
評
議
員
だ
ろ
う
。
前
掲
の
静
岡
市
の
葬
儀
規

程
で

も
、
遺
族
の
葬
儀
実
施
の
意
向
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
が
、
遺
族
の
意
向
を
組

み

つ

つ
、
村
と
し
て
の
葬
儀
の
執
行
計
画
が
立
て
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
駿
東
郡
鷹
根
村
で
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
七
日
の
村
葬
を
控
え
、
三
日
に
鷹
根
村

常
設
委
員
会
が
開
催
さ
れ
（
村
役
場
、
高
遠
清
作
村
葬
の
件
）
、
葬
儀
委
員
八
名
が

決
め

ら
れ
た
。
内
三
名
は
戦
死
者
の
出
身
字
で
あ
る
東
椎
路
か
ら
、
残
り
は
各
字
一

名
で
あ
る
。
葬
儀
予
算
は
二
〇
円
（
予
備
費
は
別
に
二
円
）
、
一
戸
五
銭
の
割
で
各

字
毎
の
賦
課
総
額
を
見
積
も
り
、
徴
集
方
法
は
各
字
ご
と
適
宜
と
し
た
。
七
日
の
葬

儀
当
日
、
葬
儀
委
員
は
朝
八
時
に
役
場
に
集
ま
り
葬
儀
を
準
備
す
る
こ
と
と
し
、
葬

儀
通
知
は
、
知
事
、
郡
長
、
近
隣
＝
ヶ
町
村
長
、
沼
津
高
等
小
学
校
長
、
農
林
校

長
、
中
学
校
長
、
農
会
長
、
茶
業
組
合
長
、
警
察
署
長
、
赤
十
字
社
員
、
税
務
署

長
、
駿
東
医
会
に
出
す
こ
と
と
し
た
〔
前
掲
、
鷹
根
村
役
場
『
自
明
治
三
四
年
拾
弐
月

　

至

同
四
十
三
年
十
二
月
常
設
委
員
関
係
綴
込
』
〕
。
な
お
、
鷹
根
村
の
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
度
の
戦
死
者
は
四
人
で
あ
っ
た
が
、
残
る
三
人
（
歩
兵
上
等
兵
二
人
、

歩
兵
一
等
卒
一
人
）
に
対
し
て
は
、
一
一
月
一
八
日
に
合
同
葬
儀
が
実
施
さ
れ
た
。

先
の

田
方
郡
の
戦
死
者
数
と
葬
儀
回
数
の
関
係
か
ら
も
見
て
と
れ
る
が
、
日
露
戦
争

は
戦
死
・
戦
病
死
者
の
合
同
葬
が
各
地
で
出
現
し
た
こ
と
も
特
徴
で
あ
っ
た
。
合
同

葬
の
費
用
は
、
一
人
二
三
円
三
〇
銭
と
見
積
も
ら
れ
、
最
終
的
に
計
七
〇
円
六
五
銭

を
徴
収
し
た
。
実
支
出
六
二
円
五
銭
で
あ
っ
た
。
こ
の
合
同
葬
で
も
、
周
辺
一
〇
か

町
村
長
、
警
察
署
長
・
農
林
水
産
学
校
長
・
沼
津
独
学
会
・
郡
農
会
長
、
沼
津
高
等

小
学
校
長
・
茶
業
組
合
長
・
駿
東
郡
教
育
会
長
・
駿
東
郡
医
会
に
会
葬
依
頼
が
行
わ

れ
た
（
同
前
）
。

　

日
露
戦
争
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
郡
単
位
お
よ
び
町

村
単
位
で
、
葬
儀
負
担
と
は
別
に
弔
慰
料
の
贈
与
が
一
般
化
し
た
。
町
村
で
は
、
戦

死
者
一
五
～
二
〇
円
、
病
死
者
一
〇
～
一
五
円
程
度
が
標
準
と
思
わ
れ
る
。
戦
死

と
病
死
の
差
別
化
は
日
清
戦
争
時
の
事
例
か
ら
継
続
し
、
か
つ
こ
う
し
た
弔
慰
料
支

給
が
各
地
に
広
が
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
弔
慰
の
差
別
化
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て

い
っ

た

こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
「
名
誉
の
戦
死
」
と
い
う
賛
辞
が
広
が
る
ほ
ど
に
、

戦
病
死
と
の
差
別
化
も
浸
透
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
郡
レ
ベ
ル
の
軍

人
援
護
組
織
で
は
、
例
え
ば
、
明
治
三
一
年
九
月
制
定
の
駿
東
郡
徴
兵
慰
労
会
規
約

の
第
三
条
「
戦
闘
又
は
公
務
に
よ
り
死
亡
し
若
く
は
戦
地
に
於
て
病
死
せ
し
も
の
は

金
拾
五
円
を
其
家
族
に
贈
り
、
遺
族
な
き
者
は
之
を
建
碑
費
又
は
弔
祭
料
に
供
す
る

も
の
と
す
」
が
日
露
戦
時
も
そ
の
ま
ま
執
行
さ
れ
て
お
り
、
戦
死
・
病
死
の
支
給
額

差

別
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
〔
鷹
根
村
役
場
『
明
治
三
十
一
年
以
降
町
村
長
会
議

関
係
綴
込
』
沼
津
市
立
図
書
館
蔵
、
愛
鷹
村
役
場
文
書
〕
。
郡
奨
兵
会
が
重
視
し
た
の
は
、

戦
死
か
戦
病
死
か
で
は

な
く
、
戦
死
者
の
階
級
毎
の
差
別
化
だ
っ
た
様
だ
。
西
浦
村

戦
死
者
へ
の
田
方
郡
奨
兵
会
の
支
給
例
を
見
る
と
、
軍
曹
に
は
二
〇
円
、
一
等
卒
の

ケ
ー
ス
は
二
例
だ
が
何
れ
も
一
五
円
で
あ
っ
た
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村

役
場
文
書
〕
。

55



国立歴史民俗博物館研究報告

　第147集2008年12月

　

日
露
戦
争
期
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
町
村
民
を
動
員
し
た
遺
骨
・
遺
髪
の
出
迎
え

が
始

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
寄
り
の
駅
頭
等
で
の
諸
団
体
動
員
に
よ
る
戦
死
者
出

迎

え
は
満
州
事
変
期
以
降
日
常
風
景
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
行
為
の
起
点
は
日
露
戦

争
期
に
求
め
ら
れ
る
。

　

静
岡
県
磐
田
郡
十
東
村
の
『
明
治
三
拾
七
八
年
戦
役
記
念
帖
』
に
は
、
「
本
村
振

武
会
長
及
親
戚
は
先
発
し
て
歩
兵
第
拾
八
聯
隊
（
豊
橋
）
或
は
磐
田
郡
役
所
に
至
り

て

遺
骨
を
迎
へ
来
れ
ば
、
本
村
振
武
会
員
各
区
長
赤
十
字
社
員
海
員
披
済
会
員
本
村

小
学
校
職

員
（
総
代
）
及
村
民
一
同
は
中
泉
停
車
場
（
歩
兵
第
十
入
連
隊
へ
遺
骨
迎

え
を
な
し
た
時
）
或
は
中
泉
八
幡
神
社
前
の
国
道
に
整
列
し
て
枢
の
至
る
を
待
ち
、

一
同
遺
骨
に
対
し
て
礼
拝
を
な
し
、
徐
歩
粛
々
本
村
界
に
来
れ
は
本
村
小
学
校
生
徒

の

出
迎
あ
り
て
礼
拝
を
な
し
、
夫
れ
よ
り
枢
を
邸
内
ま
で
見
送
れ
り
」
と
あ
り
、
そ

の
行
為
が
村
民
の
「
赤
誠
」
の
確
認
で
あ
っ
た
と
意
義
を
ま
と
め
て
い
る
〔
前
掲
「
竜

洋
町
史
資
料
編
H
近
現
代
』
一
五
六
頁
〕
。
同
郡
西
浅
羽
村
の
『
戦
役
記
念
帖
』
に
も
「
本

村
出
征
軍
人
の
戦
死
及
病
死
せ
し
遺
骨
の
迎
へ
に
は
職
員
生
徒
一
同
村
境
迄
出
迎
を

な
し
、
夫
れ
よ
り
自
宅
に
至
り
校
長
一
同
に
代
り
て
家
族
に
哀
悼
の
意
を
述
べ
、
帰

校
の
上
其
の
人
の
今
回
の
戦
争
に
於
て
顕
は
せ
し
効
績
等
を
詳
述
し
て
児
童
を
し
て

敬
慕
の
念
を
起
さ
し
め
き
」
と
あ
る
〔
『
浅
羽
町
史
資
料
編
三
近
現
代
』
一
九
九
七
年
、

一

四
〇
頁
〕
。
ま
た
、
駿
東
郡
大
平
村
の
大
平
奨
兵
義
会
評
議
員
会
は
一
九
〇
五
年

二
月
一
一
日
、
「
遺
骨
の
奉
迎
」
は
「
会
員
総
出
」
で
行
う
旨
を
決
議
し
て
い
る
が
、

そ
の
後
、
四
月
］
八
日
に
執
行
さ
れ
た
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
是
村
良
作
（
静
岡
歩
兵
第

三
四

連
隊
）
の
村
葬
に
先
立
ち
、
四
月
六
日
に
大
平
村
長
と
親
戚
が
静
岡
に
行
っ
て

遺
骨
遺
品
を
受
領
、
こ
れ
を
「
村
民
は
悉
く
沼
津
停
車
場
に
迎
へ
」
た
。
同
兵
士
は
、

同
年
一
月
一
三
日
、
工
事
作
業
中
「
敵
の
弾
丸
に
中
り
」
絶
命
、
死
体
を
衛
生
隊
が

担
架
で
救
護
所
に
運
び
、
翌
一
四
日
、
同
郷
の
戦
友
と
同
分
隊
員
が
会
葬
し
、
京
都

本
願
寺
の
布
教
使
が
戒
名
を
付
し
て
読
経
、
茶
毘
に
付
し
た
の
ち
、
分
隊
長
が
遺
骨

遺
品
を
静
岡
連
隊
に
送
還
し
た
。
こ
の
遺
骨
を
遺
族
が
引
き
取
り
、
村
葬
が
執
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
〔
「
大
平
奨
兵
義
会
評
議
員
会
決
議
書
」
、
「
故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
是
村
良

作
氏
分
村
葬
の
記
」
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
『
大
平
村
奨
兵
義
会
書
類
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
〕
。

　
明
治
三
八
年
七
月
一
五
日
に
清
国
永
陵
兵
姑
病
院
に
於
て
病
死
し
、
九
月
一
〇
日

に
村
葬
が
執
行
さ
れ
た
駿
東
郡
鷹
根
村
出
身
兵
羽
切
力
蔵
（
陸
軍
輻
重
輸
卒
）
葬
儀

の
場
合
も
、
同
村
の
常
設
委
員
会
は
「
追
而
本
人
遺
骨
受
取
方
本
日
出
岡
、
明
五
日

午
後
第
四
時
原
着
列
車
に
て
帰
郷
候
に
付
て
は
常
設
委
員
は
各
其
部
落
惣
代
と
し
て

右
時
刻
に
原
停
車
場
へ
出
迎
候
事
に
決
定
致
候
間
…
」
と
決
議
（
九
月
四
日
）

し
た
。
村
民
総
出
で
は
な
い
が
、
各
部
落
総
代
の
駅
頭
出
迎
え
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
遺
骨
到
着
に
付
き
、
来
る
本
月
十
日
午
後
第
一
時
を
期
し
当
村
大

字
東
椎
路
龍
雲
寺
に
於
て
村
葬
執
行
候
間
」
と
あ
る
よ
う
に
，
村
へ
の
遺
骨
到
着
を

受
け
て
村
葬
が
執
行
さ
れ
た
〔
前
掲
、
鷹
根
村
役
場
『
自
明
治
三
四
年
拾
弐
月
　
至
同

四

十
三
年
十
二
月
常
設
委
員
関
係
綴
込
』
〕
。

　
以
上
か

ら
、
少
な
く
と
も
日
露
戦
争
の
後
半
期
に
は
、
駅
頭
等
で
の
町
村
民
に
よ

る
組
織
的
な
遺
骨
の
出
迎
え
が
広
が
り
を
み
せ
た
。
迎
え
方
と
し
て
は
、
駅
頭
等
へ

の

出
迎
え
は
代
表
者
が
行
い
、
町
村
境
で
総
出
の
出
迎
え
を
行
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。

こ
れ
は
、
従
来
か
ら
の
徴
兵
満
期
兵
士
の
慰
労
出
迎
え
法
な
ど
と
同
様
で
あ
る
。
町

村
境
の

出
迎
え
の
中
心
部
隊
と
な
っ
た
の
は
、
小
学
校
職
員
生
徒
で
あ
り
、
遺
骨
を

遺
族
宅
へ
送
る
の
が
彼
等
の
役
割
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
為
を
通
じ
て
期
待
さ
れ
た
の

は
、
一
身
を
も
っ
て
国
家
に
尽
す
事
の
意
義
の
実
物
教
育
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遺
骨

出
迎
え
か
ら
の
一
連
の
行
事
そ
の
も
の
が
、
町
村
葬
の
皮
切
り
の
行
事
と
な
り
、
遺

骨
出
迎
え
は
、
町
村
公
葬
の
不
可
欠
な
一
環
を
構
成
し
始
め
た
。

（
3
）
小
学
校
校
庭
等
で
の
公
葬
執
行
と
そ
の
役
割

　
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
一
月
二
八
日
、
駿
東
郡
大
平
村
出
身
の
歩
兵
一
等
卒

原
松
吉
（
歩
兵
第
三
四
連
隊
）
の
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
。
戦
死
は
一
九
〇
四
年
一
〇

月
一
四
日
、
沙
河
戦
闘
で
の
戦
死
者
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
一
月
一
八
日
、
静
岡
連

隊
で
沙
河
戦
死
者
遺
骨
遺
髪
の
伝
達
式
が
行
わ
れ
、
遺
族
と
村
長
が
、
遺
骨
な
い
し
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荒川章二［兵士が死んだ時］・

遺
髪
を
受
領
し
た
上
で
、
そ
の
一
〇
日
後
に
村
葬
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
葬

儀
記
録
は
、
「
原
松
吉
氏
分
村
葬
の
記
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
兵
士
は
出
征
事

情

を
「
遼
陽
の
戦
闘
に
て
当
三
十
四
連
隊
将
校
始
め
兵
卒
八
百
余
の
戦
死
有
之
、
其

故
我
々
補
充
大
隊
も
沢
山
出
征
致
さ
ね
ば
相
成
ら
ず
有
様
」
と
生
前
の
手
紙
に
記
し

て

お

り
、
補
充
大
隊
の
兵
士
で
あ
っ
た
。
戦
死
の
山
が
再
び
戦
死
者
を
生
み
出
し
て

い

っ

た
循
環
が
見
え
て
く
る
。

　

葬
儀
は
、
自
宅
か
ら
の
出
棺
よ
り
始
ま
り
、
同
村
尋
常
小
学
校
生
徒
職
員
を
葬
列

の
先
頭

に
、
奨
兵
会
評
議
員
、
村
会
議
員
、
赤
十
字
社
員
、
在
郷
軍
人
、
青
年
一
同
、

遺
族
、
親
戚
、
一
般
と
続
い
た
。
他
の
記
録
に
よ
る
と
，
消
防
夫
も
参
加
し
て
い
る
。

式
場

は
菩
提
寺
、
葬
儀
費
用
は
二
〇
円
、
村
内
戸
数
割
等
級
に
そ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
。

弔
詞
は
、
県
知
事
、
郡
長
、
各
町
村
長
、
教
育
会
長
、
農
会
長
、
小
学
校
長
、
村
会

議
員
、
奨
兵
会
長
、
赤
十
字
総
代
、
青
年
総
代
（
消
防
）
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
弔

詞
に
は
「
名
誉
の
戦
死
」
、
「
忠
死
」
、
「
軍
人
の
本
分
」
、
「
他
の
模
範
」
、
「
帝
国
の
神
」

等
を
含
む
言
辞
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
既
に
紹
介
し
た
日
清
戦
争
の
事
例
で
も
、

地
域
の
名
誉
か
ら
国
家
の
名
誉
へ
拡
げ
つ
つ
、
死
の
意
義
付
け
を
す
る
例
が
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
さ
ら
に
「
郷
党
永
く
其
英
霊
を
祭
り
、
国
家
長
く
其
の
忠
魂

を
招
く
を
や
、
日
本
国
土
の
存
せ
ん
限
り
は
死
者
の
遺
勲
忘
れ
さ
る
可
し
」
（
大
平

村
赤
十
字
社
員
総
代
）
と
英
霊
観
が
覆
っ
て
い
る
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
大
平

原
靖
彦
氏
所
蔵
資
料
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
及
び
前
掲
『
大
平
村
奨
兵
義
会
書
類
』
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。

　
次
も
、
同
じ
大
平
村
の
「
故
陸
軍
歩
兵
一
等
卒
是
村
良
作
氏
分
村
葬
の
記
」
（
歩

兵
第
三
四
連
隊
）
（
大
平
村
奨
兵
会
長
記
）
か
ら
の
葬
儀
の
紹
介
で
あ
る
〔
同
前
『
大

平
村
奨
兵
義

会
書
類
』
〕
。
村
葬
は
、
一
九
〇
五
年
四
月
六
日
、
大
平
村
長
と
親
戚
が

静
岡
に
行
き
「
遺
骨
遺
品
」
を
受
領
し
た
上
で
、
同
月
一
八
日
に
執
行
さ
れ
た
。
葬

儀

は
常
設
委
員
、
村
長
以
下
役
場
員
、
村
会
議
員
が
分
担
し
式
場
整
理
等
を
行
っ
て

い

る
。
葬
儀
記
録
に
よ
る
と
、
「
是
村
氏
の
自
宅
に
は
朝
よ
り
会
葬
せ
ん
と
せ
る
者
、

吊
ひ
来
る
も
の
引
き
も
き
ら
ず
」
、
「
遺
骨
を
か
た
の
如
く
枢
に
を
さ
め
」
、
読
経
後

「
霊
枢
高
々
と
し
て
家
を
出
で
ぬ
」
。
大
平
尋
常
小
学
校
生
徒
一
七
〇
人
を
先
頭
に
葬

列
が
式
場
の
小
学
校
運
動
場
へ
続
い
た
。
式
場
に
は
、
関
係
者
の
外
「
村
人
数
百
人

は

こ
れ
等
式
場
を
立
て
園
み
て
寸
地
を
余
さ
ず
」
と
い
う
大
会
衆
を
集
め
た
。
式
を

終
わ
り
、
遺
骨
あ
る
い
は
遺
髪
は
、
菩
提
寺
の
「
墓
地
に
厚
く
深
く
を
さ
め
ら
れ
た
」
。

記
録

は
、
「
大
平
村
は
し
ま
り
て
よ
り
村
葬
の
施
行
せ
ら
れ
た
る
こ
と
こ
れ
を
第
二

回
と
す
」
、
「
後
来
永
く
口
碑
に
伝
へ
て
こ
の
事
績
浬
滅
せ
ざ
る
べ
く
」
と
結
ん
だ
。

弔
詞
に
は
、
や
は
り
「
忠
義
」
、
「
英
霊
」
、
「
国
家
に
忠
に
し
て
本
村
の
名
誉
」
と
い
っ

た

文
言
が
並
ぶ
。
尋
常
小
学
校
の
運
動
場
を
会
場
に
、
永
く
村
の
名
誉
と
し
て
伝
え

ら
る
べ
き
村
の
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
村
葬
」
が
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
は
、
田
方
郡
西
浦
村
の
故
陸
軍
歩
兵
軍
曹
原
田
吉
助
と
一
等
卒
吉
田
平
治
郎
の

同
日
葬
儀
の
場
合
で
あ
る
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
文
書
〕
。
葬
儀
は
、

一
九
〇

五
年
五
月
二
三
日
、
葬
儀
執
行
の
た
め
、
事
前
に
「
一
、
葬
儀
委
員
三
名
を

置
き
万
事
葬
儀
に
関
す
る
事
務
を
管
掌
せ
し
む
る
事
、
委
員
は
村
会
議
員
幹
事
三
名

を
以
て
す
る
事
、
一
、
役
場
吏
員
村
会
議
員
は
葬
儀
来
賓
者
接
待
係
及
葬
儀
評
議
員

と
し
て
儀
丈
事
務
を
補
佐
す
る
事
」
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。

　
葬
儀
会
場
は
「
西
浦
村
役
場
及
正
眼
寺
内
」
と
あ
る
。
「
一
、
喪
家
出
棺
原
田
君

出
棺
は
正
午
十
二
時
、
吉
田
君
出
棺
は
午
前
十
一
時
三
十
分
と
し
何
れ
も
午
後
一
時

着
の
事
」
、
「
会
葬
者
は
、
村
内
を
二
分
し
平
沢
以
東
は
各
区
毎
戸
一
人
つ
・
木
負
へ

出
張
し
、
立
保
以
西
は
同
じ
く
久
料
区
へ
出
張
し
従
列
す
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の

葬
列
が
、
お
そ
ら
く
い
っ
た
ん
合
流
し
て
合
同
葬
が
実
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
軍

曹

を
含
む
二
人
の
葬
儀
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
弔
詞
は
知
事
、
郡
長
、
臨
済

宗
管
長
、
神
職
取
締
所
長
、
愛
国
婦
人
会
長
、
郡
奨
兵
会
長
、
警
察
署
長
、
内
浦
村

長
、
内
浦
学
校
長
、
内
浦
生
徒
総
代
、
西
浦
村
長
、
立
保
郵
便
局
長
、
西
浦
赤
十
字

社
長
、
在
郷
軍
人
会
、
西
浦
学
校
長
、
西
浦
生
徒
、
西
浦
青
年
会
な
ど
か
ら
寄
せ
ら

れ

た
。
日
清
戦
争
期
と
比
べ
た
諸
団
体
、
諸
機
関
の
整
備
状
況
が
反
映
し
て
お
り
、

同
郡
の
隣
村
で
あ
る
内
浦
村
と
の
連
携
は
変
わ
ら
な
い
。
弔
詞
の
文
面
に
は
、
勇
猛

突
撃
、
名
誉
の
戦
死
、
忠
死
、
国
家
に
対
す
る
偉
大
の
功
績
等
が
並
ぶ
。
ま
た
、
葬
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儀
当
日
、
村
民
に
は
「
毎
戸
国
旗
を
掲
け
旗
頭
に
黒
布
を
着
く
る
事
」
が
求
め
ら
れ

た
。
村
を
挙
げ
て
の
戦
死
者
哀
悼
で
あ
る
以
上
に
、
国
家
へ
の
死
を
も
っ
て
の
地
域

の

「赤
誠
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
合
同
葬
は
何
時
頃
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
駿
東
郡
鷹
根
村

の
場
合

は
、
一
九
〇
四
年
一
一
月
一
八
日
、
歩
兵
上
等
兵
二
名
と
歩
兵
一
等
卒
、
計

三

名
の
合
同
葬
を
鷹
根
尋
常
小
学
校
で
執
行
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
遼
陽
攻
撃

の

際
」
の
戦
死
者
で
あ
っ
た
（
鷹
根
村
役
場
「
明
治
三
拾
七
年
二
月
　
出
征
軍
人

名
簿
」
沼
津
市
立
図
書
館
所
蔵
愛
鷹
村
役
場
文
書
）
。
志
太
郡
東
川
根
村
の
場
合
も

一
九
〇

四
年
一
一
月
二
〇
日
、
村
立
尋
常
高
等
小
学
校
に
て
三
兵
士
（
八
月
末
か
ら

九

月
中
旬
に
戦
死
、
病
死
し
た
上
等
兵
二
名
と
二
等
卒
一
名
）
の
葬
儀
を
執
行
し
た

〔
『本

川
根
町
史
資
料
編
4
近
現
代
二
一
九
九
八
年
、
三
二
一
二
頁
〕
。
駿
東
郡
金
岡
村

の
場
合
も
、
一
九
〇
四
年
一
一
月
＝
二
日
二
人
、
一
四
日
三
人
の
合
同
葬
を
、
知
事

代

理
、
郡
長
警
察
署
長
以
下
「
千
有
余
人
」
を
集
め
、
「
吏
員
、
常
設
委
員
、
村
会

議
員
等
は
葬
儀
委
員
」
と
し
て
連
日
で
執
行
し
た
〔
前
掲
『
静
岡
県
史
資
料
編
1
8
近

現
代
三
』
一
四
七
頁
〕
。
何
れ
も
＝
月
だ
が
、
静
岡
県
の
場
合
、
歩
兵
第
三
四
連
隊
が
、

八
～
九
月
の
遼
陽
戦
で
五
百
人
近
い
戦
死
者
を
出
し
た
こ
と
（
さ
ら
に
一
〇
月
沙
河

会
戦
で
二
五
〇

余
人
の

戦
死
）
を
受
け
て
、
＝
月
の
中
旬
相
次
い
で
合
同
葬
を
実

施
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
戦
死
者
葬
儀
は
、
合
同

葬
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
地
域
か
ら
の
国
家
へ
の
「
赤
誠
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
実
質
的
な
「
公
葬
」
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
駿
東
郡

金
岡
村
が
「
金
岡
村
事
務
報
告
（
明
治
三
七
年
）
」
に
、
「
戦
死
者
は
五
名
に
し
て
何

れ
も
村
葬
を
営
み
た
り
。
本
郡
南
部
町
村
の
戦
死
者
葬
儀
へ
会
葬
せ
し
こ
と
二
十
一

回
な
り
」
と
記
し
〔
前
掲
『
沼
津
市
史
史
料
編
近
代
1
』
六
八
五
頁
〕
、
田
方
郡
「
内

浦
村
事
務
報
告
」
（
明
治
三
七
年
度
）
に
も
「
戦
死
者
葬
儀
」
を
二
回
実
施
と
記
し

て

い

る
の
は
、
戦
死
者
の
葬
儀
が
村
の
事
務
報
告
に
記
録
を
残
す
べ
き
公
式
行
事
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
〔
内
浦
村
役
場
『
自
明
治
廿
七
年
度
村
会
決
議
書
綴
』

沼
津
市
役
所
蔵
〕
。
そ
し
て
、
葬
儀
が
公
式
性
を
一
層
高
め
、
国
家
へ
の
視
線
を
強
め

る
ほ
ど
に
、
そ
し
て
か
た
や
こ
う
し
た
ね
ら
い
に
沿
っ
た
町
村
民
の
感
銘
創
出
装
置

と
し
て
の
位
置
付
け
を
高
め
る
ほ
ど
に
、
静
粛
性
、
荘
厳
性
が
求
め
ら
れ
た
。
す
で

に
日
清
戦
時
に
も
見
ら
れ
た
が
、
「
会
葬
者
は
羽
織
袴
を
必
ず
着
用
の
事
。
万
一
袴

持
合
な
き
も
の
は
袴
を
付
け
さ
る
も
羽
織
は
必
ず
着
用
の
事
」
、
「
荷
も
礼
儀
を
乱
す

風
体

に
て
参
列
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
直
ち
に
葬
儀
委
員
に
て
除
列
せ
し
む
る
も
の

と
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
葬
儀
時
の
規
律
保
持
は
、
一
層
厳
し
く
達
せ
ら
れ
て
い
る

〔前
掲
、
鷹
根
村
役
場
『
自
明
治
三
四
年
拾
弐
月
　
至
同
四
十
三
年
十
二
月
常
設
委
員
関
係

綴
込
』
〕
。

　
そ

し
て
こ
れ
程
の
町
村
総
ぐ
る
み
の
葬
儀
会
場
と
し
て
は
、
こ
の
頃
ま
で
に
整
備

拡
張
が
進
め

ら
れ
て
き
た
小
学
校
の
運
動
場
が
最
適
だ
っ
た
。
す
で
に
小
学
校
で
の

執
行
事
例
は
い
く
つ
か
見
た
が
、
磐
田
郡
西
浅
羽
村
の
四
人
・
四
回
の
戦
病
死
者
葬

儀
と
も
い
ず
れ
も
小
学
校
運
動
場
で
執
行
さ
れ
た
〔
『
浅
羽
町
史
資
料
編
三
近
現
代
』

一
三
七

頁
）
〕
。
小
学
校
が
戦
死
者
追
悼
行
事
の
地
域
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

学
校
の
会
場
化
と
併
行
し
て
、
遺
骨
・
遺
髪
の
出
迎
え
、
葬
儀
行
列
参
加
、
葬
儀
会

葬
と
総
代
の
弔
詞
と
続
く
戦
死
者
追
悼
行
事
に
、
小
学
校
教
員
・
児
童
は
完
全
に
組

み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
葬
儀
の
弔
詞
の
事
例
を
も
う
少
し
見
て
お
こ
う
。
一
九
〇
四
年
六
月
に
戦
死
し
、

一
一
月
一
四
日
に
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
歩
兵
第
三
四
連
隊
歩
兵
上
等
兵
榊
原
丈
次
郎

（駿
東
郡
浮
島
村
）
の
場
合
、
陸
軍
の
軍
神
、
名
誉
の
戦
死
、
大
命
を
拝
し
、
国
難
、

英

霊
、
皇
軍
、
陛
下
御
威
徳
、
忠
魂
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
例
え
ば
＝
死
以
て

国
に
殉
じ
」
、
「
死
し
て
忠
義
の
鬼
と
な
り
て
永
く
国
家
の
祭
祀
を
享
く
、
そ
れ
君
が

戦
死
の
名
誉
な
る
は
万
世
不
朽
永
く
同
胞
の
賛
美
し
て
巳
ま
さ
る
」
、
「
君
の
勲
功
は

国
民
の
亀
鑑
と
な
り
君
の
動
作
は
軍
人
の
模
範
と
な
る
」
（
農
林
水
産
学
校
長
）
等

の

文
章
に
入
り
込
み
、
あ
る
い
は
行
間
を
埋
め
て
い
る
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、

榊
原

弘
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
駿
東
郡
片
浜
村
の
陸
軍
上
等
兵
木
村
猪

三

郎
の
村
葬
弔
詞
（
一
九
〇
四
年
＝
月
二
二
日
執
行
）
も
「
突
撃
」
「
突
進
」
「
忠

魂
」
「
名
誉
の
戦
死
」
「
奮
闘
激
戦
」
「
国
難
」
「
尽
忠
報
国
」
と
い
う
慣
用
句
が
、
「
君
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の
名
誉
は
永
く
竹
吊
に
垂
れ
不
朽
の
勲
功
は
代
を
重
ぬ
る
と
も
減
ぜ
ざ
る
可
し
」
（
村

長
）
、
「
其
の
戦
功
は
永
く
国
民
の
記
憶
に
存
せ
ん
」
（
村
会
議
員
総
代
）
と
い
う
国

民
の
永
い
記
憶
に
残
る
名
誉
と
し
て
、
ま
た
「
君
の
一
死
は
我
が
士
気
を
奮
は
し
め

君

の
血
潮
は
敵
を
阻
喪
せ
し
め
君
の
勲
功
は
国
民
の
亀
鑑
と
な
り
君
の
動
作
は
軍
人

の
模
範
と
な
る
」
（
農
林
水
産
学
校
長
）
と
い
う
国
民
教
育
の
模
範
と
し
て
、
さ
ら

に
「
国
民
の
義
務
を
全
ふ
し
死
し
て
は
郷
党
の
祭
る
と
こ
ろ
と
な
り
」
（
沼
津
高
等

小
学
校
長
）
と
い
う
郷
党
の
誇
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、

沼
津
市
西
間
門
木
村
弘
一
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
一
九
〇
四
年
八
月
三
〇

日
、
遼
陽
戦
で
戦
死
し
、
一
一
月
一
四
日
に
葬
儀
が
執
行
さ
れ
た
田
方
郡
内
浦
村
の

歩
兵
第
三
四
連
隊
第
四
中
隊
歩
兵
上
等
兵
原
田
政
次
郎
の
弔
詞
も
、
「
神
州
軍
人
の

模
範
」
、
「
死
は
泰
山
よ
り
」
、
肉
体
は
消
え
て
も
「
英
魂
は
永
く
吾
等
が
頭
上
に
あ
り
」
、

「名
誉
あ
る
戦
死
は
即
ち
心
霊
的
の
復
活
」
、
「
軍
人
の
亀
鑑
」
（
生
徒
総
代
）
、
「
報
国

の
大
義
」
、
「
志
士
の
光
栄
は
生
ま
れ
て
当
時
に
功
を
樹
て
、
死
し
て
名
を
無
窮
に
伝

ふ

る
よ
り
大
な
る
は
な
し
」
（
村
長
）
な
ど
の
言
葉
が
続
く
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、

沼
津
市
内
浦
原
田
昭
三
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。
「
岳
南
健
児
」
「
岳
南
男
児
」

と
い
う
呼
称
で
日
清
戦
後
に
誕
生
し
た
歩
兵
第
三
四
連
隊
の
強
さ
と
伝
統
、
静
岡
県

民
の
忠
誠
・
勇
猛
さ
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
の
も
日
露
戦
争
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
各
地
域
（
町
村
）
と
郷
土
連
隊
が
、
よ
り
強
く
精
神
的
に
結
び
つ
い
て
い
つ

た
。
な
お
、
遼
陽
戦
で
病
気
と
な
り
間
も
な
く
兵
砧
病
院
で
死
亡
し
た
田
方
郡
内
浦

村
出
身
の
歩
兵
二
等
卒
大
沼
森
吉
の
村
葬
（
一
九
〇
四
年
一
二
月
一
一
日
）
の
場
合

も
、
そ
の
弔
詞
に
は
、
名
誉
あ
る
死
（
戦
死
で
は
な
い
の
で
「
死
」
で
あ
る
）
、
英
霊
、

忠
勇
、
軍
人
の
本
分
、
忠
節
と
い
う
語
句
が
並
ん
で
い
た
〔
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、

沼
津
市
内
浦
大
沼
正
雄
氏
所
蔵
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
町
村
葬
で
の
弔
詞
は
、
戦
場
の
戦
死
通
報
で
語
ら
れ
る
名
誉
あ

る
戦
死
、
英
霊
、
忠
死
、
忠
勇
、
忠
節
、
軍
人
の
本
分
、
日
本
軍
人
の
精
華
な
ど
の

国
家
的
・
軍
人
的
価
値
観
を
町
村
民
の
前
に
増
幅
し
て
訴
え
る
場
と
な
り
、
さ
ら
に

国
家
に
奉
じ
る
「
地
域
の
名
誉
」
、
郷
党
の
「
誇
り
」
を
語
る
場
と
も
な
っ
た
。
近

代
日
本
の
地
域
の
「
誇
り
」
は
、
国
家
へ
の
「
忠
誠
」
と
の
相
関
で
意
識
す
る
よ
う

に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
際
の
強
力
な
装
置
の
一
つ
が
こ
の
「
公
葬
」
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
日
露
戦
争
期
は
、
新
聞
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
急
成
長
期
で
も
あ
る

の

で
、
戦
時
を
支
え
る
民
衆
意
識
、
戦
争
観
、
戦
争
熱
、
国
家
意
識
は
メ
デ
ィ
ア
と

の

関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
公
葬
」
と
い
う
各
地
で
連
続
し
て
行
わ

れ

た
一
大
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
意
義
に
も
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
み
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
こ
の
論
考
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
公
葬
を
報
じ
る
地
域
新
聞
と
の

メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
的
な
関
係
も
重
要
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
〇
五
年
一
月
一
日
付
け
で
田
方
郡
西
浦
村
よ
り
出
征
兵
士
宛
に

村
の
状
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
送
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
殊
に
壱
名
だ
も
戦

死
無
之
は
全
国
の
内
、
村
と
云
ふ
名
義
の
内
に
は
無
之
哉
と
村
民
大
に
悦
び
居
申
候
」

と
記
さ
れ
て
い
る
〔
西
浦
村
役
場
「
明
治
三
拾
七
年
奨
兵
会
支
部
書
」
沼
津
市
明
治
史
料

館
所
蔵
西

浦
村
役
場
文
書
）
〕
。
そ
の
時
点
で
戦
死
者
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら

喜
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
出
征
兵
士
全
員
に
無
事
に
生
還
せ
よ
と
い
う
郷
土
の
祈

り
と
戦
死
を
受
け
入
れ
る
「
名
誉
の
戦
死
」
観
受
容
の
関
係
を
、
単
な
る
本
音
と
建

前
で
な
く
、
よ
り
深
い
所
で
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
節
の
最
後
に
戦
死
者
共
同
墓
地
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
前
掲
小
幡
尚

「
高
知
市
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊
」
は
、
日
露
戦
時
の
戦
死
・
戦
病
死
者
に
対
す
る
高

知
市
の
市
葬
と
、
そ
の
多
く
が
市
の
共
同
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
戦
死
者
共
同
墓
地
の
設
置
が
ど
こ
ま
で
広
が
り
を
も
つ
か
は
、
即
断
で
き
な
い

が
、
静
岡
県
駿
東
郡
下
で
も
、
類
似
の
動
向
が
二
例
ほ
ど
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
、

沼
津
町
で
の
設
置
協
議
で
あ
る
。
同
町
で
は
、
一
九
〇
五
年
一
月
一
八
日
、
以
下
の

理
由
と
方
法
を
も
っ
て
、
町
長
か
ら
戦
死
者
墓
地
新
設
が
提
案
さ
れ
た
〔
『
明
治
参

拾
二
年
度
ヨ
リ
　
町
会
決
議
書
』
沼
津
市
役
所
所
蔵
〕
。

　
　
諮
第
七
号
　
征
露
の
役
は
万
古
未
曾
有
と
す
。
故
に
此
役
に
従
事
し
名
誉
の
戦

　
　
病
死
を
遂
け
た
る
も
の
に
対
し
之
れ
か
芳
名
を
千
載
に
伝
ふ
る
の
方
法
を
画
す

　
　
る
は
人
道
の
大
義
に
し
て
亦
奨
兵
の
一
端
な
ら
ん
。
故
に
此
際
特
に
高
燥
簡
潔
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の
土
地
を
選
択
し
此
戦
病
死
者
の
遺
骨
遺
髪
等
を
埋
葬
し
、
且
つ
時
期
を
定
め

　
　
て
祭
祀
を
行
ふ
は
此
忠
死
者
を
待
の
礼
な
ら
ん
と
す
。
依
て
左
の
通
り
計
画
せ

　
　
ん
と
す
。

　
　
一
、
墓
地
は
当
町
管
内
一
ヶ
所
と
し
其
坪
数
は
百
坪
と
す
。

　
　
一
、
祭
祀
執
行
は
毎
年
秋
季
皇
霊
祭
の
日
を
以
て
之
を
行
ふ
。

　
　
一
、
墓
地
の
新
設
維
持
井
に
祭
費
管
理
費
等
は
凡
て
当
町
一
般
の
義
指
金
を
以

　
　
　
て

之
を
支
弁
す
。

　
　
一
、
墓
標
は
遺
族
各
自
に
於
て
之
を
建
つ
る
も
の
と
す
。

　
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
一
九
〇
五
年
一
月
二
〇
日
同
郡
大
平
村
で
も
村
役
場
に

て

戦
死
者
墓
地
新
設
に
付
き
村
会
議
員
協
議
会
が
開
か
れ
、
議
事
録
は
「
議
長
は
戦

死
者
墓
地
新
設
に
付
、
郡
長
の
意
見
に
法
り
軍
人
墓
地
新
設
の
必
要
を
説
明
し
併
て

其
場
所
を
左
に
仮
定
す
」
（
天
満
天
神
社
境
外
社
殿
裏
面
に
設
置
）
、
と
記
録
し
て
い

る
〔
大
平
村
役
場
「
自
明
治
三
十
三
年
至
同
三
十
七
年
　
村
会
議
事
録
」
沼
津
市
役
所
所
蔵
〕
。

沼
津
町
の
場
合
も
、
大
平
村
同
様
に
郡
長
の
意
向
に
沿
っ
た
提
案
と
考
え
ら
れ
る
が
、

①
駿
東
郡
内
で
、
町
村
の
公
的
な
共
同
墓
地
新
設
す
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
（
新
設

維
持
経
費
は
沼
津
町
の
よ
う
な
町
村
内
の
共
同
負
担
と
思
わ
れ
る
）
、
②
墓
地
で
あ

る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
遺
骨
・
遺
髪
等
の
埋
葬
が
予
定
さ
れ
た
こ
と
、
③
両
町
村
と

も
共
同
墓
地
は
一
ヶ
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
定
例
の
追
悼
祭
祀
が
計
画
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
高
知
市
の
共
同
墓
地
が
、
市
葬
を
前
提
と
し
た
よ
う

に
、
地
域
毎
の
公
葬
の
成
立
の
延
長
上
に
、
地
域
の
共
同
（
公
的
）
の
埋
葬
と
共
同

の
追
悼
行
事
の
場
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
墓
地
新
設
が
勧
奨
さ
れ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
沼
津
町
の
場
合
は
、
協
議
の
結
果
、
実
施
を
無
期
延
期
と

し
た
。
理
由
は
軍
用
墓
地
と
の
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
同
じ
時
期
の
駿
東
郡
役
所

の

通

牒
（
一
九
〇
五
年
一
月
）
に
は
、
「
戦
死
者
等
の
為
め
社
寺
境
内
地
へ
之
か
紀

念
碑
建
設
方
に
付
間
々
其
筋
へ
伺
書
提
出
の
向
も
有
之
趣
之
処
」
、
戦
争
の
終
局
は

ま
だ
容
易
で
は
な
く
、
＝
戦
死
者
あ
る
毎
に
狼
り
に
其
情
に
任
せ
之
を
建
設
せ
し

む
る
に
於
て
は
自
然
互
に
其
建
設
を
競
ひ
遂
に
一
種
の
弊
害
を
醸
生
す
る
に
至
る
や

も
難
計
義
に
付
、
此
等
計
画
の
実
行
は
決
し
て
一
時
の
情
に
馳
す
る
こ
と
な
く
静
に

前
途
を
考
へ
一
定
の
時
期
を
待
た
し
む
る
方
可
然
旨
其
筋
よ
り
申
越
の
次
第
も
有
之

候
条
御
了
知
相
成
度
」
と
い
う
注
意
も
あ
り
、
戦
時
経
営
上
の
「
濫
費
抑
制
」
と
い

う
問
題
が
絡
ん
で
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
〔
金
岡
村
「
明
治
三
十
七
年
度
起
　
恩
給
関

係
書
類
」
沼
津
市
立
図
書
館
所
蔵
金
岡
村
役
場
文
書
〕
。

お
わ
り
に

　
公
葬
実
施
を
中
心
に
し
て
こ
れ
ま
で
の
論
旨
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
第
一
に
、
葬
儀
の
前
提
と
な
る
遺
骨
・
遺
髪
に
関
し
、
日
清
戦
争
で
は
遺
族
の
遺

骨
の
受
領
（
部
分
受
領
含
む
）
も
少
な
く
な
い
が
、
日
露
戦
争
で
は
、
遺
髪
中
心
に

葬
儀
が
営
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
戦
死
の
通
報
パ
タ
ー
ン
は
基
本
的
に
変
化
が
な
い
が
、
日
露
戦
争
で
は

文
面
か

ら
判
断
し
て
中
隊
通
知
の
「
公
式
化
」
が
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
は
、
戦
死
者
の
大
量
発
生
の
問
題
と
も
連
動
し
て
い
よ
う
。
そ
の
通
知
文
で
は
「
名

誉
の
戦
死
」
は
も
と
よ
り
、
英
霊
、
靖
国
も
常
套
句
と
な
っ
た
。

　
第
三
に
、
日
清
戦
争
時
に
出
来
つ
つ
あ
っ
た
公
葬
の
形
式
を
前
提
に
、
日
露
戦
争

で

は
、
開
戦
初
期
に
各
地
で
葬
儀
規
程
が
作
ら
れ
、
葬
儀
規
模
の
競
い
合
い
を
避
け

る
為
も
あ
ろ
う
が
、
郡
単
位
で
の
大
枠
規
制
も
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
規
程
で
は
、

「
公
葬
」
を
宣
言
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
公
葬
化
に
よ
っ
て
、
日
清
戦
争
時
に
は
郡
長
を
除
く
と
、
町
村
内
の
役

職
者
・
団
体
を
中
心
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
日
露
戦
争
で
は
、
上
は
知
事
、
地
域

的
広
が
り
と
し
て
は
、
周
辺
町
村
長
、
近
隣
学
校
長
、
県
郡
会
議
員
（
時
に
衆
議
院

議

員
）
、
郡
単
位
の
農
会
・
茶
業
組
合
・
医
会
・
教
育
会
な
ど
の
代
表
等
の
出
席
が

一
般
的
光
景
と
な
っ
た
。

　

第
五
に
、
こ
れ
も
公
葬
化
に
関
わ
る
が
、
葬
儀
費
用
の
徴
収
が
、
寄
付
と
割
り
当
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て

を
併
用
し
て
い
た
日
清
戦
争
時
に
対
し
、
日
露
戦
争
時
に
は
戸
数
割
等
級
を
利
用

し
た
半
ば
税
的
な
徴
収
が
広
が
っ
た
。
ま
た
、
町
村
内
団
体
と
郡
レ
ベ
ル
の
軍
事
援

護
組
織
か
ら
の
弔
慰
料
贈
与
規
程
が
整
備
さ
れ
、
他
方
で
日
清
戦
争
時
に
見
ら
れ
た

有
志
の
香
料
が
減
少
し
た
。

　

第
六
に
、
日
露
戦
争
で
は
、
町
村
民
を
動
員
し
た
、
最
寄
り
の
駅
頭
お
よ
び
町
村

境
で
の

遺
骨
・
遺
髪
出
迎
え
が
行
事
化
し
、
留
守
部
隊
か
ら
の
遺
族
と
町
村
長
の
遺

骨
（
遺
髪
）
受
領
か
ら
始
ま
り
、
駅
頭
で
の
出
迎
え
と
そ
こ
か
ら
遺
族
自
宅
ま
で
の

見
送
り
が
、
葬
儀
当
日
の
自
宅
か
ら
の
出
棺
と
葬
送
行
列
か
ら
始
ま
る
公
葬
当
日
行

事
の
前
提
と
な
っ
た
。

　

第
七
に
、
日
露
戦
争
時
に
多
く
の
地
域
で
小
学
校
運
動
場
で
の
葬
儀
執
行
が
定
着

し
た
。
そ
し
て
、
小
学
校
で
の
葬
儀
執
行
は
、
葬
儀
で
の
小
学
校
生
徒
の
役
割
期
待

を
い
っ
そ
う
高
め
て
い
っ
た
。

　
第
八
に
、
日
露
戦
争
時
に
は
、
日
清
戦
争
時
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
複
数
の
戦

死
者
の

合
同
葬
儀
が
各
地
で
多
数
出
現
し
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
合
同
葬
が
、
公
葬

と
し
て
の
整
備
を
一
層
促
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
後
の

時
期
の
公
葬
の
展
開
と
の
関
係
で
は
、
満
州
事
変
期
の
大
規
模
な
葬
儀
を

経

て
、
日
中
戦
争
期
に
な
る
と
、
市
町
村
長
自
身
が
公
葬
の
葬
儀
委
員
長
と
な
り
、

市
町
村
の
公
費
支
出
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
変
化
は

あ
る
が
、
公
葬
の
基
本
形
は
、
日
清
戦
争
で
形
成
さ
れ
、
日
露
戦
争
期
に
確
立
・
定

着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
戦
死
者
葬
儀
の
果
た
し
た
役
割
、
社
会
的
影
響

は
戦
争
の
諸
段
階
に
即
し
た
固
有
の
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
仔
細
に
見
れ
ば

そ
の
こ
と
は
葬
儀
の
形
式
に
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
た
だ
し
、
一
入
九
四
（
明
治
二
七
）
年
七
月
一
七
日
「
戦
時
陸
軍
埋
葬
規
則
」
の
位
置
付
け

　
　
は
読
み
違
い
だ
ろ
う
。

（
2
）
　
以
降
の
資
料
引
用
に
つ
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
総
て
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え
た
。
『
沼
津
市
史
史

　
　
料
編
近
代

1
』
お
よ
び
後
述
出
典
の
『
静
岡
県
史
　
資
料
編
一
八
近
現
代
三
』
、
『
竜
洋
町
史

　
　
資
料
編
H
近
現
代
』
の
史
料
利
用
個
所
は
、
荒
川
が
資
料
を
収
集
し
，
編
集
し
た
部
分
で
あ
る
。

（
3
）
後
、
一
八
九
五
年
七
月
二
六
日
の
陸
軍
省
の
戦
後
の
遺
体
処
理
に
関
す
る
文
書
で
は
「
遺
髪

　
　
の
還
送
」
に
ふ
れ
ら
れ
、
一
八
九
七
年
八
月
一
七
日
制
定
公
布
の
「
陸
軍
埋
葬
規
則
」
で
火
葬

　
　
の
場
合
の
遺
髪
の
処
理
規
定
が
盛
ら
れ
た
。

（
4
）
　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
内
地
で
の
陸
軍
墓
地
の
建
設
も
遺
族
へ
の
遺
骨
送
還
も
出
来
な
い
遺
体

　
　
処
理
の
混
乱
が
あ
っ
た
が
た
め
に
、
一
八
九
五
年
一
〇
月
、
陸
軍
は
膨
湖
島
に
墓
碑
を
建
立
し

　
　
た
証
拠
と
し
て
、
軍
人
墓
碑
の
写
真
を
遺
族
に
交
付
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
『
都
史
資
料
集

　
　
成
』
第
1
巻
日
清
戦
争
と
東
京
①
、
一
九
九
八
年
、
四
五
三
～
四
五
四
頁
）
。

（
5
）
　
戦
場
か
ら
の
こ
う
し
た
文
面
の
前
提
に
は
、
更
に
戦
地
で
の
追
悼
祭
の
弔
文
や
招
魂
祭
で
の

　
　
祭
文
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
6
）
　
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
を
つ
な
ぐ
こ
の
位
置
で
、
以
下
の
史
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
羽

　

賀
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
日
清
講
和
後
、
戦
地
の
兵
姑
司
令
部
は
、
真
言
宗
の
従
軍

　

布
教
使
に
遺
骨
収
集
を
依
頼
し
、
永
代
供
養
を
委
嘱
し
た
。
そ
の
遺
骨
は
い
っ
た
ん
京
都
泉
涌

　

寺
舎
利
殿
に
納
め
ら
れ
た
が
（
二
万
体
と
も
い
わ
れ
る
）
、
東
京
護
国
寺
境
内
へ
の
忠
霊
堂
建

　

設
計
画
が
立
て
ら
れ
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
、
遺
骨
の
移
送
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。
そ

　
　
の
遺
骨
は
、
九
月
に
京
都
を
発
し
、
東
海
道
各
地
で
出
迎
え
行
事
を
受
け
な
が
ら
東
上
し
て

　
　
い
っ
た
が
、
以
下
は
、
静
岡
県
沼
津
二
二
島
地
域
の
出
迎
え
を
記
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
文

　

書
で

あ
る
。
史
料
に
は
、
標
題
も
年
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
記
の
行
事
の
一
環
と
い
う
こ

　

と
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
奉
迎
主
体
は
在
郷
軍
人
で
あ
り
、
沿
道
各
家
は
国
旗
・
提
灯
を
掲

　

げ
、
学
校
生
徒
も
送
迎
に
動
員
さ
れ
た
。
日
露
戦
争
期
の
町
村
葬
で
在
郷
軍
人
（
会
）
が
一
定

　
　
の
役
割
を
果
た
し
始
め
る
が
、
こ
う
し
た
戦
間
期
に
お
け
る
追
悼
行
事
へ
の
動
員
が
そ
の
前
史

　

を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

な
お
、
こ
の
地
域
で
は
、
こ
の
翌
年
に
在
郷
軍
人
会
の
組
織
化
が
急
速
に
進
ん
だ
が
、
こ
う
し

　

た
行
事
を
通
じ
た
組
織
的
動
員
と
在
郷
軍
人
へ
の
社
会
的
注
目
が
、
軍
人
会
組
織
化
と
も
関

　

わ

っ

て

い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
以
下
の
引
用
に
つ
き
、
○
お
よ
び
［
］
は
原
文
書

　

不
鮮
明
で
読
め
な
い
部
分
）

　

「
戦
死
者
遺
骨
送
迎
順
序
　
一
　
拾
月
拾
八
日
原
町
、
片
浜
村
、
浮
嶋
村
、
鷹
根
村
、
金
岡
村

　

の

在
郷
軍
人
約
百
八
拾
壱
名
は
出
迎
と
し
て
午
前
九
時
迄
に
原
町
松
蔭
寺
へ
参
集
し
夫
よ
り

　

本

郡
々
界
迄
出
迎
え
實
塔
車
を
受
取
護
衛
運
搬
に
従
事
す
る
事
、
…
一
　
沼
津
町
出
迎
在
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郷
軍
人

の
半
数
約
四
拾
五
名
は
片
浜
村
境
迄
出
張
賓
塔
車
を
迎
へ
、
前
記
町
村
の
在
郷
軍
人
と

　

共
に
宿
泊
所
（
沼
津
町
浅
間
東
方
寺
）
迄
護
衛
運
搬
に
従
事
す
る
事
、
一
　
翌
拾
九
日
沼
津
町

　

在
郷
軍
人
の
半
数
約
四
拾
○
名
及
楊
原
村
大
岡
村
静
浦
村
在
郷
軍
人
約
百
七
拾
弐
名
奉
迎
と

　

し
て
午
前
八
時
迄
に
［
　
］
宿
泊
所
［
　
］
夫
よ
り
護
衛
運
搬
に
従
事
す
る
事
、
一
　
清

　

水
村
大
平
村
長

泉
村
在
郷
軍
人
約
九
拾
壱
名
は
送
迎
と
し
て
木
瀬
川
橋
迄
午
前
拾
時
迄
に
参

　

集
し
夫
よ
り
前
記
［
　
］
軍
人
と
共
に
田
方
郡
三
嶋
町
迄
護
衛
運
搬
に
従
事
の
事
、
一
　
沿

　

道
各
戸
は
軒
頭
に
国
旗
を
掲
げ
（
沼
津
町
は
夜
間
［
］
燈
を
掲
く
る
事
）
学
校
生
徒
は
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
の
場
所
に
整
列
し
賓
塔
通
過
の
際
警
意
を
表
す
る
事
、
一
　
拾
八
日
自
午
後
参
時
至
同
四
時
迄

　

及
拾
九

日
自
午
前
七
時
至
同
八
時
迄
各
宗
僧
侶
読
経
の
事
、
一
　
中
部
北
部
各
町
村
は
在
郷
軍

　

人
総
代
（
壱
町
村
壱
名
の
見
込
）
を
拾
九
日
午
前
八
時
迄
に
沼
津
町
東
方
寺
に
出
頭
賓
塔
車
の

　

護
衛
運
搬
に
従
事
す
る
事
、
一
　
前
各
条
に
揚
け
た
る
在
郷
軍
人
約
五
百
三
十
四
名
に
対
し
て

　

は
弁
当
料
と
し
て
金
拾
銭
を
給
す
る
事
、
一
　
前
記
金
員
は
、
駿
東
奨
兵
会
会
費
の
中
よ
り
一

　

時
支
出
し
置
く
事
、
一
　
戦
死
者
遺
族
本
年
入
営
の
壮
丁
其
他
一
般
人
民
に
は
可
成
多
数
送
迎

　
　
及
参
拝
す
る
様
誘
導
の
事
」
（
沼
津
市
明
治
史
料
館
所
蔵
、
沼
津
市
西
間
門
木
村
弘
一
氏
所
蔵

　

文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）

（
7
）
　
海
軍
の
埋
葬
料
支
給
の
参
考
例
と
し
て
以
下
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
西
浦
村
・
渡
辺
久
平
二

　

等
水
兵
は
、
一
九
〇
五
年
九
月
一
一
日
の
軍
艦
三
笠
の
事
故
に
防
衛
隊
員
と
し
て
出
動
し
死

　

亡
、
九
月
一
二
日
死
体
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
後
遺
族
よ
り
「
遺
骨
引
取
願
」
が
「
私
儀
実
兄

　
　
に
付
本
人
遺
骨
引
受
埋
葬
仕
候
条
御
許
可
被
成
下
度
」
、
さ
ら
に
「
追
て
海
軍
埋
葬
地
外
に
埋

　
　
葬
可
致
候
間
、
相
当
の
埋
葬
料
御
下
渡
相
成
度
候
也
」
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受

　
　
け
、
一
〇
月
一
二
日
、
横
須
賀
海
兵
団
よ
り
同
人
遺
骨
及
埋
葬
料
金
一
八
円
が
本
人
自
宅
に
到

　
　
着
、
奨
兵
会
西
浦
村
支
部
長
か
ら
幹
事
へ
の
連
絡
に
よ
れ
ば
、
二
三
日
、
大
字
立
保
区
で
葬
儀

　
　
が
執
行
さ
れ
た
。
な
お
、
埋
葬
料
は
額
面
上
一
八
円
の
支
給
だ
が
、
実
際
に
は
「
雑
費
」
と
し

　
　
て
六
円
五
〇
銭
が
引
き
去
ら
れ
、
残
額
＝
円
五
〇
銭
が
遺
族
に
引
き
渡
さ
れ
た
（
沼
津
市
明

　
　
治
史
料
館
所
蔵
、
西
浦
村
役
場
文
書
）
。

（
8
）
新
聞
に
よ
る
告
知
が
葬
儀
の
周
知
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
地
方
都
市
ま
で
新
聞
の

　
　
時
代
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
9
）
　
籠
谷
次
郎
「
戦
死
者
の
葬
儀
と
町
村
ー
町
村
葬
の
推
移
に
つ
い
て
の
考
察
1
」
『
歴
史
評
論
』

　
　
六
二
八
号
は
、
「
明
治
期
、
町
村
が
葬
儀
の
主
催
者
で
な
か
っ
た
理
由
は
、
『
官
』
の
解
釈
で
は

　
　
市
制
・
町
村
制
第
二
条
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
戦
死
者
の
正
統
な
葬
儀
の
執
行
者
は
、
軍

　
　
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
ぎ
り
ぎ
り
の
所
で
守
る
、
と
い
う
所
が
本
音
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
　
う
か
。

（
1
0
）
　
満
州
事
変
期
の
あ
る
戦
死
者
に
関
し
、
遺
族
宛
の
戦
死
の
電
報
か
ら
現
地
で
の
部
隊
葬
儀
、

　
　
村
葬
、
弔
文
、
慰
霊
祭
な
ど
一
連
の
過
程
の
史
料
を
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
翻
刻
資
料
集

　
　
1
　
基
幹
研
究
「
戦
争
体
験
の
記
録
と
語
り
に
関
す
る
資
料
論
的
研
究
ヒ
（
二
〇
〇
五
年
）
所

　
　
収
の
翻
刻
資
料
『
皇
国
乃
礎
』
（
荒
川
章
二
解
題
）
と
し
て
ま
と
め
た
。
残
念
な
が
ら
、
今
回

こ
の
資
料
を
含
め
た
分
析
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

（静
岡
大
学
情
報
学
部
教
授
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　

（二
〇

〇
七
年
四
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
日
審
査
終
了
）
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When　A　Soldier】臨lls：The　Creation　of　Ptlblic　War　Dead　Memorialization

in　Me6i　Japan

ARAKAWA　Sh（功i

　　　This　is　a　study　of　the　creation　of　a　tradition　of　regional　public　war　dead　memorialization　in　Me亘i　Japan　in　the

period　spanning　the　Sino－Japanese　and　Russo－Japanese　Wars．　There　is　little　consensus　among　researchers　as

to　the　characteristics　of　regional　public　war　dead　memorialization，　nor　is　there　a　de五nition　of“public　war　dead

memorialization”agreed　upon　by　most　researchers．

　　　In　light　of　the　current　state　of　scholarship　regarding　this　topic，　this　study　examines：several　cases　of　public

war　dead　memorialization　during　the　period　of　the　two　wars；the　formation　of　regi皿al　associations　to　carry

out　these　memorial　ceremonies；the　types　of　individuals　who　participated　in　the　ceremonies（e．g．，　prefectural

governors，　mayors，　elected　legislators，　school　principals，　etc．）；the　collection　of　funding　fbr　the　ceremonies；the

establishment　of　guidelines　fOr　the　of丘ring　of　condolence　money（to　survivors，　etc．）；and　venues　fOr　memorial

ceremonies．　It　also　traces　the　process　by　which　this　type　of　ceremony　took　on　an　increasingly　of丘cial　character

during　the　period　of　these　wars．　Unlike　the　practice　that　began　with　the　later　SinoJapanese　War（1937－1945），

these　regional　ceremonies　were　not　initially　supported　by　of丘cial　public　funds．　Nevertheless，　this　study　maintains

that　funds　fOr　the　memorial　services　were　collected　in　a　semi－of6cial　ma皿eちand　that　the　services　were　fbr　all

intents　and　purposes　of丘cial　public　events．　The　use　of　terms　such　as‘‘village　funeral”by　organizers　and　others

recording　accounts　of　the　services　at　the　time　confirms　that　the　participants　themselves　recognized　them　as

official　public　events．

　　　This　study　also　examines　other　practices　related　to　these　funeral　services，　such　as：processing　of　the　mortal

remains　of　war　dead；the　receiving　of　cremated　ashes　or　ihatsu（locks　of　hair　of　the　deceased）and　the　associated

“welcome　receptions”fOr　same　at　hometown　train　stations；protocols　fbr　the　reporting　of　war　deaths　and　the　text

typically　used　in　these　reports；and　written　eulogies．　One　goal　of　this　research　is　to　shed　light　on　the　signi五cance

of　public　war　memorialization　ceremonies　as　media　events，　as　well　as　to　examine　them　as　channels　and“stage

management”of　the　regional　dissemination　of　nationalistic　and　militaristic　values　as　evidenced　by　the　use　of　terms

such　as“honorable　combat　death”，“heroic　war　dead”，　and“soldierly　duty”durillg　the　period　of　the　two　wars．

Public　war　dead　memorialization　ceremonies　inevitably　involved　processions　of　hundreds　and　sometimes　as　many

as　two　thousalld　participants－mourner　numbers　unprecedented　fOr　funeral　services　in　regional　venues．　Particular

emphasis　was　placed　on　participation　in　these　ceremonies　by　elementary　school　students　who　would　become　the

next　generation　of　soldiers．　Such　a　multifaceted　research　approach　is　desirable　fOr　examining　the　role　played

by　war　memorialization　ceremonies　in　the　forlnation　of　ideas　about　war　and　the　military　in　Japanese

popular　consciousness．
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